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○審査事件等 

審  査  事  件  等 所 管 課 

議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

商 工 振 興 課 

議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

企 業 ・ 港 振 興 課 

議案第２９号 財産の無償譲渡について 

議案第３０号 薩摩川内市祁答院いむた滝の山森林浴の森の指定管理者の指定について 

議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

観 光 ・ シ テ ィ 

セ ー ル ス 課 

議案第２６号 薩摩川内市地域活性化基金条例の制定について 

議案第２７号 薩摩川内市自治基本条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

企 画 政 策 課 

───────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（佃 昌樹）ただいまより企画経済

委員会を開会をいたします。 

 本委員会は、本日から２日間にわたる審査を行

いますが、お手元に配付しております審査日程に

より審査を進めることとし、本日は企画政策課ま

で審査を進めたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）御異議ないと認めます。

よって、そのように審査を進めます。 

 なお、当局においては、１月の人事異動に係る

職員の紹介をいただきたいと思いますので、御了

承願います。対象者は観光・シティセールス課だ

けですので、そこでお願いをしたいと思います。 

 ここで傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ傍聴の申し出はありませんが、会

議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長に

おいて随時許可をします。 

────────────── 

△商工振興課の審査 

○委員長（佃 昌樹）それでは、まず商工振

興課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（佃  昌樹）議案第３７号平成

２６年度薩摩川内市一般会計予算を議題します。 

 まず、部長の概要説明を求めます。 

○商工観光部長（末永隆光）おはようござい

ます。それでは、商工振興課関係の平成２６年度

施策の概要について御説明申し上げます。 

 平成２６年度は、１点目、再就職支援や地域経

済対策などの緊急経済対策の継続実施、二つ目、

地域成長戦略の展開に伴う新産業育成、三つ目、

中小企業及び商店街活性化対策、四つ目、地域公

共交通の充実、これら４点を中心に各種の施策を

展開したいと考えております。 

 それでは、当初予算概要の９１ページをお開き

ください。よろしいでしょうか。 

 それでは、９１ページの上段の緊急雇用対策事

業、中段の合同就職面談会、それとページが飛び

ますが、９３ページの中段の提案公募型プレミア

ム事業補助金、それと９４ページ上段のおもてな

し事業補助金、さらに９５ページ中段のまちなか

にぎわい支援事業の５事業につきましては、原子

力発電所１・２号機の長期運転停止及びＦＩＭ九

州工場撤退に伴う緊急経済対策であります。離職

者の再就職支援やまちのにぎわいや流入人口増な

ど、地域経済対策として実施するものであります。 

 ９１ページ中段の合同就職面談会は、新規事業

でありまして、ＦＩＭの撤退など、離職者を対象

に就業機会の拡大を図るため、合同の就職面談会

を実施するものであります。 

 また、９４ページ上段のおもてなし事業補助金

も新規事業であります。商工会女性部が入来地域

を中心に実施する観光案内や物産販売など、ある

いは全国商工会女性部との交流を進める事業に対

する補助であります。 

 次に、９２ページに返っていただきまして、上

段の中小企業対策利子補助金及び緊急保証制度保

証料補助金は、本市が置かれております地域経済

の状況等を勘案し、所要の補助をさらに１年延長

するものであります。 

 また、同ページ下段の中小企業元気づくり補助

金、それとまたページが飛びますけども、

９３ページ下段の商工業者店舗改装費補助金、そ

れと９４ページ下段の商業者支援事業補助金、さ

らに９５ページ下段の中心市街地テナントミック

ス支援事業補助金は、中小企業対策及び商店街活

性化対策として継続実施するものであります。 

 また、飛び飛びで申しわけございませんが、

９３ページ上段の地域成長戦略対策利子補助金及

び９５ページ上段の新産業創造事業補助金は２年

目になる事業でありますが、地域成長戦略を後押

しするための利子補助や起業、これは起こす業で

すが、起業、異業種参入等を促進するための補助

金であります。 

 それでは、９６ページをお開きください。 

 上段の川内駅開業１００周年記念事業補助金は

新規事業でありますが、市制施行１０周年記念事

業として６月１日に１００周年を迎える川内駅で

の記念式典、ミニＳＬ試乗会、写真パネル展、隈

之城駅、木場茶屋駅をめぐるウオーキングなどの

イベントを実施するものであります。 

 同ページ中段のコミュニティバス運行事業は、

市内のコミュニティバス運行にかかわる経費でご

ざいますが、新規事業といたしまして、川内甑島
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航路開設に伴う川内港シャトルバスの運行委託や

串木野新港線の運賃を１００円にするための補助

金であります。 

 ９７ページをお開きください。 

 上段の甑島地域コミバス（下甑）小型車両購入

事業は、下甑地域において安全運行、デマンド交

通、貸切観光事業に対応するため、１４人乗りの

小型車両を購入するものであります。 

 以上でございます。よろしく御審査賜りますよ

うお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、当局の補足

説明を求めます。 

○商工振興課長（宮里敏郎）それでは、当初

予算について御説明を申し上げます。 

 まず、歳出についてから説明をいたします。 

 予算調書のほうで説明いたしますので、予算調

書の１６６ページをお開きください。 

 では、５款１項１目の労働諸費、事項、労働者

福祉対策費でございますけども、事業費が

１,４７２万９,０００円でございます。雇用対策

及び勤労者福祉対策に係る経費を計上いたしてお

ります。 

 主なものでございますけども、ＦＩＭ九州工場

撤退に伴う緊急経済対策といたしまして、市道の

伐採等を行う緊急臨時職員の雇上料１,１１６万

円、それから就職希望者と求人事業者が一堂に会

して合同面談会の機会を設けることで、就職機会

の拡大を図ることを目的に実施いたします合同就

職面談会の運営業務委託が主なものでございます。 

 では、この合同就職面談会の内容について御説

明いたしますので、お手元に配付してあります企

画経済委員会資料、商工観光部の資料の１ページ

をお開きください。 

 内容を御説明申し上げます。 

 目的については、今御説明したとおりでござい

ますけども、今回開催日を６月下旬で、今調整し

ております。 

 場所はサンアリーナせんだいを予定しておりま

して、御案内する企業につきましては市内及び県

内企業として約６０社程度を目標としております。 

 この事業者の想定する業種でございますけども、

まずは製造業、そのほかサービス業等になります

けども、今回、実は昨年１２月にも県主催で実施

いたしましたけども、そこと大きく違うのは、今

回は４０歳、５０歳代の雇用促進をさらに図るた

めに、非正規職員も雇用の対象にした求人もやっ

ていきたいということで、雇用の場を拡大して、

雇用確保に努めたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 なお、この事業につきましてはハローワーク川

内や、それから県と連携をとりながら進めていく

ことになります。 

 では、予算調書のほうに返っていただきまして、

予算調書の１６６ページでございます。 

 次に、事項、勤労者福祉施設管理費でございま

す。事業費が１,９３８万８,０００円で、勤労者

のための福祉施設であります勤労青少年ホーム、

東郷共同福祉施設、入来勤労者技術研修館の管理

運営費を計上したものでございます。 

 なお、川内勤労青少年ホーム及び東郷共同福祉

施設につきましては、指定管理者による管理代行

委託を行うこととしております。 

 次の１６７ページになります、事項、緊急雇用

創出事業臨時特例基金事業費でございますけども、

事業費が１７５万４,０００円でございます。こ

れは中小企業等情報発信サポート事業の業務を委

託料として計上したものでございます。 

 この事業につきましては、株式会社まちづくり

薩摩川内が自主運営しているＦＭさつませんだい

にこの事業を委託し、雇用の創出をするとともに、

ＦＭさつませんだい自体の事業をサポートするこ

とを目的に行うものでございます。 

 次に、７款１項１目の商工総務費、事項、商工

総務費でございます。事業費が２億９,２３０万

円でございます。主なものは、商工観光部内の職

員３６名に係る人件費でございます。 

 次のページ、１６８ページになります。 

 事項、在来線鉄道対策事業費でございます。事

業費が１７３万１ ,０００円で、川内駅開業

１００周年を迎えることから、実施する記念事業

等に対する補助金１７０万円が主なものでござい

ます。 

 この１００周年記念の事業内容について御説明

いたしますので、企画経済委員会資料のほうの

１ページ下段になります。１ページのほうをごら

んいただきたいと思います。 

 この事業は、大正３年６月１日に川内駅・隈之

城駅・木場茶屋駅が開業して、ことしでちょうど
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１００年になるために、これまでの鉄道の役割な

どを振り返り、鉄道事業に感謝するとともに、今

後の利用促進を図ろうということを目的に、記念

式典と関連イベントを開催するというものでござ

います。 

 主催は薩摩川内市でございまして、ＪＲ九州さ

ん、それから肥薩おれんじ鉄道など関係団体との

協力をいただきながら実施することとしておりま

す。 

 実施日は、開業日と同じく６月１日、日曜日で

ございます。 

 事業内容について二通りございますけども、ま

ず記念式典出発式、これを川内駅で行い、開業イ

ベントを川内駅周辺で行うことになります。 

 イベントの内容といたしましては、記念のウ

オーキング大会、これは隈之城駅、それから木場

茶屋駅と連携したウオーキング大会を予定してお

ります。そのほか食まつりなどの物産販売等につ

いてを実施することで計画しているところでござ

います。 

 それでは、再度予算調書１６８ページに返って

いただきまして、次は事項、並行在来線鉄道対策

事業費でございます。事業費が１０７万

１,０００円で、肥薩おれんじ鉄道利用促進協議

会の負担金６９万円と川内駅おもてなし事業補助

金２４万円が主なものでございます。 

 では、この川内駅おもてなし事業について、内

容を説明いたします。 

 たびたびで申しわけありませんが、委員会資料

のほう２ページをごらんください。 

 この事業につきましては、九州新幹線及び肥薩

おれんじ鉄道が開業して、ことし３月でちょうど

１０周年を迎えた年でございます。また、高速船

甑島が就航することから、市内の高校、それから

大学生の協力をいただき、薩摩川内市の玄関口で

あります川内駅において「おもてなし」を行い、

薩摩川内市全体のイメージを図ろうということを

目的とするものでございます。 

 事業内容でございますけども、まずアといたし

まして、「おもてなしミニコンサート」を開催し

ていただくことにしております。これは、毎月第

３土曜日に川内駅２階の東西自由通路、これの西

側のエスカレーターを上がった部分になりますが、

そのスペースを活用いたしまして、各学校による

コンサート等を実施していただくものでございま

す。 

 次に、イの「おもてなし隊」につきましては、

開催するミニコンサートにあわせて、改札口の付

近におきましてお茶などの振る舞いをしていただ

き、市のＰＲをしていただくとともに、それぞれ

の学校のＰＲも行ってもらおうというものでござ

います。おもてなしを行うことで、市のイメージ

アップを図ろうというのが大きな目的でございま

す。 

 では、済みません、予算調書の１６９ページに

返っていただきます。 

 ７款１項２目の商工振興費、事項、商工振興費

でございます。事業費が１億５,１５５万円で、

商工業の振興に関する経費でございます。 

 まず、ここに企業立地審査会委員を計上してあ

りますけども、これは新産業創造事業補助金の審

査を行ってもらうために設置しているものでござ

います。 

 主な支出の内容ですけども、報償費につきまし

て、今申し上げました企業立地審査会の委員６名

の報償費を計上しております。 

 中小企業対策利子補助金の８,８００万円につ

きましては、県制度資金等を利用する中小企業者

に対し、今年度に引き続き、平成２６年中の融資

額１,０００万円までの利子を３年間、１００％

補助するというものでございます。 

 商工会議所等指導事業補助金２,２００万円に

つきましては、川内商工会議所及び薩摩川内市商

工会の企業育成指導事業等に対する運営補助でご

ざいます。 

 提案公募型プレミアム事業補助金１,５００万

円につきましては、川内原発１・２号機停止に伴

う緊急経済対策として、平成２５年度に引き続き

実施するものでございます。 

 また、補助金外１０件でございます。内容につ

きましては、商店街アーケードの施設維持管理費

の補助金、それから中小企業の災害復旧利子の補

助金、創業・チャレンジ支援事業の補助金、緊急

保証制度保証料の補助金、中小企業元気づくりの

補助金、新産業創造事業補助金、地域成長戦略対

策利子補助金、商工業者店舗改装費補助金、商業

者支援事業の補助金、これは空き店舗補助金でご

ざいます。それと薩摩川内市商工会女性部がＦＩ
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Ｍ撤退に伴う緊急経済対策として取り組むおもて

なし事業に対する補助金でございます。 

 次が、事項、コミュニティバス等運行対策費で

ご ざ いま す。 事業 費が２ 億 ２ ,７ ２０万

４,０００円でございます。 

 主なものは、これまで運行してきました、川内

地域で運行しているくるくるバス、南部循環バス、

北部循環バス、高江土川線、それから支所地域で

運行しておりますゆうゆうバス、祁答院バスの運

行業務委託のほか、東郷地域、入来地域のデマン

ド交通の運行委託、市内横断シャトルバスの運行

委託、またボンネットバスを活用した定期観光バ

スの運行委託、さらに甑島地域におけるコミュニ

ティバスの運行委託料のほか、４月２日から新た

に運行開始いたします川内港シャトルバスの運行

委託料として、合計２億１,３９２万１,０００円

を委託料として計上しております。 

 なお、今現在、運行しております串木野新港線

につきましては、高速船の就航に合わせ、利用料

金につきましてを市内のコミュニティバスと同様

の１００円に今回から見直しをするということに

しております。 

 次の備考欄にあります充電器設備保安管理委託

でございますけども、これは今回導入いたします

大型電気路線バスに利用する急速充電器が高圧電

源を使用するために保安管理を、これを委託する

ものでございます。 

 甑島地域コミバス（下甑）小型車両購入につき

ましては、下甑地域において安全運行を図るため

に新たに導入するもので、この車両はデマンド運

行、それから観光バスとしても活用を行うことと

しております。 

 また、市内の地域公共交通活性化のための協議

及び川内駅西口バス待合所の維持管理を行うため、

地域公共交通活性化協議会負担金として１１９万

７,０００円を、さらに平佐東地区で実施してお

ります地区コミ・デマンド運行モデル事業補助金

８６万円を、川内港シャトルバスの運行に伴い、

現在、南国交通株式会社さんが運行しております

京泊線の運賃も他のコミュニティバス同様の

１００円とするために、その差額補助金としての

２１９万円が主なものでございます。 

 次に、１７０ページになります。 

 事項、中心市街地活性化事業費でございます。

事業費が３,９６０万６,０００円で、中心市街地

の活性化に係る経費でございます。 

 主なものは、観光特産品館きやんせふるさと館

の管理業務委託費や中心市街地の空き店舗を活用

して来外者の休憩や情報発信を目的としたにまち

あいサロンの運営業務委託、それからまちなかに

ぎわい支援事業の委託費、中心市街地のテナント

ミックス支援事業補助金１,６１５万１,０００円

でございます。 

 以上が歳出についての説明でございます。 

 次に、歳入について主なものを説明いたします

ので、同じく予算調書の４１ページをお開きくだ

さい。 

 まず、１４款１項５目の商工使用料７２５万

１,０００円でございますけども、これは商工振

興課が所管しております行政財産の使用料をそれ

ぞれの条例等に基づき計上したものでございます。 

 次の１６款２項５目商工費補助金９１２万

６,０００円でございますが、これは甑島で運行

しておりますコミュニティバスに対する県の地方

公共交通特別対策事業補助金が主なものでござい

ます。 

 １６款２項１０目の労働費補助金１,５３９万

７,０００円につきましては、緊急雇用創出事業

臨時特例基金事業補助金のうち、起業支援型地域

雇用創造事業として、庁内の各課が取り組む３事

業についての補助金を一括して商工振興課が受け

入れるものでございます。 

 ２１款５項４目の雑入では、きやんせふるさと

館の電気料等実費収入金４５６万８,０００円が

主なものでございます。 

 最後に、債務負担行為の設定について御説明い

たします。 

 予算に関する説明書の９ページ、中ほどをごら

んいただきまして、事項、甑島地域コミュニティ

バス運行事業（消費税増額分）ということで設定

をさせていただいておりますが、これは限度額

４８０万で、期間が平成２７年度から平成２８年

度の２カ年でございます。これは甑島地域コミュ

ニティバス運行事業に対しまして、４月からの消

費税の増額分を追加して設定させていただくもの

でございます。 

 以上で、予算に関する説明を終わります。 

 なお、質疑に対する答弁につきまして、数値的
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なものにつきましては、課長代理、グループ長に

よる回答につきまして御了承くださるようお願い

申し上げます。御審査方よろしくお願い申し上げ

ます。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりましたの

で、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）１点、中心市街地テナント

ミックス支援事業補助金ということで、中心市街

地の空き店舗を利用するということでは一定の効

果を上げておられると思います。 

 ちょっとこれに対して二つ質問があるんですけ

ど、ちょっと考え方として、この中心市街地テナ

ントミックス支援事業というのは、株式会社まち

づくり薩摩川内のほうで長期賃貸契約、あるいは

借地契約をされて、その長期で契約をされるとこ

ろで、ある程度値段を、その価格を安くして契約

をすることで、その安い契約がベースになって、

その家賃、あるいは借地料が安くなると。それを

民間の方で、安い状態で使っていただくという、

そういう趣旨だったと思うんですけど、そう考え

たときに、この１,６１５万１,０００円の使用用

途、具体的に何なのかというのが一つ目です。 

 まず、この使用用途を、済みません、お願いし

ます。 

○商工振興課長（宮里敏郎）中心市街地テナ

ントミックス支援事業については、主については、

今、副委員長がおっしゃったとおりでございます。

現在、この予算に計上しています金額でございま

すけども、これについては、現在で１１店舗の中

心市街地テナントミックス支援事業を行っており

ますけども、それに対する家賃補助といたしまし

て引き続き行うことと、それから来年度数店舗を

予定した予定額といたしまして、空き店舗の借り

上げ料を計上しております。 

 それとともに、先ほど言いましたとおり、この

事業については株式会社まちづくり薩摩川内に全

ての業務を委託しておりますので、株式会社まち

づくり薩摩川内に対する経費というのも含んで予

算計上をさせていただいているところでございま

す。 

○委員（谷津由尚）わかりました。いずれにし

ても、本市のような補助事業というのは必要なと

ころと将来、将来というのは１０年、２０年先、

削減していかなきゃいけないという、その明確に

二つの方針に基づいて進めていくべきだと思うん

ですけど、一番いいのは、この中心市街地テナン

トミックス支援事業というのはそういう２０年、

３０年契約をすることで、安く賃貸契約、あるい

は借地契約ができるということで、そのメリット

というのを使う方々に与えるということで、基本

的には、その委託料以外にはここは発生しないの

ではないかと。そういう方針で、将来的にはいく

べきではないかと思うんですが、その辺に関して

は、今どのような見解をお持ちですか。 

○商工振興課長（宮里敏郎）これはもともと

市が直接できないところを株式会社まちづくり薩

摩川内に補助金という形で流して、事務、それか

ら不動産業者とのいろんなやりとり、それと、も

ちろん対象事業者の広報、そういうのを一括して

お願いしているところでございまして、そのとき

にはこれを株式会社まちづくり薩摩川内が自主事

業というような形でやってくれるのが最も望まし

い形ですけども、そういう自主財源がまだ株式会

社まちづくり薩摩川内にない中では、何らかの経

費についても、市のほうが支援しながら、この中

心市街地テナントミックス支援事業を軌道に乗せ

ていきたいということで、今は考えているところ

でございます。 

○委員（谷津由尚）最後です。ということは、

Ｎ数が、つまり母体数が、契約件数が多くなれば、

株式会社まちづくり薩摩川内さんも何らかの収益

が上がっていくのではないかと、普通はそう思う

んですけど、今１３店舗と言われましたね。中心

市街地は非常にそういう意味ではまだまだ空いて

る財産がありますので、その辺をうまく活用して、

この契約件数をどんどんふやされることによって、

そういう環境というのはできていくのかなと思い

ますので、ぜひそういう方向で、市としてもぜひ

進めていっていただきたいと思います。 

○委員長（佃 昌樹）意見であります。 

○委員（宮里兼実）中小企業対策利子補助金は

私も使わせていただいて、本当に助かっておりま

す。ありがとうございます。これはずっと続けて

いただきたいと思っております。これはお礼です

けど、京泊線運賃差額補助金の２１９万、これは

今度、結局甑航路のバスが走るようになったから、

１００円で走るから、その分の南国交通株式会社

に補助をするということですね。 
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○商工振興課長（宮里敏郎）今の分で説明さ

せていただきますけども、宮里委員が言われたと

おりでございますが、コミュニティバスを運行す

るときの条件といたしまして、運輸支局のほうか

らは既存の路線バスの営業を圧迫しないようにと

いうことも一つの条件になっておりますというの

が１点。 

 それと、もともと水引地域、八幡地域のほうか

らも１００円バスにしていただけないかという要

望が出ていたというのがございまして、今回４月

２日からのシャトルバスの導入に合わせて、シャ

トルバスと重複する、南国交通株式会社が運行し

ている京泊線についても、同じ料金の１００円に

するために差額の補助として２１９万円を計上さ

せていただいたということでございます。 

○委員長（佃 昌樹）ほかにございませんか。 

○委員（川畑善照）５ページの中心市街地イベ

ントへの参加とか、地元商店街との交流というの

がどの程度行われているのか。 

 それと、４ページの、先ほど副委員長が質問さ

れました、企画経済委員会の資料の。 

○委員長（佃 昌樹）まだそこまで。 

○委員（川畑善照）ここまでいっとらん。テナ

ントミックスは入ってますね。 

○委員長（佃 昌樹）はい。 

○委員（川畑善照）中心市街地テナントミック

ス支援事業と大体関連があるんですよね。テナン

トミックス、商店街の空き店舗を利用したイベン

ト、これはどの程度考えていらっしゃるのかとい

うことと。 

 それと、マッチング会議とか、宅建に委託する

だけではなくて、株式会社まちづくり薩摩川内が

リーダーシップをとって空き店舗の主やら、ある

いは借りたい人の公募をして、そしてそこでミッ

クス、結局テナントミックス、それをつくるチャ

ンスをつくるべきじゃないかと思うんですが。宅

建業界に頼むということもいいことですけれども、

どうしてもマッチング会議とか、施策の進展、あ

るいはイベント等、それが必要になってくるんで

すよ。 

 ですから、範囲は超えると思うんです。商店街

振興関係と、イベント関係は。そういうことやら、

２１日から木市が行われますけれども、あれなん

かにしても、どれだけ進展があるのか。必ず行っ

てるんですけれども、どうも進展がないんですよ

ね。それをどう見ていらっしゃるのか。市の当局

職員の方々が。やはりそれにバックアップをして

やるとか、これは範囲外と言われますので。です

けれども、中心市街地テナントミックス支援事業

としても必要ではないかなと思うんですが、それ

はどうお考えでしょう。 

○商工振興課長（宮里敏郎）まず、空き店舗

の活用ということで、これが一番、中心市街地テ

ナントミックス支援事業がその大きな目的でござ

いますけども、株式会社まちづくり薩摩川内のほ

うではいろんなホームページなりの周知、それか

ら今、ラジオ等も自主で持っていらっしゃいます

ので、そういうところを使って、ぜひ空き店舗の

解消のための中心市街地テナントミックス支援事

業については、解消しようということで取り組ま

れております。 

 その成果といたしまして、平成２４年度から新

しくこの事業を取り組みましたけども、平成

２４年度は２件のみのテナントミックスの申請決

定をいたしましたけども、逆に今年度、平成

２５年度は９店舗のテナントの新たな誘致ができ

ました。 

 内容につきましても、これまでほとんど飲食店

が主だったんですけども、飲食店でなくて、整骨

院とか、そういう会社の事務所とか。今までなか

った新たなテナントというものの誘致ができたの

も、これは株式会社まちづくり薩摩川内の皆さん

の積極的な誘致活動の結果だと思っております。 

 今後もこれを十分続けていただきまして、でき

ることなら３号線沿いの目立つ空き店舗について、

こういう方たちが入っていただくということがベ

ストだと思っておりますけども。これは今後も継

続して、中心市街地テナントミックス支援事業に

ついては株式会社まちづくり薩摩川内のほうで強

力に進めていただきたいというふうに、連携して

いきたいと思っております。 

 また、イベントの関連ですけども、イベントに

つきまして、昨年度は太平橋通り、それから中心

市街地が一体となってハロウィンという秋祭りを

やっていただきまして、本当にこれまでのイベン

トにない大きな集客ができたということで、皆様

方からも好評を受けております。そういうイベン

ト等にも積極的にこの空き店舗等を活用して、少



 

  －9－  

しでも空き店舗が埋まってくれるような施策とい

うことについては、これからも検討していかなけ

ればならないというふうに思っております。 

 それと、木市の話が出たんですけども、木市の

分については、我々ができる今支援といたしまし

ては、市の広報紙、それからホームページ、そう

いうところのほうには期間、それから場所等の周

知はさせていただいているところですけども、実

態としましては、前みたいなにぎわいはちょっと

ないのかなというのは感じているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）いいですか。 

○委員（森永靖子）予算概要の９４ページの上

段のところですが、新規事業のおもてなし事業の

ところで、緊急経済対策事業、入来地域を中心と

したというふうにありますが、会員は何人ぐらい

でしょうか。 

 そして、少ないんじゃないかなというように考

えますが、どのような取り組みをしておられるの

か。その計画があれば、おもてなしとしての計画

がどのような計画なのかお示しください。 

○商工振興課長（宮里敏郎）済みません。商

工会女性部の会員数については、今ちょっと把握

しておりませんので、これはまた委員のほうに御

報告させていただきたいと思います。今回女性部

がおもてなしとして取り組もうとしていらっしゃ

る事業内容でございますけども、先ほど部長のほ

うからもありましたとおり、おもてなしのための

いろんな研修、まず独自の研修、それから他団体

との交流を図りながらいろんなおもてなしをやっ

ていこうということで考えていらっしゃいますけ

ども、まず入来の麓地域、伝統的建造物群保存地

区、それらを中心に藺牟田池、それと市比野温泉、

そういうところに対してのおもてなしについて、

どういうことができるかという研修も含めて、ま

ずは取り組みをしていきたいというふうに聞いて

いるところでございます。 

 今回ＦＩＭの緊急対策として我々が支援しよう

というふうに決めたのは、これが特に今、商工会

青年部のほうが入来の伝統的建造物群保存地区の

ところで、独自の事業展開もされておりますけど

も、そういうところと一緒に一体となって、まず

は入来地域に人を呼び込んで活性化しよう。それ

を藺牟田、それと市比野、そういうところとも一

体となって集客等に努めながら活性化を図ってい

こうということで聞いておりますので、ぜひその

成果を期待したいというふうに考えているところ

です。 

 以上です。 

○商工振興グループ長（田中道治）済みませ

ん。先ほど商工会の女性部の会員の御質問がござ

いましたけれども、１７７名でございます。 

○委員（森永靖子）１７７名かなという懸念が

ありました。ぜひ活発にされるようにお願いした

いと思います。それはそれで、また詳しく後ほど、

また聞いてみたいと思います。 

 もう一点、済みません、お願いします。調書の

ほうの勤労青少年ホームの件ですが、勤労青少年

ホームの駐車場のことについては、どこでどのよ

うにお聞きすればよろしいんでしょうか。 

○商工振興課長（宮里敏郎）駐車場につきま

しては、これは勤労青少年ホーム自体に駐車場が

ございませんので、今お願いしてるのはお隣のお

魚市場のところの駐車場の活用と、それと保健セ

ンターのほうの活用をお願いしているところでご

ざいます。 

○委員（森永靖子）保健センターでいろんな行

事があるときには、保健センターのほうから、そ

この開聞神社のほうにお願いして駐車場を借りて

もらってるんですが、勤労青少年ホームでいろん

な講座があるときなどには、雨が降ったりして駐

車場も大変なんです。そこの講座を私も持ってる

んですが、生徒さんたちも非常に大変な思いして

ますので、何とかしてあの開聞神社の中を、くい

を打ってあって通れないものですから、あけて入

ったりする人たちもいるんだけど、そこを借りる

方法としてはどのようにすればよろしいんでしょ

うか。 

○商工振興課長（宮里敏郎）すぐ敷地内とい

うか、あそこに神社があるんですけども、実は

我々の所管している勤労青少年ホームも一部神社

の境内をお借りしているということで、毎年借地

料をお支払いしております。境内ですので、駐車

場についての使用は常時はできないというふうに

理解しておりますので、言われておりますので、

大きなイベント等については御相談すれば了解し

てもらえるかもしれませんけども、それを常時お
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借りするということについては、これまでも雨が

降ったときなんかにはわだちができたりして、後

の整理についても非常に大変だということがござ

いますので、ここについては、今は境内を使わな

い方法でお魚市場、あとそれから保健センター等

を使っていただけないかということでお願いをし

ているところでございます。 

○委員（森永靖子）以前もこのようなことをお

願いしたことがあったんですが、市のほうから、

所管のほうからお願いしてもらえるという方法は、

再度ごめんなさい、できないものなんですかね。 

○商工振興課長（宮里敏郎）ここは、勤労青

少年ホームの管理者のところともちょっといろい

ろ協議はしてみたいと思います。 

○委員長（佃 昌樹）いいですか。 

○委員（森永靖子）はい。 

○委員（帯田裕達）川内駅開業１００周年記念

事業でちょっとお伺いします。 

 記念イベントとしていろいろここにるる上げて

あるんですが、合併して１０年、薩摩川内市にな

って高城温泉もあれば、市比野温泉、藺牟田、祁

答院、入来、温泉という資源財産があるわけです

ので、ここで内外に薩摩川内市をＰＲする絶好の

チャンスだと私は捉えてるんですが。ここに温泉

のＰＲ、例えば足湯を使ったりとか。どこか温泉

にかかわるものが何も出てこないと。食と物産と

かはありますよね、チケットを販売したりとか。 

 かなり皆さんも御存じのとおり、市比野、全て

疲弊しております。なかなかそれは企業努力が足

りないといえばそれで済むかもしれないけど、こ

ういうところでも、今、甑に大分力を入れていら

っしゃるというのはわかりますけど、温泉業の

方々はそういうことを口になさいます。だから、

その辺はポスターを張ったりとか、何かのＰＲを

する形をつくっていただきたい。 

 それともう一点は、昨年度の提案公募型プレミ

アム事業の件ですが、どのぐらいの実績であった

のか、それをちょっと教えていただきたいと思い

ます。 

○商工振興課長（宮里敏郎）まず、１点目の

川内駅開業１００周年記念事業に伴います記念イ

ベントの内容でございますけども、ここに書いて

ありますのは、今、予定でございます。今、御提

案をいただきました温泉のＰＲについても、ぜひ

薩摩川内市の売りだと思ってますので、ブース等

を設けるなり、あるいはパンフレット等を配るな

りして観光物産協会もメンバーに入っております

ので、そちらとも連携をとりながら、強力にこち

らのほうについてはＰＲをしていけるように事業

の中に取り組んでいきたいと思います。 

 次の２点目のプレミアム商品券の分でございま

す。これはグループ長に回答させます。 

○商工振興グループ長（田中道治）平成

２５年度の提案公募型プレミアム事業の実績でご

ざいますが、まだ各団体から決算報告がきており

ませんけれども、補助金の申請ベースで、総事業

費が１億１,７９７万５,５００円でございます。

販売額が１億１,０００万円、プレミアム補助金

が１ ,０００万円、事務費の補助が３７８万

７,７５０円でございます。 

 以上でございます。 

○委員（帯田裕達）このイベントは、あくまで

も予定であると、その予定にも入っていないとい

うのは、やはりちょっと軽視されてるんじゃない

かというふうに我々事業者としては考えるし、例

えば旅館組合、飲食業組合、いろいろあるわけで

すが、なかなかその辺も頭にも浮かばないという

のはちょっとおかしいんじゃないかと思うんです。

この温泉資源を活用しなければならない。今、課

長は大事にするとか、これをしなければならない

ということもおっしゃったので、ぜひその辺も組

み入れてよろしくお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）要望であります。ほか

にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員の発言を許します。 

○議員（成川幸太郎）先ほど帯田委員のほう

からありました提案公募型プレミアム事業補助金

について、ちょっとお聞かせください。 

 非常に我々使う側にとって好評、ありがたいん

ですが。使ってる側の立場、最近ここに来て、事

務補助費がここに出てるんですが、売り上げの

１割をまた各団体に取られるということで、売上

金から１割というのは非常に大きいんじゃないか

ということを聞かれました。これは市が指導して

るのか、あるいは各団体での取り組みなのかちょ
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っとお聞かせください。 

○商工振興課長（宮里敏郎）我々のほうでお

願いしてるのは、事務費の分については半分の上

限５０万円、それからプレミアムについては

１０％分の１,０００万を補助しますよというこ

とだけでございまして、中身の事務手数料とか、

そういうところについては全て各団体の取り扱い

にお任せをしているところでございます。こちら

から指導をしてるということは一切ございません。 

○議員（成川幸太郎）各団体の実情は把握さ

れていらっしゃるんでしょうか。 

○商工振興グループ長（田中道治）各団体の

換金手数料の状況ですけれども、料飲業組合様が

２％、それから理容生活衛生同業組合様が２％、

美容生活衛生同業組合様が２％、太平橋通り商店

街振興組合様が１％、市比野温泉地域活性化協議

会と入来町商工スタンプ会様は、換金手数料はな

しでございます。 

○議員（成川幸太郎）わかりました。 

○委員長（佃 昌樹）わからないところはじ

かに担当課に行って、聞いてみてください。 

○議員（成川幸太郎）はい。 

○議員（小田原勇次郎）おはようございます。

２点お尋ねをいたします。 

 １点目は、先ほど宮里兼実先輩が、非常にあり

がたかった。中小企業対策利子補助金について、

まことにありがとうの言葉が出たので、私が確認

をとるのは非常に僣越なんですが。申しわけない

んですが。この中小企業対策利子補助金は、平成

２０年をちょっと過ぎたころ、リーマンショック

の景気対策として、当時３０％補助だった利子補

助金を１００％に引き上げたという経緯があった

というふうに記憶しております。 

 要するに、補助金が３,０００万から１億には

ね上がったという状況でありました。私は、何か

の都度に一応確認は申し上げてるんですが、ある

程度薩摩川内市の景気回復という部分が見込める

という段階に来た時点で、最初当初の引き上げた

理由は景気対策という部分の理由でありましたの

で、また３０％に戻す方向性は、引き上げた経緯

を加味すると、必要ではないかということで、そ

の意思、その方向は検討しておりますというふう

に原課さんのほうでは御回答されてるので、その

辺の認識を伺っておられないかの確認と。 

 今この中小企業対策利子補助金については、商

工会議所関係を通じての事務処理がされていると

いう認識をしてるんですが、いわゆる市政の、民

間の金融機関を使ってるところには、そこまでは

波及しておらないんだという形の確認。いろんな

金融機関を利用してる融資に対して適用ではない

んだということの確認。言ってることわかります

よね。 

 それと、あと最後に、先ほどの川内駅開業

１００周年記念事業。これは補助金でお出しして

ますので、説明資料で見たときに、薩摩川内市の

主催事業という形でやっておりますので、補助金

で出すこの記念イベントの部分だろうなというふ

うに類推するんですが、一応補助金の出す先があ

る程度見込まれておりましたら、どういう部分に

補助金を出すんだと。主催事業であれば、また別

なので。補助金であれば、補助金としての事業の

位置づけをしなきゃいけませんので、どこの部分

の補助金だということで御説明願えればありがた

いんですが。 

○商工振興課長（宮里敏郎）まず、１点目、

中小企業対策利子補助金に対します今後の方向性

ですけども、これは前回の御質問でもあったとお

りなんですけども、小田原議員が言われたとおり、

これはリーマンショックに伴う緊急対策事業とし

て利子の補助率、それから限度額を引き上げた経

緯がございます。これについては、景気の見直し

が図られた段階で、これは随時、また減額すると

いうか、補助率を落とす方向になるんですけども、

見直しをしていくことにはなると思います。 

 このタイミングにつきましては、当初何もなけ

れば、リーマンショックが終わって、全体的に景

気の見直しが図られた段階でということで、数年

程度しか予定していなかったんですけども、その

後、原発の停止、あるいはこういうＦＩＭ等の大

規模な製造業の撤退、ここに来て、また消費税の

増額とかございましたので、今年度についてはそ

のまま継続させていただきましたけども、この分

については毎年景気の状況を見ながら、見直しは

検討していくことになると思います。 

 ２点目、金融機関に対してですけども、これは

商工会議所、商工会がもちろん審査をすることに

なっておりますけども、それぞれの銀行さんが取

り扱っていらっしゃいます商品についても対象に
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なります。 

 ただし、対象となる資金が日本政策金融公庫で

取り扱っている普通貸し付け等の資金、それから

鹿児島県の中小企業の制度資金、これが対象にな

っておりますので、それを対象に銀行さんが扱っ

て、それを融資いただいておれば、当然その事業

も対象になるというふうに理解しております。 

 それと、最後、川内駅開業１００周年記念事業

について補助金で出しております。主催、先ほど

私、薩摩川内市というふうに資料のほうにも記載

しておりますけども、これは薩摩川内市が主催と

なって、実際の運営については、先ほど協力団体

もございますけども、ＪＲさん、肥薩おれんじ鉄

道、それから株式会社まちづくり薩摩川内、観光

物産協会等が入った中で、運営委員会を立ち上げ

て、そこで事業を実施していこうというものでご

ざいまして、その運営委員会に対して補助を出し

て、この事業を実施していくということで、補助

金として計上させていただいたものでございます。 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。 

 ここで、本案の審査を一時中止をいたします。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（佃 昌樹）次に、所管事務調査に

入ります。当局の説明を求めます。 

○商工振興課長（宮里敏郎）それでは、商工

振興課より資料に基づきまして、３件を報告させ

ていただきます。 

 では、企画経済委員会資料の３ページをお開き

ください。 

 まず、今後の中心市街地活性化についてでござ

います。 

 中心市街地活性化基本計画の計画期間が平成

２５年度、今年度末で終了することから、今後こ

の新たな計画は策定せず、中心市街地活性化協議

会につきましても、発展的に解散し、新たな組織

において中心市街地の活性化を図ることを目的に、

平成２５年度中におきまして、中心市街地活性化

協議会幹事会においてこれまで協議を行ってまい

りました。 

 今後の進め方につきまして、昨日開催されまし

た平成２５年度第２回中心市街地活性化協議会で

承認をいただきましたので、その内容を報告させ

ていただきます。 

 まず、（１）事業継承についてでございますけ

ども、現在、中心市街地活性化基本計画に登載し

てあります３８の事業、これについては基本的に

継続してまいります。 

 さらに、魅力ある商店街づくり、あるいはテナ

ントミックス事業、イベント開催などソフト事業

を中心に中心市街地の活性化策を立案し、実行し

ていきたいということでございます。 

 なお、この対象区域につきましては、いろいろ

これも審議していただきましたけども、当面現在

と同じ中心市街地１１０ヘクタールを対象として

やっていこうということになっております。 

 また、新たな組織でございますけども、事務局

につきましてはこれまで同様、川内商工会議所が

担うことになります。 

 組織のメンバーですが、現在の幹事会メンバー、

これが①から⑨、これが現在の幹事会のメンバー

ですけども、これに新たに協議会の中から直接関

連のある⑩番、⑪番、⑫番をメンバーに加え、さ

らに若い学生、社会人、それから女性等、これら

も加えた実質的な、実働的な若いメンバーによる

組織で、今後検討していきたいということで組織

がされているところでございます。 

 ４ページになります。 

 当面の主な検討事項といたしましては、今年度

開催されます市制施行１０周年事業などのさまざ

まなイベントとの連携、それから駅東市有地に公

募が進められております複合商業施設との連携、

ＦＭさつませんだいの有効活用、それから空き店

舗活用策の検討などが挙げられているところでご

ざいます。４月以降につきましては、一月から

２カ月の１回で、それぞれテーマごとに協議を行

って、中心市街地活性化について検討し、事業実

施に向けて、新たな組織で取り組むこととなって

おります。 

 次に、中心市街地活性化に係る商工会議所等の

役割について御説明いたします。 

 これは資料の４ページ、中段以降になります。 

 前回の企画経済委員会において御質問のありま

した件について御説明するものでございます。 

 まず、商工会議所の役割といたしましては、中

心市街地活性化の事務局、それから店舗など商工

業者自身の育成、また中心市街地で実施されるイ
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ベントの支援、食のうんまか市などみずからの事

業実施、市の補助を活用した空き店舗対策の実施

などがございます。 

 次に、株式会社まちづくり薩摩川内は、中心市

街地活性化事業の実施、テナントミックス事業な

ど市からの委託事業の実施、中心市街地に係る

「よる×せん」など自主事業の実施のほか、自主

事業で運営しているＦＭさつませんだいによる中

心市街地を含む市全体の振興などを担っていると

ころでございます。 

 市の立場ですけども、中心市街地に関するさま

ざまな情報を収集するとともに、各団体へその情

報を提供いたします。 

 また、市民のニーズの把握や商店街の意向動向

の把握を行い、中心市街地活性化のための支援や

事業委託を行っていきます。 

 さらに、今後は地域おこし協力隊の活用も取り

入れていくことにしております。 

 最後、５ページになります。今回の新たな組織

メンバーにつきましては、先ほど御説明申し上げ

ましたとおり、定期的な会合を行うことで、活性

化事業の企画立案を行い、事業実施に伴う関係団

体との調整や商店街との交流などを行っていくと

いうことになります。 

 ５ページに図でイメージしました。若干わかり

にくい図になっておりますが、中心市街地活性に

つきましては、商工会議所が事務局となる新組織、

ここが今後中心となって、いろんな企画立案をし

ていくということになります。この組織において

さまざまな意見交換を行い、事業の立案をし、関

係団体との調整を担っていただきます。 

 市及び商工会議所ではできる範囲で、これら関

係団体との調整等を行いながら、それぞれの実施

団体についての支援を行っていくことになります。

実際事業を実施する団体につきましては、株式会

社まちづくり薩摩川内が中心となるわけですけど

も、そのほか各団体、グループにつきましても実

施主体となりながら、さまざまな事業を取り進め

ていくということをイメージし、これら総括して、

中心市街地の活性化を図っていきたいというのが

イメージでございます。 

 いずれにいたしましても、中心市街地の活性化

というのは、市、商工会議所、株式会社まちづく

り薩摩川内が強く連携して取り組まなければなら

ないというふうに考えているところでございます。 

 次、３点目でございます。 

 ６ページ以降になりますけども、肥薩おれんじ

鉄道について御説明を申し上げます。 

 まず、利用状況でございますけども、平成

２４年度と開業時を比較いたしますと、輸送人員

で２７ .３％の減、運賃収入につきましても

２８.５％の減となっております。 

 経営状況も２年目以降赤字が続きまして、累積

損失がふえ続け、純資産額が約３億９,０００万

円まで減少しておりまして、このままで推移しま

すと、債務超過になってしまうということが予想

されているところでございます。 

 会社の経営赤字につきましては、これまで平成

２０年度から肥薩おれんじ鉄道経営基金、これを

取り崩して補助をしてきたところでございますけ

ども、その基金の残高も今年度末現在で約

９,７００万円となり、この基金につきましては

平成２６年度中にも枯渇するおそれがございます。 

 では、７ページをお開きいただきまして、今後

の収支見込みにつきまして、これも新聞報道等で

も出ておりますけども、肥薩おれんじ鉄道が作成

いたしました中期経営計画、これは６月の委員会

の中で説明させていただきましたが、この計画に

基づきまして県が試算した結果、今後１０年間に

約３３億円の赤字が見込まれております。 

 今後の費用負担に関する基本的考え方ですけど

も、まず肥薩おれんじ鉄道に対する位置づけにつ

きましては、日常生活を支える公共輸送機関であ

ること、観光列車ネットワークの一翼を担ってい

ること、災害時における新幹線の代替ルートであ

ること、本州方面を結ぶ基幹的物流ルートを形成

していること、さらに肥薩おれんじ鉄道は九州新

幹線開業の前提条件であり、表裏一体の関係であ

ることとし、肥薩おれんじ鉄道の便益と享受につ

いての基本的な考え方を車両・駅舎などの旅客輸

送部門につきましては、鉄道を利用している沿線

地域がその便益を享受し、ＪＲ貨物による貨物輸

送や新幹線の代替機能というのは、沿線地域に加

え、県内全域がその便益を享受しております。 

 また、燃料費等のコストにつきましては、当然

これは利用者が負担すべきものということで、こ

れは整理がされているところでございます。 

 これらを踏まえた新たな支援スキームでござい
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ます。 

 基本的な考え方に示してあるとおり、旅客輸送

部門、いわゆる「上」の部分ですけども、この

「上」については沿線住民がその便益を享受して

いるために、地元である県と沿線市が負担する。 

 次に、鉄道基盤、いわゆる「下」の部分です。

基盤になる分です。これについては、ＪＲ貨物も

利用していることから、沿線を含めた県内全域が

その便益を享受しているために、県下全市町村に

負担を求めることとしているところでございます。 

 また、今回県下全市町村に負担を求めるのは、

特に老朽化したレール、枕木撤去等の施設・設備

の更新が今後１０年間に計画的、集中的に実施さ

れるためでございます。 

 ９ページをお開きください。 

 では、「上」、「下」ごとの１０年間の赤字の

内訳を表にしてございます。 

 先ほど申し上げましたとおり、赤字全体額は約

３３億円でございますが、うち鹿児島県分の負担

額が全体の５２％で計上してありまして、約

１７億円となっております。そのうち「上」に関

する分、これが約７億円、「下」の鉄道等に関す

る分が約１０億円です。 

 これらに対する費用の負担の考え方ですが、ま

ず鉄道基盤整備に係る赤字のうちの「上」、この

「上」の部分に対しての費用負担額、ここに書い

てあります３億７,３００万、これにつきまして

は県及び沿線市において負担することとなります。 

 負担割合については、開業前の平成１４年に締

結されました合意事項に基づく割合での負担とな

りますので、県と沿線市の負担割合が８５対

１５になります。この１５のうち、薩摩川内市は

４６.４％を負担していくことになります。 

 次に、鉄道基盤整備に係る赤字のうち、いわゆ

る「下」の部分です。これの費用負担額１０億

１,５００万円、これにつきましてを県下全市町

村に支援を求め、これにつきましては、さらに市

町村振興協会が積み立てている市町村振興基金の

充当を現在お願いしているところでございます。 

 次の営業赤字の負担額３億４,１００万円でご

ざいますけども、これは運賃改定等による増収等

で対応するというふうに記載してはございますけ

ども、当然運賃収入で賄えない部分、これについ

ては、結果的には県及び沿線市で負担することが

考えられることになります。このほか、これまで

の累積赤字についても負担していく必要がござい

ます。これは米印に書いてある部分でございます。 

 以上が肥薩おれんじ鉄道の現状の説明でござい

ますけども、県下の全市町村に対しての支援要望

につきましては、県が中心となり、沿線３市とと

もに、現在、市長会、町村会の説明を終え、今後

は市議長会、それから町村議長会へも説明を行い、

支援をお願いしていくことになります。 

 以上で、説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。 

 これより所管事務全般の質疑に入ります。御質

疑願います。 

○委員（宮里兼実）中心市街地の活性化、ここ

にイメージ図がありますけれども、新たな組織も

できたりしておりますけれども、これが果たして

こういう機能、こういう組織がつくることはつく

るけれども、これが機能しておるのかと私は思う

んですけれども、ただ、こういう組織をつくって

やりましょうということで、新しい組織が組まれ

ておられますけれども、果たしてこれが、ただこ

ういうつくっただけであって、これが最大限活用

されるのかというのが、私は今までのこのまちづ

くりを見ていて、特に中心市街地を見たときに何

やってるのというような気がしてならないんだけ

れど、そこらどうお考えでしょう。 

○商工振興課長（宮里敏郎）今、宮里委員か

らありましたけども、当然新組織をつくったから

には、当然この新組織が十分な活動ができるよう

に我々としても支援する必要があると思っており

ますが、まずこの新組織を立ち上げた大きな理由

といたしまして、これまでありました中心市街地

活性化協議会、これは協議会の母体が余りにも大

き過ぎて、実質的な活動というのが活発にできな

かったと、そういう反省をもとに、今回は、

３ページにありますメンバーを見ていただければ

わかりますように、特に地元の方も含め、若い青

年部等、それから女性の人たちの意見も広く取り

入れて、実際活動する人たちを中心とした新組織

のメンバーとしております。 

 ですから、今後はこれまで全くと言っていいほ

ど活動がなされてこなかった中心市街地活性化協

議会にかわる新たな組織として、このメンバーの



 

  －15－  

皆さんで月に一、二回、必ずテーマごとでのミー

ティング等を開催していただくことで、活発な意

見がなされると思います。その意見をもとにして

中心市街地の活性化の対策についてを市及び商工

会議所等で支援していきたいという思いでござい

ますので、今後、新組織のほうがスムーズに協議

等ができるようなサポートというのは我々のほう

でしていきたいというふうに考えております。 

○委員（宮里兼実）これまでをずっと見たり聞

いたりしておれば、やはりこの組織のメンバーも

ちょっとメンバー的には多過ぎるような気もする

し、人数だけ多くても、幾ら会合、話し合いをし

てもまとまるのか、そこもはっきり、ましてや行

政頼みの人が、何かそれは行政が内部で検討して

くれんだろうか。自助努力もせずにおって、行政

任せ、行政頼み、内部で検討してくれんだろうか

ということをよく聞きますけれども、そういうと

ころは課長も行政も強く、余り頼りやんなと。自

分たちで一生懸命努力をして、その努力をするん

だけれども、何とか手助けをしてくれんかという

ような指導をしていかなければ、行政行政、何で

もかんでも行政頼み、行政任せのような気がして

ならない部分が、川内というところは特に感じま

すので、余りあめだけやらずに、それこそむちも

たたかんと、ちょっとこの川内のまちも私は発展

しないと思っておりますので、ぜひそういうこと

を要望しておきますので、よろしくお願いします。 

○商工振興課長（宮里敏郎）今、宮里委員が

言われた分については、ごもっともな意見だと思

っております。きのうの協議会の中でもお話があ

りましたけども、現在、新たに組織したこのメン

バーの方たちでは、実は、昨年は全く市の補助金

も頼らない、先ほどちょっと申し上げましたが、

ハロウィンという独自の祭り等もやられておりま

すので、まずは行政に頼らないというのが第一で、

自助努力でやっていただいて、どうしてもできな

いところについては市が支援をするというスタン

スで、今後もこの新たな組織の方々といろいろ協

議をしていきたいというふうに思います。 

○委員（森永靖子）今の件に関連ですが、この

メンバーの中に、先ほど課長も女性の雇用と言わ

れましたけど、このメンバーの中に何人女性の委

員が入っておられるのか。この⑮番目の市民公募

の３人程度というのは決まってるんですね。きの

う委員会があったということは。どういうメン

バーがこの市民公募で入られたのか、教えてくだ

さい。 

○商工振興課長（宮里敏郎）今までなかった

組織の中に女性部というので、④番の商工会議所

の女性部、それから女性５０人委員会は今までで

すけども、このほかに鹿児島純心女子大学、それ

から地元小学校ＰＴＡというところ等についても、

女性の御意見をいただけたらなというふうなイ

メージで、今後人選をする予定でございます。 

 それから、市民公募のこの３人についても、ま

ちづくりに興味のある方々を公募しようかという

ことでございまして、きのうこの案が承認されま

したので、この公募の中身については、今からま

た新たな幹事会等で協議をされるということにな

ります。今まだ具体的には決まっていないところ

です。 

○委員（森永靖子）今からこの３人程度という、

市民公募は今からなんですね。 

○商工振興課長（宮里敏郎）そうです。 

○委員（森永靖子）薩摩川内市女性団体として

も、公募をすれば入れますか。 

○商工振興課長（宮里敏郎）今回、きのうの

説明の段階では、この市民公募についてはあくま

でも中心市街地活性化に興味のあること。中心市

街地を活性化していきたいと。そういう意欲のあ

る方を公募したいということでございますので、

当然そういう方が手を挙げていただいて、この組

織の中に参画していただければありがたいと思っ

ております。 

○委員（谷津由尚）中心市街地活性化協議会を

発展的に解散しという、一歩前に行けるのではな

いかと、直感的にそう思ってます。 

 ちょっと質問なんですけど、まず４ページの上

のほうの当面の検討事項と、この当面って、いつ

ぐらいのスパンのことをおっしゃってるのかとい

うのが一つ目です。 

 二つ目が、今ずっとお聞きをしてまして、どう

も見えないのが、エンジンはどこになるのかとい

うことです。どこがエンジンの役目をするのかと

いうことです。これは４ページの５の（１）が商

工会議所、（２）が株式会社まちづくり薩摩川内、

（３）が市、（４）が新たな組織メンバーとなる

んですけど、例えばこの四つのうちどこがエンジ
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ンになるんですか。どこがエンジンになればいい

と、とりあえず市は今思ってますかということが

二つ目の質問です。 

 三つ目が、この新しいメンバー、①から⑲、非

常にこれはいいことだと思います。こうしたとき

に、今の時点で予想される障害というのは何かあ

りますか。 

 以上、三つです。 

○商工振興課長（宮里敏郎）まず、１点目の

当面の検討事項のこの当面の期間ですけども、こ

れは１点目に書いてありますアについては、今年

度中に検討するべき事項だと思っております。 

 ただ、イの分については今後のことですので、

この当面というのは、１年、２年、３年までを大

体のめどぐらいの期間というふうに考えていいん

じゃないかと思っております。 

 それから、エンジンの部分ということでござい

ますけども、実際に動く土台、動くものにつきま

しては、中心市街地の活性化について実際の事業

を行っていく大きな核となるのは株式会社まちづ

くり薩摩川内と、あとはそれに付随するいろんな

通り会、青年部、グループだろうというふうに考

えております。それをサポートする立場というの

が商工会議所であったり市であったり、そのいろ

んな検討をする企画立案等をして提案をしていく

ところが新組織というような位置づけで今考えて

いるところでございます。 

 最後のメンバーのところ、３ページですけども、

メンバーのこの選定につきましては、昨日の協議

会の中でもスムーズに認めていただいた内容でご

ざいますので、このメンバーの選定について別段、

今障害があるというふうに認識しているものはご

ざいません。 

 以上でございます。 

○委員（谷津由尚）私もほぼ同感で、エンジン

というのは、この新しいグループがエンジンとな

るべきであって、市及び商工会議所、株式会社ま

ちづくり薩摩川内は、それを有機的にサポートす

るべきだと、そういう形が一番うまくいくだろう

と思うんですが、私が質問しましたのは、障害と

いうのは一体何かということなんですけど、サ

ポートできないようなことと言ったらちょっと語

弊があるかもしれません。新しいメンバーで、新

しいまちをつくろうとしたときに、どんな案が出

てもサポートするんだよという準備を、逆に言う

と、しとかんといかんわけです。それだけの準備

ができてますかということなんですが、いかがで

すか。 

○商工振興課長（宮里敏郎）当然中心市街地

の活性化の内容については、どんな案が出てくる

かは今からなんですけども、その案をつくる段階

のいろんな情報提供というのは市が積極的させて

いただきたいと思っております。今、当面は、ま

ずソフト事業について取り上げて取り組んでいこ

うということをテーマにしておりますので、恐ら

くソフト事業については御自分たちで何とかでき

る範囲でのまずは提案をしていただくというのが

第一義だと思っております。 

 ただ、どうしても、先ほど言われたとおり、で

きない部分については、市としては支援をしてい

かないといけない部分も多々あると思いますけど

も、そこについては極力新しい組織のほうで検討

される企画立案についてを尊重しながら、市とし

てもできる範囲でのサポートというのを検討して

いく必要があるというふうに考えております。 

○委員（谷津由尚）最後でいいんですけど、実

は今、ソフトとおっしゃったんですが、私が怖い

ところはそこなんですよ。新しいまちをつくろう

としたときに発想として、もちろんソフト的なの

が先に出てくると思うんですが、それに関連して

ハード的な要素というのはどんどんどんどんくっ

ついてくるはずなんです。本当はそうしないと、

形というのはできていかないと思うんです。 

 だから、それをどんだけサポートできるのかな

というのが非常に危惧するところであって、逆に

言うと、期待するところでもあるんです。ですか

ら、お金はかかることになるかもしれません、一

時的に。そうであっても、何とか可能となるよう

な方法論をそのときそのときでサポートしていた

だければと思います。ぜひよろしくお願いします。 

○商工振興課長（宮里敏郎）今おっしゃった

点は同感でございまして、当面ソフト事業と申し

ましたけども、いろんな組織の新たなメンバーの

組織の検討の中では、これは、ハード部門につい

ては当面すぐできるものじゃないので、まずはソ

フト事業からというような取り組みの姿勢になっ

ておりますけども、いろいろ協議する中で、５年

後、１０年後を見据えたハード事業についての御
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提案、あるいは企画というのも出てくる可能性も

ございますので、そういう御意見についてはあり

がたくいただいて、我々のほうも一緒になって協

議していきたいというふうに考えております。 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員の発言を許します。 

○議員（成川幸太郎）先ほどから出てます協

議会メンバー、協議会のほうですけども、１９団

体ということなんですが、先ほども質問がありま

した障害がないのかということだったんですが、

トータルの人数というのは何名程度を予定されて

ますか。 

○商工振興課長（宮里敏郎）これ１９団体あ

りますので、例えば地元のＰＴＡなんかについて

は、平佐西小学校、川内小学校等もございますの

で、これ複数人数になるんじゃないかと思います。

それを踏まえますと、２０名を超える大きな団体

になるんですけども、ただ、会議の進め方としま

しては、それぞれテーマを絞った形での協議とい

うのを定着させたいというのを今考えているよう

でございますので、必ずしも場合によっては、こ

の二十数名が一堂に会さなくても、その中でテー

マを絞って、特に、先ほど言いましたように、女

性の意見聞きたい場合については、女性だけを集

めた御意見のそういうものの協議、会議を開催す

るというような形で、いろいろ組み合わせを考え

ながらの新組織での協議をしていくというふうに

なると思います。 

○議員（成川幸太郎）もう一点、当面の検討

事項のところで、駅東複合商業施設との連携とい

うふうにありますが、これはプロポーザルで、今

２件応募があったという件のことと捉えていいん

ですか。これは複合商業施設となるのかというこ

との確認です。 

○商工振興課長（宮里敏郎）これは４ページ

の（４）のイに書いてある分でございますけども、

これは、今まだ複合商業施設については公募をし

ている段階でございますけども、その公募要項の

中に中心市街地の連携という言葉も入っておりま

す。 

 ですから、これは、もちろん将来的なことにな

りますけども、もし複合商業施設に対して応募が

出て、もしそれが実施に向けて進んでいくんであ

れば、実施の段階から何らかの連携を持ちながら、

中心市街地活性化についても一緒に協議していき

たいという思いで、ここに記載をしてあることで

ございます。 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。 

 それでは、ちょっと課長のほうから追加説明と

いうことで要望が出ております。新たに走るバス

の定数の件です。 

○商工振興課長（宮里敏郎）済みません。そ

れでは、１件報告をさせていただきます。 

 川内港シャトルバスに導入いたします大型電気

路線バスについては、既に納車がされまして、今、

南国交通株式会社さんによって試験運行が実施中

でございます。この車両につきまして、実は車検

前に総重量の測定をいたしました結果、営業改造

などによる想定の重量よりオーバーしたというこ

とが判明いたしまして、乗車定員の数、これを

７２名から６８名に変更となって車検を受けてお

ります。 

 なお、これに伴いまして車両の構造内容が変わ

ったとか、あるいは座席数の２５、これについて

は予定どおり確保してございますので、ほかにつ

いては変更はございません。 

 以上、この分だけを報告させていただきます。 

○委員長（佃 昌樹）新たな報告であります。 

 以上で、商工振興課を終わります。御苦労さま

でした。 

○商工振興課長（宮里敏郎）どうもありがと

うございました。 

────────────── 

△企業・港振興課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、企業・港振興課

の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（佃 昌樹）ここで、審査を一時中

止しておりました議案第３７号平成２６年度薩摩

川内市一般会計予算を議題とします。 

 まず、部長の概要説明を求めます。 

○商工観光部長（末永隆光）それでは、企

業・港振興課関係の平成２６年度施策の概要につ

いて御説明申し上げます。 
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 平成２６年度は、地域成長戦略に基づく企業支

援、二つ目、川内港の利活用推進及び港湾機能の

充実、三つ目、川内甑島航路の安定運航、四つ目、

友好都市との交流促進、これら４点を中心に施策

を展開したいと考えております。 

 当初予算概要の９７ページをお開きください。 

 中段の国際交流事業は、友好都市でございます

昌寧郡との交流を図るため、公式訪韓団・青少年

スポーツ等交流団を派遣するとともに、新規事業

といたしまして、本市職員研修団を派遣するもの

であります。また、常熟市とは、公式訪日団受け

入れによります交流を予定しております。 

 次に、９８ページ上段の川内港利活用推進事業

は、昨年中国上海航路及び国内フィーダー航路の

開設により、コンテナ取扱量は過去最高の１万

９,０８３ＴＥＵとなりましたが、コンテナ及び

タグボート回航補助金を継続するほか、新規事業

といたしまして、韓国定期コンテナ航路開設

１０周年記念事業を市制施行１０周年記念事業と

して５月、本市で開催するものであります。 

 同ページ中段、川内港待合所管理事業は、新規

事業として高速船甑島の就航に伴い、高速船ター

ミナルの管理にかかわる経費を計上いたしており

ます。 

 同ページ、企業誘致事業及び、９９ページ上段

の企業立地促進事業では、成長戦略促進補助金な

ど企業立地支援条例に基づく補助金や企業誘致サ

ポーター、雇用創出貢献報奨金などを活用しなが

ら、成長戦略ビジネスを重点分野に企業誘致の対

象を絞り込みながらトップセールスを含め、より

積極的な企業誘致に取り組みたいと考えておりま

す。 

 新規事業といたしまして、企業連携協議会が主

催する講演会、各種セミナー等の活動を支援する

ものであります。 

 同ページ中段、甑島航路事業は、新規事業とし

て高速船甑島の運航経費等に対する支援として川

内甑島航路維持補助金を措置したほか、甑島島民

割引を現在の「復路２割引」から「片道１.５割

引」に拡充するものであります。 

 以上でございます。よろしく御審査賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、当局の補足

説明を求めます。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）それでは、

平成２６年度薩摩川内市一般会計予算のうち、企

業・港振興課分について御説明を申し上げます。 

 歳出から説明いたします。 

 予算調書の１７１ページをお開きください。 

 ２款１項８目、事項、国際交流事業費

２,３３８万円は、友好都市、中国常熟市や韓国

昌寧郡との友好交流、国際交流員招致、国際交流

協会の運営支援などに要する経費でございます。 

 経費の主な内容は、中国国際交流員１名の人件

費のほか、韓国昌寧郡への公式訪韓団等の派遣、

中国常熟市からの公式訪日団の受け入れ等のため

の渡航あっせん、受け入れ業務委託、また自治体

国際化協会など３件の関係団体等への負担金、国

際交流協会運営補助金が主なものでございます。 

 次 に 、 事 項 、 国 際 交 流 施 設 等 管 理 費

２,３９３万７,０００円は、国際交流センター外

国人研修生宿泊施設の適切な維持管理に係る経費

でございます。 

 経費の主な内容は、指定管理業務委託を行う国

際交流センターの管理代行委託が主なものでござ

います。 

 次に、１７２ページでございます。 

 ７款１項２目、事項、川内港利活用推進事業費

７,９１０万４,０００円は、定期コンテナ航路の

安定的継続と川内港の利活用推進、新たに高速船

ターミナルの管理に係る経費でございます。 

 経費の主な内容は、川内港利活用推進員１名の

人件費のほか、中国へのポートセールスのための

渡航あっせん業務委託、薩摩川内市高速船ターミ

ナル及び川内港の管理業務委託、財団法人日本関

税協会賛助会員会費など４件の負担金、かごしま

川内貿易振興協会への補助金が主なものでござい

ます。本補助金につきましては、協会の運営補助

のほか、川内港を利用した荷主への貿易補助金、

コンテナ補助金などがございます。 

 次に、事項、企業立地対策費２ ,６５１万

１,０００円は、地域経済の浮揚及び雇用の増大

を図るため、企業誘致や市内企業の育成による雇

用創出を推進する経費でございます。 

 経費の主な内容は、企業マッチングフェア開催

のための委託料や市内企業連携協議会支援事業委

託、県企業誘致推進協議会負担金など５件の負担

金、昨年立地協定を締結しました株式会社ア・ト
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スフーズなどに対する施設設備費、賃借費補助金、

新規雇用補助金が主なものでございます。 

 次に、１７３ページでございます。 

 事項、甑島航路事業費７,７３１万５,０００円

は、川内甑島航路の維持及び甑島各港待合所の維

持管理に要する経費でございます。 

 経費の主な内容は、高速船建造の共有建造に係

る鉄道建設・運輸施設整備支援機構へ返済する額

について、新高速船共有分として取得する費用及

び財団法人九州運輸振興センター負担金のほかフ

ェリー代船事業補助金などが主なものでございま

す。 

 次に、歳入について御説明をいたします。 

 予算調書の４２ページをお開きください。 

 １ ４ 款 １ 項 １ 目 総 務 使 用 料 ２ ４ ３ 万

２,０００円は、国際交流センター施設使用料で

ございます。 

 同項５目商工使用料３４９万６,０００円は、

甑島各港及び川内港並びに高速船ターミナルの待

合所使用料でございます。 

 １７款１項財産運用収入１目財産貸付収入

１８３万５,０００円は、外国人研修生宿泊施設

を鹿児島純心女子大学に貸し付け、効率的に運用

するための使用料でございます。 

 ２１款５項雑入４目雑入１８１万円は、各待合

所及び国際交流センター等への入居者の電気・水

道料金等の実費収入でございます。 

 次に、当初予算に関し、補足して説明をさせて

いただきます。 

 企画経済委員会資料の１０ページをお開きくだ

さい。 

 まず、国際交流関係で、（１）国際交流事業で

ございます。 

 新規事業といたしまして、韓国昌寧郡交流事業

職員研修派遣に係る業務委託１３３万円を措置し

ております。 

 これは、平成２５年度昌寧郡の職員研修を受け

入れ、昌寧郡との友好都市交流をより一層深める

ことと市職員の海外への視野を広げ、業務に生か

していくことなどを目的として、昌寧郡へ職員を

派遣することといたしております。派遣は団長以

下１５名、２泊３日を予定しているところでござ

います。 

 また、青少年スポーツ等交流事業４６４万

２,０００円につきましては、平成２６年度から

国際交流業務の一環として管理するため、予算措

置を学校教育課から企業・港振興課へ移管いたし

ました。 

 なお、業務は学校教育課で実施することとなっ

ております。 

 参考にありますとおり、平成２６年度は常熟市

とは公式団の受け入れ、青少年スポーツ交流のこ

ちらからの派遣。 

 昌寧郡とは、公式団をこちらから派遣、それか

ら青少年スポーツ交流も派遣、職員研修も派遣、

それから昌寧郡からの職員研修の受け入れという

のを計画しているところでございます。 

 ウの川内港臨時寄港事業（蘇州号）でございま

すが、これにつきましては中国情勢の悪化等によ

り、依然として集客が望めないことから、昨年に

引き続き平成２６年度も休止することとし、平成

２７年度実施に向けて情勢を見て判断をしていく

こととしております。 

 次に、（２）の国際交流施設等管理費において

は、機種が古くなり、故障の際、部品の調達がで

きないことなどから、電話機器の交換工事

１００万円を措置しております。 

 次に、２番目の川内港利活用関係でございます。 

 まず、かごしま川内貿易振興協会事業補助金

５,８００万円につきましては、市制施行１０周

年記念事業として、同じく１０周年を迎えます韓

国定期コンテナ航路の開設１０周年記念式典を

５月１６日を予定として開催する予定でございま

す。 

 内容は、記念式典と例年実施しておりますポー

トセミナー、交流会を市内において実施すること

としております。 

 また、平成２５年度に引き続き、コンテナ船の

大型化に伴うタグボートの回航経費の一部の補助

やコンテナ補助、コンテナ補助のほうは

４,０００万円でございますが、これも引き続き

措置をさせていただいております。 

 次に、新規になりますが、川内港高速船ターミ

ナル管理費１,１８１万４,０００円を計上してお

ります。高速船ターミナルの管理は、基本的に市

直営による管理といたします。一部待合所に入居

します運行事業者に業務の委託を行うこととして

おります。 
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 管理業務で、直営分としましては施設の機械警

備、ごみ収集、浄化槽点検、待合所のワックスが

けなどを業者委託により行いますが、甑島商船、

運行事業者への委託分としては待合所のあけ閉め

の業務や日常の清掃、緑地や駐車場の日常の管理

を業務委託することとしております。 

 待合所の使用につきまして、事務所と売店を甑

島商船へ使用許可することとしており、売店は採

算面から運営が厳しい状況が想定されていますこ

とから、人件費相当分を補助することといたして

おります。 

 次に、１１ページでございます。 

 甑島航路事業では、川内甑島航路維持補助金

５００万円を新規に措置いたしました。 

 この補助金については、甑島商船の決算におい

て甑島商船の収支が赤字であり、かつ高速船甑島

の運航収支が赤字の場合で、国・県補助の対象外

となった経費につきまして、その一部を補助しよ

うとするものでございます。 

 補助対象経費については、毎年双方で内容等を

確認、協議をし、決定することとしております。

想定としまして、初年度は事務所を川内に移転す

ることにより必要となった臨時的な費用、倉庫と

して利用するコンテナの設置とか、集客を図るた

めのパンフレットの作成費などを想定しておりま

す。 

 また、継続的なものとしましては、高速船の運

航時間等が変更となり、接続のバスがいない場合

などにチャーターをすることが生じた場合などの、

そのチャーターの費用などを考えております。た

だし、これらの経費についても、国・県の補助対

象となれば市からの支出はないということになり

ます。 

 なお、この補助金については離島航路運航維持

対策に要した経費として、要した経費の８０％が

特別交付税の対象となることとなっております。 

 次に、甑島発運賃割引補助金２２５万円につい

ては、島民割引を平成２６年４月から、これまで

の「復路２割引」から「片道１.５割引」へ拡充

することによる市の負担分で、割引総額の４分の

１ということになります。 

 次に、船舶航空機等購入費６,０００万円につ

いては、高速船の共有建造費に係る鉄道建設・運

輸施設整備支援機構への返済分でございまして、

平成２５年度から平成３１年度までの７年間で返

済をしていくこととなっております。川内甑島航

路開設については、高速船甑島の安全運航はもと

より、待合所を初めとする関連施設の適正な運営

について確実に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、企業誘致関係で、まず市内企業連携協議

会支援事業として委託料ほか５１５万円を措置し

ております。 

 この事業では、平成２５年度に立ち上げました

市内企業連携協議会の各種事業に対する支援や協

議会の中で実施する課題解決のための各種セミ

ナー・研修会、市内企業等の販路拡大や新たな事

業展開を探るためのビジネスマッチングの実施に

要する経費となっております。 

 また、（２）にありますように、企業支援組織

の設立に向けた調査研究ということで、直接的な

予算は確保しておりませんが、企画政策課で進め

る準備段階の調査研究へ一緒に取り組んでまいり

たいと考えております。 

 以上で、企業・港振興課に係る平成２６年度薩

摩川内市一般会計予算についての説明を終わりま

すが、数値など細かなデータの回答につきまして

は、課長代理以下、グループ長からも回答させて

いただきたいと思いますので、御了承ください。

よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。

○委員（帯田裕達）川内港高速船ターミナルの

管理費でございますが、先ほどの説明で、売店運

営の一人分の人件費を補助すると。赤字になると

いうことだったんですが、それは、例えば乗客の

人数とか、例えば面積とか、どういう試算をされ

て、また当初、まだ今から入ろうとするところで、

最初から赤字という話はどういった形でそういう

ふうになったのか、それをちょっと。その人件費

というのは九州商船が管理する、その一人の従業

員の方々の人件費ということでよろしいのでしょ

うか。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）売店につき

ましては、公募を一応行いました。問い合わせが

ちょっと、四、五件ございましたが、最終的には

応募がございませんでした。問い合わせいただい

た事業者の方々にちょっと御意見をお伺いしまし
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たところ、面積が２０平米ということ。ちょっと

狭いということです。 

 それと、高速船の利用者だけだと、少ないんじ

ゃないかというようなことで、そういうことを考

えると、運営が非常に厳しいんじゃないかという

話をお聞きしたところです。そういうことから一

応人件費に。どうしても待合所自体はオープンを

しなきゃいけないし、売店もオープンする必要が

ございますので、人件費について当面２年間ぐら

いをめどに補助をしたらどうかということで措置

をさせていただきました。もちろん、１年目で黒

字になれば減額なり補助を出さないということも

あり得るというふうには考えております。 

 売店のほうの人数につきましては、運営者のほ

うによりますが、１日１０時間開くことで補助金

のほうは算定しております。最低でも６時間は売

店のほうを開いていただきたいというようなこと

で、補助金のほうは算定をさせていただいており

ます。 

○委員（帯田裕達）金額は幾らですか。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）補助金自体

は、売店業務だけは２７３万ということです。あ

と、このほかに高速船の中での売り子というのも

ちょっと想定しておりますが。３カ月間、高速船

の中で売っていただくということです。それも実

施するとしたら４７万とかということで、今措置

をさせていただいております。 

○委員（谷津由尚）企業誘致の件で質問をしま

す。 

 こういういろんな事業補助金とか、いろんな体

制をつくっていかれるのは理解をしているんです

が、本市の地域成長戦略と企業誘致の実際の活動

というのが、中身がリンクしていないのではない

かと思えて仕方がないんです。１２月の一般質問、

３月の一般質問、総合してなんですが、財政運営

プログラム、平成２４年の１１月からスタートし

たわけですけども。既に１年たっているわけです

けど、例えば食品ビジネスだと、ああいうロード

マップがあって、それに対してどう新しい企業、

ネットワークを絡めていくかというのがあります

ね。 

 それと、次世代エネルギービジネスについては、

ここでは企業誘致というカテゴリーで話しします

けど、今から小水力を広範囲に、広域につけてい

って、それを本市の、何といいますか、スマート

コミュニティとか、そういう形のベースの電源に

できればいいという、そういうプランがあるわけ

ですけど。ということは、そこに企業誘致という

活動を担う所管であれば、当然、例えば小水力だ

と、小水力発電のシステムをつくってるメーカー

とか、食品ビジネスだと、さっき言いました、そ

ういう今、市内にある中小の既存企業とのネット

ワークをつくる形というか、そういう方面に動い

ていった先で、その企業誘致活動というのは絶対

出てこんとおかしいんですよね。今そういう活動

になってますか。今、直近です。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）次世代エネ

ルギーの関係でいきますと、新エネルギー対策課

とも連携をとりながら、一緒に企業さんを訪問し

たりとかという活動は行っております。食品ビジ

ネス等につきましても、そういう会社をターゲッ

トにして訪問はしておりますが、なかなか進出を

しようというところにまだつながっていないとい

うことでございます。 

 今のところ一番ちょっと弱いのは、医療介護の

部分がございますけれども、ほかの食品、それか

ら新エネルギーのところにつきましてはいろんな

ところを新エネルギー対策課等とも連携をしなが

ら、訪問企業を抽出しながらやってると。これま

で来ていただいた企業さんについても、もちろん

訪問を定期的にさせていただいているというふう

にしております。 

○委員（谷津由尚）ターゲットを明確に絞り込

んでいくということは、もう既に始められている

ということですね。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）そうしたい

と思って取り組んでおりますが、前にもちょっと

御助言をいただきました核となる企業という話が

ございましたけれども、その企業を見つけたいと

いうことで取り組んでおりますけれども、なかな

か現実的には、そこはちょっと今難しいというの

が現状でございます。 

 以上です。 

○商工観光部長（末永隆光）３月議会の一般

質問でも答弁をさせていただきましたけれども、

やはり現状としてはなかなか核となる企業、ある

いは成長戦略、４ビジネスについてのリサーチが

十分できていないというのは、正直言ってそうい
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う状況でございます。答弁の中でも言いましたけ

れども、本市は鹿児島銀行と包括的業務協力協定

を締結しておりまして、こういう鹿児島銀行との

協定の中で、企業誘致のサポートとか、そういっ

たものが盛り込まれておりますので、新年度に入

りましたら、早速そういったものを活用しながら、

新たなビジネス成長度でありますとか、投資状況、

企業動向のリサーチを進めていって、副委員長が

おっしゃるような企業誘致に結びつくような段取

りといいますか、そういったものを進めていきた

いというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）ということは、ターゲット

を絞り込んでの交渉は、まだ完全にはできてない

という、そういうふうに捉えます。私は、結果が

伴わないからということを言ってるんじゃないん

です。今やってる方法のことを言ってるんです。

まず、方法を。今やることをどんだけきちんと方

法、何といいますか、研ぎ澄ますというか、整備

できるかという、そこなんです。 

 今までと同じ方法では、全く通用しないのは今

の時代の流れですから、それは十分おわかりだと

思いますので。今この時代だから通用する手とい

うのはあるわけでして、そこにいかに焦点を合わ

していくかという、その方法論をきちんとまず整

備をして、自分たちの武器になるように、ぜひ早

い段階でしていただいて進めていただきたいと思

うんです。 

 それと、もう一つです。 

 この企業誘致含めた、このアクションの一連の

ＰＤＣＡという、このサイクルという、チェック

というのは、今からつくられるということでした

んですが、これいつごろつくられますか。完成し

ますか。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）ことしでき

るだけ早いうちにと思っておりますが、一般質問

の中で答弁でもあったと思いますけど、今全体の

戦略方針を立てて取り組んでおりますけれども、

核となる企業等が見つけられましたら、候補が見

つけられましたら、その企業に対する攻めの戦略

ということで、早く立てたいというふうに考えて

おります。 

○委員（谷津由尚）委員長、済みません、協議

会に切りかえていただけますか。 

○委員長（佃 昌樹）協議会にします。 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時５０分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時５１分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（佃 昌樹）本会議に戻します。 

 予算に関連してほかにございませんか。 

○委員（川畑善照）私は、甑島の運送会社のあ

る方に苦情の電話をいただきました。やはりおも

てなしのインストラクターでも当初置いていただ

いて、やっぱりそうしなければいろいろあるらし

くて、それが１点。 

 それから、もう一点は、ハワイアンバンドをさ

れる方がそちらに来てるかな。甑島へお迎えをし

たいけど、船賃が負担になると。そういうことを

聞いておりますが、その点について２点です。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）最初の運送

事業者への御意見とかという話もハワイアンバン

ドの話もちょっと聞いておりませんので、今後、

また詳しくお教えていただいて、後また対応とか

進めたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員（宮里兼実）川内港高速船ターミナル管

理費の１,１８１万４,０００円。そう多額の管理

費じゃないと思うんだけれども、これは年間。ど

うも今度の４月の２日から就航するんだけれども、

それこそ売店の運営も、それこそ応募もないと。

なってみれば、私は６月議会のときに、課長に聞

き取りのときでも話をしましたが、だからどうも

気になって。 

 この前の一般質問でも、当局は一生懸命甑島の

ことに、市長ももちろんだけれども、一生懸命に

なって投資もこれだけやってるのに、名前を言う

んだけれども、当の甑島の議員は、乗り手はおら

んぞと。上・里のほうの人たちは、結局運賃が安

いものだから、フェリーで串木野に行くよと、と

んでもない発言をするなとは思ったんだけれども。 

 だから、どうも最初の何日間は、我々議員も含

めて、当局と商工会議所関係、商工会関係の人た

ちが何とか義理で乗るかもしれないけれども、や

はり人を集めるためには、今の待合所だけでも、

広く駐車場もできたわけだから、あれが満杯にし

ょっちゅうなってくれれば御の字なんだけれども、

あれだけ広い駐車場も設けたのに、どれだけあれ
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に車がとまるかなと。 

 やはり売店も応募者がないということは、最初

から、これはあそこでは成り立たないよと。そう

いうのがわかってるから誰も手を挙げる人がいな

いわけで、待合所だけじゃなくして、前にも申し

たように、あの近辺に何か人が集まってくるよう

な、店を出せるような手だてをするとか。 

 ほんで、こうなれば、またややこしくなるかも

しれんけれども、運賃をまた下げるとか。そうし

ないと、いい船は来て、さあ出発だというけれど

も、そしてあの高速船はいつもまた川内港に来て

泊まってるわけですか、停泊するわけ。 

 そうであったら、それも申したように、泊まっ

てる間は、何か人が来て、若いカップルでも来て、

あそこでお茶でも。船の中でお茶でも飲むとか。

子ども連れでも、親が連れてきて、あそこの船の

中で、泊まってる間は船の中でちょっとお茶でも

飲もうかというような、そういう何か手だてをし

ていかないと。 

 また、この待合所がぽつんとやったんじゃ、ま

してや甑島の人も、あの一人の考えで、ああいう

質問をされるのかわからないけれども。これは、

それこそこっちは一生懸命島のために何とかして

やろうと思ってるのに、島の人たちはどういうよ

うな考えを持って川内港に高速船で来て、いろん

な仕事をしたり買い物をしたりされるのかなと。

そこが心配で。出発はするけれども、これは最初

から赤字じゃないのとわかってるのに張り切って

船出をするというのが、どうも私は気になってし

ようがないけど、課長、部長はどういうお考えか。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）今、宮里委

員おっしゃられるとおり、市のほうでも、ただ乗

降客の待合所ではなくて、今度売店の事業者さん

もですが、全体的に定期的なイベント等を開催し

たり、文化事業とか、そういうのも開催をしたり

しながら、船に乗る方だけではなくて、一般の市

民、外からのお客さんが訪れていただけるような、

そういう運営の仕方というのをやっていきたいと

いうことで考えております。 

 高速船の利用につきましても、空き時間の活用

について運航事業者、それから国との調整とか、

そういうのもやっていって、高速船の有効活用と

いうのもやっていきたいというふうに考えている

ところです。 

 また、民間におきましても、食堂の出店とか、

そういう話もちょっと聞いたりはしておりますの

で、民間の力も借りながら港の周辺が活性化して

いけばいいなと。市のほうでもそういうふうに仕

掛けて、取り組んでいきたいというふうに考えて

おります。 

○委員長（佃 昌樹）途中ですが、ここで休

憩をいたします。 

         ～～～～～～～～～ 

         正 午    休憩 

         ～～～～～～～～～ 

         午後０時５８分開議 

         ～～～～～～～～～ 

○委員長（佃 昌樹）では、おそろいですの

で、休憩前に引き続いて会議を再開をいたします。 

予算に関する件について、途中で切りました。

港のターミナルの販売店の問題が最後でしたの

で、引き続いて質疑をお願いをしたいと思いま

す。 

○委員（谷津由尚）タグボートの回航費用、年

間７００万、これは年間の予想ですね。今の川内

港のコンテナ船の入出状況を考えますと、年々こ

れは上がっていくんではないかと思うんですが、

その点はいかがですか。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）川内港のコ

ンテナ船につきましては、年々伸びてきておりま

す。 

 ですが、今回のタグボートの補助金につきまし

ては、大型船が該当ということで、中国航路のほ

うがちょっと大型船に切りかえるかという話等も

ございますし、今も一番大きい船ですが。これが

強風といいますか、北西の風が強いときに着岸離

岸できない可能性があるということで、それに限

って、今のところタグボートの使用が出てくると

いうふうに考えておりますので、毎回ではないと

いうことでございます。年間１０回というのを想

定で予算措置をさせていただいたというふうにし

ております。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）年間１０回という予想とい

うことですけど、今後大型船がそれ以上になって

くるとした場合に、今の方針ですと、これらもそ

のときだけ回航してきてもらって、幾らかお金が

どんどん、払わなきゃいけないんですけども、そ
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のときだけの回航で何とかしのいでいくという、

そういう方針なんですか。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）タグボート

に対する対策、対応をどうするかということで検

討したんですが、今一番安価に、即効的にできる

のは、この補助金のこういう施策であろうという

ことでいたしました。その検討の中では、民間事

業者にタグボートを買ってもらってとかというこ

とも検討いたしましたけれども、ある程度の件数

がないと、ペイできないということで、民間は厳

しいというようなことでございました。 

 また、市で購入ということも今のところちょっ

と考えられないということで、即効的に今こうい

う補助制度をつくっております。民間がペイでき

る入港船数、荷物がふえて、そういうふうになれ

ば、民間の参入というのも考えられるのではない

かと思いますが、ここ数年の中ではちょっとそう

いうふうにいくのもちょっと厳しいんじゃないか

なというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）わかりました。そこの民間

に委託するのか、あるいはまだ今のままいくのか、

あるいは市で買うのかというそこの、いずれにし

ても、分岐点というのは、ある金額のところがそ

ういう明確に分岐点になるはずですので、シミュ

レーションだけはきちんとやっておいていただき

たいと思います。 

○委員長（佃 昌樹）ほかにありませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員の発言を許します。 

○議員（成川幸太郎）ターミナルの待合所、

売店運営補助金についてちょっとお伺いしますけ

ども。先ほど問い合わせは何件かあったけども、

結果的に応募がなかったということで任されると

いうことで、その公募をされた際に－今回人件

費を補助されるんですけども、公募をされた際に

人件費を補助するということは出されてるんです

か。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）公募を１回

だけしておりますけれども、公募の中では人件費

の補助の件は入っておりません。 

○議員（成川幸太郎）わかりました。とりあ

えず２回しかできませんのであれですけども。公

募の際に、もし入っておけば、もっと違った動き

もあったんじゃないか、結果として出すことにな

るのであれば、そういう予測ができるのであれば、

もっと細かい対応をされていた方がよかったんじ

ゃないかなと思います。 

 それと、もう一つお伺いしたいんですが。結局

テナントで募集ということだったんですが、今回

九州商船に任されるという、この売店の施設は九

州商船が準備するんですよね。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）売店は、甑

島商船にその場所の使用許可を出すということに

なっております。甑島商船さんがＮＰＯ法人、合

同会社のほうに運営のほうはお願いをしながらや

っていくというふうに今なっております。 

 以上です。 

○議員（小田原勇次郎）１点、済みません。

議会運営に協力したいのですが、申しわけありま

せん。１点だけ教えてください。当局の方は、皆

様方御存じのように、私は前期のときに、まだ航

路がこちらに決まってないときに一般質問でいろ

いろとちょっと議論をさせていただきましたので、

あくまでもこの航路は甑島航路改善協議会によっ

て、収支の改善が見込めるという議論のもとに、

こちらに移ってきたところであるという認識なの

で、今後、その収支の改善というところには非常

に厳しい目で検証をさせていただかなければなら

ないというふうに思うところなんですが。本年新

規で川内甑島航路維持補助金というのが上がって

きてるんですが、ここらあたりの捉え方は、この

航路の収支改善という部分とリンクした捉え方の

中でどのように認識していけばいいのかなという

ふうにちょっと迷ったところなんですが。お考え

がありましたらお聞かせ願いたいんですが。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）甑島商船の

ほうは、現在、赤字がずっと続いておりまして、

その中で高速船の収支について赤字の場合、国か

らと県からと補助金をもらっております。これが

収支改善で黒字になればいいんですけれども、な

かなか当面難しいんじゃないかなというのもござ

いますが、もちろん黒字になるように取り組んで

いきたいというふうに考えております。 

 今回航路維持補助金につきましては、この収支

が赤字の場合で、国・県の補助対象にならないも
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のがあるということで、そこの分を初年度川内港

に移すことで、必要となった臨時的な経費等を市

が幾らか補助をしたいということで組まさせてい

ただきました。利用客をふやして、収支の改善に

結びつけていくという基本的なところは一生懸命

取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○議員（小田原勇次郎）この補助金は、開設

当初の臨時的な補助金という認識でよろしいんで

すね。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）一応協議を

しながらということですので、毎年黒字にならな

ければ、赤字の場合でしたらずっと国・県の補助

金も続いていきますが、国・県の対象とならない

部分について毎年協議をしながらやっていきたい

と思ってます。これが２年で終わるか３年で終わ

るかというのは、ちょっと経過を見ていくことに

なるというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。 

 ここで本案の審査を一時中止いたします。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（佃 昌樹）次に、所管事務調査に

入ります。当局に説明を求めます。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）それでは、

所管事務調査ということで、委員会資料に基づい

て説明させていただきます。 

 企画経済委員会資料の１２ページをお開きくだ

さい。 

 主要事業等について報告をさせていただきます。 

 まず、国際交流関係でございます。 

 国際交流員招致事業について活動実績を掲載し

てございますので、ごらんいただきたいと思いま

すが、現在の国際交流員でございます周さんのほ

うが近く任期を終え、４月５日に帰国予定となっ

ております。新しい国際交流員については、４月

１１日に着任をする予定でございます。 

 次に、企業誘致関係でございますが、まずＦＩ

Ｍ対策でございます。 

 離職者受け入れ意向調査について、現在、２月

２８日現在で６６社、２２４名の求人情報が寄せ

られて、随時面接等を行っているところでござい

ます。 

 また、跡地利用につきましては、主要事項でお

知らせしましたように、１月３１日にＦＩＭ工場

跡地の所得に係る基本合意書の締結を市とＦＩＭ

の親会社でございます富士通セミコンダクターと

行っております。現在、更地化工事に着手されて

おり、完了を本年１１月ごろとされております。

売買契約については、９月議会で予算措置等をお

願いし、平成２７年３月議会へ土地取得議案を提

案する予定としております。 

 なお、今後売買契約を締結、議会の議決をいた

だくまでの間に双方が納得する第三者、進出企業

でございますが、企業があらわれた場合には、富

士通セミコンダクターからその企業へ直接売買す

る場合も可能であるというふうにしているところ

でございます。 

 なお、社員につきましては、平成２５年１０月

末で業務が終了し、本年１月２１日、工場を閉鎖、

更地化工事のため、４名を残し、転社、グループ

内再配置、退職となっております。この４名の方

も親会社、富士通セミコンダクター所属となった

というふうに聞いております。 

 社員は、契約社員も含め、当初７００名でした

が、最終的にこのうちジェイデバイスへの転社が

１６０名、富士通グループへの復職再配置が８名、

退職者が５３２名となっております。１月３１日

現在の就職状況について、離職者５３２名中、

２１７名が再就職をされたと聞いております。再

就職率が約４割というような状況になっておりま

す。 

 次に、１３ページでございます。 

 （５）の地域成長戦略促進補助金でございます。 

 ２月２４日に中越パルプ工業株式会社と立地協

定を締結いたしました。協定は、木質バイオマス

発電事業を実施することでの増設ということで、

平成２７年１１月に操業開始される予定となって

おり、新規雇用者数が５名というふうになってお

ります。結果、平成２５年度の立地協定は３社、

新規雇用者数１８名となったところでございます。 

 次に、１４ページでございます。 

 （７）の薩摩川内市企業連携協議会の活動報告

でございます。 

 １月２９日には企業連携の先進例でございます

京都試作ネットの取り組みについて研修を、２月

１４日には企業マッチングフェアを開催しており
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ます。マッチングフェアでは、市内外の企業

３１社が参加し、３６件の商談を行いました。当

日の商談成立はなかったものの、２１件について

継続して商談をしているという状況になっており

ます。 

 次に、１５ページでございます。 

 甑島航路関係でございます。 

 １月末の航路利用者数については、対前年同期

比９９.８％ということで、前回報告からします

と、持ち直し、前年に近い利用者数となっており

ます。 

 （２）のダイヤと運賃でございますが、島民割

引運賃を除き、航路等、国の認可がおりておりま

す。島民割引につきましても、今月中に認可され

る見込みとなっております。当初のとおり、片道

１.５割引ということでございます。 

 次に、１６ページでございます。 

 もう間もなくでございますが、回航スケジュー

ルを示しております。 

 初めに、資料の修正をお願いいたします。 

 表の船舶建造等の欄の３月の欄、３月１３日に

完成検査ということで記載をしておりますが、

１日早まっておりまして、３月１２日に完了検査

をいたしております。「１３」を「１２」に修正

をお願いいたします。 

 高速船甑島については、３月１２日に完成検査

が終了し、３月２０日の引き渡しに向けて、下関

の造船所から昨日回航をされてきております。本

日、それからあす建造事業者のほうが甑島での着

岸等の確認航行等を行いながら、２０日に引き渡

しとなっており、３月２９日の航路開設記念式典、

３０日の市民体験試乗会、４月２日の就航に向け

て、関係者が連携を図りながら取り組んでいると

ころでございます。 

 次に、１７ページでございます。 

 中甑と手打港の待合所の利活用の検討でござい

ます。 

 運営団体の決定に向けて、ワーキング会議や利

活用の検討委員会を開催してきており、何とか最

終決定の段階まで来ております。３月中には利活

用検討委員会で正式に決定をしたいと思っており

ます。次回、６月議会で結果等について、また報

告させていただきたいと思っております。 

 次に、川内港の利活用関係で、外貿コンテナ取

扱量についてでございます。 

 これは暦年の集計となっておりますが、グラフ

の平成２５年度にありますとおり、昨年の取扱数

量は過去最高の１万９,０８３ＴＥＵとなりまし

た。８月に中国航路、国際フィーダー航路が開設

され、今後さらに増加すると考えておりますし、

またふやすようにポートセールス等に随時取り組

んでいきたいというふうに考えております。 

 次に、１８ページでございますが、外航船の入

港状況でございます。 

 平成２５年度実績、船舶数１８１隻のうち、検

疫対象船舶数が７３隻となっております。前年と

比較して、ここが下がっておりますのは、火力の

燃料船の減ということでございます。 

 以上で、説明を終わります。よろしく御審査賜

りますようお願い申し上げます。 

○委員長（佃 昌樹）これより質疑をお願い

をいたします。ございませんか。 

○委員（谷津由尚）航路関係で、昨年の利用者

１ ４ 万３ , ６３ ７名 、う ち 高速 船が ３万

５,７４４名で、前年同期比で１,０５７名減って

ると、フェリーが８３７名ふえてるということな

んですが、これは欠航とか、そういうのが影響し

てるんですか。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）昨年高速船

が故障でちょっと運休したこともございましたが、

ここの全体的な傾向としましては、高速船のほう

が若干少なくなってるという傾向が、これまでの

が続いているんじゃないかなというふうに思って

おります。全体的には観光・シティセールス課の

ほうで、ちょうど夏の時期、いろいろ集客を図っ

ていただいて、全体的には何とか下がらずに来て

るというような状況になっております。 

 以上です。 

○委員（宮里兼実）（５）の中甑・手打港待合

所は、これ可能性があるんですか。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）先ほどちょ

っと６月議会でというふうに申しましたが、今、

中甑のほうは民間の事業者さんを中心に地域と一

緒になってやっていくということで、民間の事業

者さんが手を挙げていただいておりますので、そ

ういう方向でということでございます。 

 手打のほうについては、コミュニティ協議会の

ほうが中心になって運営をしていきたいというこ
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とで、今話が進んでおります。今月中にもう一回、

利活用の検討委員会開きまして、正式決定をして

いきたいと、その方向で実現していくのではない

かなというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員（宮里兼実）当局もなるべく出さないよ

うに、後押しをして頑張っていただきたいと思い

ます。要望です。 

○委員（帯田裕達）先ほどの宮里委員の発言に

もありましたように、僕も前の委員会で話をさせ

てもらったんですが、いよいよ４月２日に回航す

るわけですが、先ほど来、待合所のことやら出て

ますが、有効活用するという意味で、川内市漁業

協同組合さんと料飲業生活衛生同業組合の方々で、

あそこに直売所とレストランの話が進んでると思

うんですが、県の市有地であったり、民間に相談

をしなければならない点も多々あると思いますが、

今の状況だけでなかなか、先ほど課長がイベント

をしたり、いろんなことをしていきたいというこ

とだったですが、実際そういう話が民間のほうか

ら出てるわけですが、その進捗状況はどのような

ふうになってるのか、教えていただきたいと思い

ます。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）今ありまし

たように、川内市漁業協同組合さんと料飲業生活

衛生同業組合さんのほうで飲食店、それからお土

産品を売ったりというのを出したいということで

話が出ております。建物等に、敷地で言いますと、

県のほうに相談をしている最中ということでござ

います。正式にまだ返事はもらってないという状

況というふうに聞いております。 

 どうしても川内市漁業協同組合さんが中心にな

るのかなと、整備に補助事業を使いたいとかとい

う話も出ておりますので、今、林務水産課のほう

が主導的にこの話を進めております。港の関係で、

企業・港振興課、あと料飲業の関係でしたら、商

工振興課とか、商工観光部のほうでも一緒になり

ながら、できる支援はやっていきたいというふう

に考えているところでございます。 

○委員（帯田裕達）ぜひ実現してほしいんです。

例えば、今度の料飲業生活衛生同業組合にしても

川内市漁業協同組合にしても、総会である程度そ

こを出したいという話も出ておりますので、準備

も結構かかると思いますので、ぜひ前向きに検討

していただいて、双方がいいように、また薩摩川

内市民もおいしい魚が食べられるし、甑島の魚と

か、物産もこちらに持ってこられて、販売もでき

るわけですので、ぜひ実現するようにお願いいた

します。今のは要望です。 

○委員長（佃 昌樹）要望ということであり

ます。 

 質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員の発言を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 ここで協議会に切りかえます。 

         ～～～～～～～～～ 

         午後１時２２分休憩 

         ～～～～～～～～～ 

         午後１時２５分開議 

         ～～～～～～～～～ 

○委員長（佃 昌樹）ここで本会議に戻しま

す。 

 以上で、企業・港振興課を終わります。御苦労

さんでした。 

────────────── 

△観光・シティセールス課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、観光・シティ

セールス課の審査に入ります。 

 ここで職員の紹介をお願いします。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

お世話になります。観光・シティセールス課です。   

１月１日付で人事異動がございまして、職員の

紹介をさせていただきます。 

 こちらのほうが課長代理の有馬でございます。 

○観光・シティセールス課長代理（有馬眞

二郎）有馬です。よろしくお願いいたします。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

それから、後方、観光事業グループ長の山元でご

ざいます。 

○観光事業グループ長（山元 勉）山元です。

よろしくお願いいたします。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

最後に、戦略営業グループ長の中村でございます。 

○戦略営業グループ長（中村年男）中村です。

よろしくお願いいたします。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

どうかよろしくお願いいたします。 
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────────────── 

△議案第２９号 財産の無償譲渡について 

○委員長（佃  昌樹）それでは、議案第

２９号財産の無償譲渡についてを議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

お世話になります。議案第２９号財産の無償譲渡

について説明をさせていただきます。 

 議案その２の２９─１ページをお願いいたしま

す。 

 財産を無償譲渡する議案でございまして、譲渡

する財産は、（１）にありますとおり、祁答院町

藺牟田字池畑１８０７番ほか１筆、それと建物、

土地所在地に同じものでございます。これは、昨

年１０月６日、いこいの村いむた池の本体譲渡と

切り離して、その宿泊施設であったものでござい

ます。 

 まことに恐縮ですが、議会資料をお開きいただ

きたいと思います。議会資料の２ページでござい

ます。 

 議会資料の２ページに譲渡に至る背景をお示し

してございます。 

 いこいの村いむた池の関連財産で当事案はござ

いますが、当初一括無償譲渡を予定しておりまし

た。 

 しかし、宿舎のうち１室が、旧祁答院町時代か

ら個人との長期賃貸借契約が継続中であったこと

から、契約期間の満了を待って譲渡するというこ

とで、先ほど申したとおり、本体と切り離して譲

渡をするものでございます。 

 そこにありますのはこれまでの経緯ということ

で、１０月６日、土地建物の譲与、本体部分をい

たしましたが、１１月９日、一番下の段にござい

ますように、契約満了をもって今回譲渡するとい

うことで、その譲渡先法人につきましては、株式

会社九州ホテルリゾートでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑を認めます。 

○議員（小田原勇次郎）財産無償譲渡につい

ては、当初から一括した譲渡の予定であったとい

うことでしたが、今までも譲渡の中でこういう部

分を、要するに住宅の部分を今後は譲渡する見通

しであったというのは、どっかでか御説明があっ

たんですよね。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

いこいの村いむた池につきましては、ホテル部分

だけではなくて、宿舎並びにその泉源、送湯管ま

で譲渡をしたいということで、冒頭、一番最初に

説明をさせていただいたところですが、今この宿

舎については、中に入っていらっしゃる方がいら

っしゃったということと、それから送湯管につき

ましてもつけかえが必要だということで、今後、

今つけかえやってますが、それが終わってから、

また譲渡の議案を出させていただく予定でおりま

す。 

○議員（小田原勇次郎）済みません。いやい

や、質問の趣旨は、藺牟田池のいわゆるホテルの

部分が無償譲渡、そして今度は、いわゆる温泉の

管の布設がえがあり、そして今度また住宅もとい

うようにどんどんどんどん譲渡部分が、要するに

市の投資部分がふえていってるように見えるもの

ですから、当初からどの程度想定しておったのか

なということのちょっと確認でお問い合わせした

ところでした。 

○商工観光部長（末永隆光）このいこいの村

いむた池の関係の財産の処分については、昨年の

２月２７日の本会議におきまして廃止条例議案を

提案する中に、今言いました施設の内容をお示し

して議決をいただいております。その後、ホテル

部分、それから送湯管。送湯管は、またこの後に

なりますけども、提案をさせていただきたいと思

っております。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）御異議なしと認めます。 
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 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定をいたしました。 

────────────── 

△議案第３０号 薩摩川内市祁答院いむた

滝の山森林浴の森の指定管理者の指定につ

いて 

○委員長（佃 昌樹）次に、議案第３０号薩

摩川内市祁答院いむた滝の山森林浴の森の指定管

理者の指定についてを議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

それでは、議案その２の３０─１ページをお開き

ください。３０─１ページと、先ほどの議会資料

の３ページもあわせてお開きいただきたいと思い

ます。 

 薩摩川内市祁答院いむた滝の山森林浴の森の指

定管理者の指定についてでございます。いわゆる

竜仙館でございます。竜仙館につきましては、昨

年６月２９日に営業中止の申し入れがございまし

た。７月２５日から公募したわけでございますが、

今回その審査をし、指定管理議案の提案をさせて

いただいたところです。 

 議会資料の３ページにその経緯が示してござい

ますが、３点目の指定管理候補者の概要につきま

して、その会社が株式会社リンクス、薩摩川内市

樋脇町市比野３４９４番地の１、代表取締役は南

春良様でございます。 

 この会社は、２３年１１月１０日に設立されて

おりますが、事業概要といたしまして、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援する、それ

と障害福祉サービスに係る農産物の生産及び販売

等を行う会社でございます。 

 ４点目、当該指定管理者が示した事業計画の概

要でございます。 

 管理運営を行うために、地元住民及び関連施設

等の連携が最も重要と考えて、祁答院地区のコミ

ュニティセンターを中心として自治会２８地区と

協議し、各イベントにも積極的に協賛も行い、地

元住民に親しまれる施設の管理運営を目指すとい

うふうになっております。 

 めくって、次のページでございます。 

 組織体制が（４）にございますが、支配人１名、

調理関連スタッフ１１名、スタッフ４名、施設の

整備・清掃、ここは障害者の方の一部を使われる

ということで、全員の登録で言うと、４０名、合

わせて５６名の体制でございます。 

 収入・支出の計画は以上でございますが、障害

者の訓練を兼ねてやるということと、ただ、接客

業務にはできるだけ出さずに、バックヤードでの

業務従事というふうに聞いております。 

 選定経過の概要が５点目にございます。 

 ７月２５日公募いたしまして、１月１０日に選

定委員会を開催したところでございます。 

 採点の結果が６ページに示してございますが、

基準点以上ということで、推薦をさせていただく

ものでございます。 

 以上で、説明を終わります。よろしく御審査賜

りますようお願い申し上げます。 

○委員長（佃 昌樹）これより質疑に入りま

す。御質疑願います。 

○委員（川畑善照）福祉の会社のようですけれ

ども、一般の客は入ることはできるんですか。そ

の食事やら風呂やら、そこはどうですか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

いわゆる障害者の方の職業訓練を兼ねた施設とい

うことで、事例的にはおじゃったモールさんとか。

物産展の。ああいうところでもされておりますの

で、一般の方も当然入っていただいて、それで収

支をとるということになっております。 

○委員長（佃 昌樹）いいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 これより討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 
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△議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（佃 昌樹）ここで、審査を一時中

止してありました議案第３７号平成２６年度薩摩

川内市一般会計予算を議題とします。 

 まず、部長の概要説明を求めます。 

○商工観光部長（末永隆光）それでは、観

光・シティセールス課関係の平成２６年度施策の

概要について御説明申し上げます。 

 平成２６年度は、１点目、甑島観光ラインを目

玉にした観光誘客、物産販売、二つ目、観光物産

協会と連携した観光誘客、商品開発、販路拡大、

三つ目に、メディアを活用したプロモーション、

四つ目に、観光施設の適正管理及び有効活用、こ

れら４点を中心に各種の施策を展開したいと考え

ております。 

 当初予算概要の９９ページをお開きください。 

 ９９ページ下段のシティセールスマネジメント

事業は、観光物産協会の運営支援等を行う観光物

産組織連携事業を引き続き実施するとともに、ぽ

っちゃん計画２期事業といたしまして、上甑島、

下甑島、市比野、入来麓、向田地域に地域おこし

協力隊を１０名配置するものであります。 

 １００ページ上段のシティセールスプロモーシ

ョン事業は、コミュニティＦＭへの広告など広

告・メディアリレーション事業やエージェント・

メディアを招聘する事業を引き続き実施するとと

もに、新規といたしまして、４月２日の高速船就

航日に里・長浜港で行う歓迎イベント、甑島航路

の巡回パネル展、ＪＲやメディアとタイアップし

たキャンペーン事業などを一体的にプロモーショ

ンする甑島観光ライン事業を行うものであります。 

 同じページ中段の観光誘客事業は、川内駅観光

案内所運営委託やイベント・コンベンション誘致

事業を引き続き実施するほか、新規事業といたし

ましてグリーン・ツーリズムの企画立案から受け

入れまでの一連のコーディネートを観光物産協会

に一元化するためのグリーン・ツーリズム推進協

議会運営補助、甑島で開催されるイベントの現状

調査を行い、集客、協賛金獲得、宣伝方法、本土

イベントとの連携等の調査を行う甑島観光イベン

ト調査事業及び観光イベント補助の受け付け審査

事務や企業からの協賛金獲得を観光物産協会に委

託する観光イベント実施業務を委託するものであ

ります。 

 同じページ下段、物産販売事業は、県外の百貨

店等で催事を行う特別販売事業、Ｅコマース実証

実験事業を引き続き行うほか、シンガポールにお

いて海外販売拡大事業を実施するものであります。 

 １０１ページ上段の観光施設事業におきまして

は、市が管理いたします観光施設の維持管理を引

き続き行うほか、待合、観光案内、物産販売機能

を高めるため、里港・長浜港の待合所の改修工事

並びに観光船かのこの浮き桟橋の購入を行うもの

であります。 

 以上でございます。よろしく御審査賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、当局の補足

説明を求めます。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

それでは、まず商工観光部企画経済委員会資料の

１９ページと各会計予算調書の１７４ページをお

開きいただきたいと思います。 

 字が小さくて恐縮ですが、予算の詳細を説明す

る前に企画経済委員会資料の１９ページに観光・

シティセールス課の年度別の事業計画の案をお示

ししてございます。 

 一番上の上段に年度ということで、２０ページ

の上のほうに平成２６年度をちょっと太い線で囲

んであるかと思いますが、新年度はこれまでのい

わゆる準備期から実践期に移る年ということで位

置づけてございます。 

 平成２１年の観光元年から平成２５年度を準備

期、平成２６年度から平成３０年度を実践期とい

うことで、成長戦略とも連動しますが、平成

３１年度、平成３２年度を目標達成期と位置づけ

てございます。 

 この実践期の１年目に当たりまして、観光誘客

事業におきましては、これまで取り組んできまし

た観光受け入れ体制の構築、例えば観光案内所の

整備であるとか、観光ガイドの育成、ツーリズム

の推進組織の発足、地域観光の担い手の育成とい

うような受け入れ体制の構築の最終年度に位置づ

けでございます。 

 また、観光プランの開発につきましても、新年

度で一通りの商品は開発が終わるような手順で考

えております。あわせて団体旅行の重点誘致を今

図っておりますが、これを平成２６年度に軌道に
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乗せながら、平成２７年度以降は甑島ツーリズム

のブランド化と関連旅行商品の販売。開発ではな

くて販売でございます。 

 それから、観光イベントの商品化、あるいは外

国人の旅行客の誘致による集客力強化、それから

団体旅行から個人型・エスコート型、これは家族

旅行、少人数旅行に対しまして添乗員、あるいは

障害者で言うボランティアの方がつくようなエス

コート型の旅行の販売に結びつけていきたいと考

えております。具体的には、川内港に観光案内書

を設けたり、里・長浜港の待合所を増築しますの

で、ここに案内所を設けて、個人旅行客の受け入

れ体制を整えるといったものでございます。 

 また、育成してきました観光ガイドにつきまし

ても、公認制度を設けまして、品質を、あるいは

ガイド能力を高めたような案内ができるような形

をとりたいと考えております。 

 物産販売事業につきましては、今年度に引き続

きまして、新年度も物産販路の拡大、国内を重点

的に開拓していきたいということと、ご当地グル

メの販売促進支援に取り組みます。 

 観光施設につきましては、施設の適正管理を進

めながら、観光施設の譲渡廃止、あるいは転用と

いったものに取り組みますが、いずれにいたしま

しても、平成２８年度には公有財産の見直し方針

に基づいて施設の譲渡、譲与、指定管理の更新等

が予定されていますので、譲与物件についてはス

ムーズな譲与ができるような営業活動に努めたい

と考えております。 

 また、シティセールスプロモーション事業につ

きましては、引き続き市民や市外協力者、いわゆ

るシティセールスサポートの拡大、それから実益

的なプロモーション展開手法の確立ということで、

ただの宣伝ではなくて、実商品を絡めたプロモー

ション活動に取り組みたいと考えております。 

 最後に、シティセールスマネジメント事業につ

きましては、引き続き地元盛り上げ型の観光物産

の振興、これをきっちりと市外の方に認知しても

らうブランド化の取り組みを進めてまいりたいと

思います。 

 以上を踏まえまして、予算調書の１７４ページ

をお願いいたします。 

 ５款１項１目労働諸費、緊急雇用創出事業臨時

特例基金事業費でございます。緊急経済対策に係

る経費で、事業費は１,３６４万３,０００円であ

ります。 

 主な内容といたしまして、まず、シティセール

ス物産製造販売促進事業は、食品加工等を行う市

内事業者の商品開発力、販売力の向上に必要な人

材の確保を促進するため、公募選定いたしました

企業に対して総勢５名分の雇用支援と、農家宿泊

体験推進事業は、グリーン・ツーリズムの受け入

れ態勢を民間主導に移行するために、１名の雇用

支援を行うものであり、財源は県の緊急雇用創出

事業臨時特例基金事業補助金を活用いたします。 

 今年度の９月補正でお願いした分でございます。

その関係で、新年度の事業期間は６カ月となって

おります。 

 続きまして、７款１項３目観光費シティセール

ス企画総務費は、８,０２８万３,０００円でござ

います。シティセールス推進に係る経費で、経費

の主なものは、２年目を迎えますぽっちゃん計画

プロジェクト事業として、本土地域の向田地区、

市比野、入来町と、甑島地域の上甑島、下甑島の

活性化に取り組んでいただく地域おこし協力隊員

１０名を雇用する経費を計上しております。 

 次に、シティセールスアドバイス事業業務委託

でございます。これにつきましても、ぽっちゃん

計画プロジェクトへのアドバイスを、全日空グ

ループのＡＮＡ総研からアドバイスを受ける事業

であります。 

 次に、本物。の旅かごしま誘客拡大キャンペー

ンにつきましては、本県の主要観光地であります

鹿児島市を初め、指宿市、霧島市、それから南九

州市及び本市と出水市で一緒になりまして全国に

向けてＰＲをし、観光客の定着化、開業効果の拡

大を図る事業の負担金１００万円、それから、観

光かごしま大キャンペーン推進協議会の運営負担

金６３万７,０００円、国の重要伝統的建造物群

保存地区を有する南九州市、それから出水市、本

市の３市が相互連携に取り組みます、県武家屋敷

観光協議会の負担金２０万円、このほか県特産品

協会、県観光連盟、北薩摩振興推進協議会などの

５件の負担金１４９万４,０００円を計上してお

ります。 

 次に、観光物産協会運営支援事業補助金、これ

につきましては、観光物産協会の運営に係る人件

費等でございまして２,８００万円の補助金でご
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ざいます。 

 次に、観光振興基金積立金４万１,０００円は、

基金から生じました利子相当額を基金に積み立て

るものでございます。 

 予算調書の、引き続き１７５ページをお願いい

たします。シティセールスプロモーション事業費

は７,１０４万６,０００円でございます。シティ

セールスに関する情報発信、ＰＲ広告に係る経費

で、その主なものは、ぽっちゃん計画と連動いた

しました観光物産品の販路拡大を行うための販路

拡大推進事業業務委託、それから観光誘客増加に

つなげるためのエージェントメディア招聘事業業

務委託、サポーター通信等の発送業務委託など、

６件の委託３,９８１万７,０００円と、新規に取

り組みます甑島観光ライン事業業務４件の委託、

それからＪＲとの連携負担金。新規でございます。

それからＡＮＡ国内線の旅客機を利用しました御

当地プランなどの交通広告費事業、シティセール

ス海外プロモーション支援事業などを計上してご

ざいます。これも新規でございます。 

 続きまして、７款１項３目観光誘客事業費は

１億２,８０８万円でございます。観光誘客に関

するＰＲ活動や体験型観光の促進、川内大綱引等

観光交流イベント補助に係る経費で、その主なも

のは、川内駅前及び甑島への観光案内を観光物産

協会に委託します観光案内所運営業務委託、本市

への観光誘客促進を図るため、旅行エージェント

の旅行商品造成を支援いたします旅行商品造成支

援事業業務委託、また、観光イベント補助金の受

け入れ審査事務や、市外企業からの協賛金を獲得

することを協会に委託します観光イベントの実施

業務、きゃんぱく事業業務委託等々、委託費から

委託料の合計が７件、４,７２２万７,０００円で

ございます。下から５段目にございます、体験型

修学旅行受け入れ対策に係る県教育旅行受入対策

協議会負担金５万円、旅行商品造成事業あるいは

観光交流に関しますイベントの補助金、総計補助

金が２９件分７,８００万円でございます。 

 なお、観光交流に関しますイベント補助金につ

きましては、昨年度と同額の計上としております。 

 続きまして、予算調書の１７６ページをお開き

ください。７款１項３目物産販売事業費は

５８８万４,０００円であります。物産販売イベ

ントや通販サイトの実証実験に係る経費で、首都

圏などでの特産品の特売－特別販売の委託、そ

れからフェイスブックを活用しました通販サイト、

ジャパンサティスファクションギャランティード

への運営業務委託。次に、日本自治体等連合シン

ガポール事務所運営協議会への運営負担金、海外

販売販路拡大事業負担金などを計上しております。 

 続きまして、７款１項３目観光施設費は３億

５,２６５万５,０００円でございます。観光施設

の管理及び設備に要する経費であり、その主なも

のは、直営で管理しています観光船かのこ運航に

伴う嘱託員３名に係る人件費、「おとひめ」、

「きんしゅう」の管理代行委託などに係る委託料

等２件１,５４１万４,０００円。それから寺山い

こいの広場、せんだい宇宙館、唐浜キャンプ場と

本土地域の管理代行委託などに係る委託料１１件

７,８３５万７,０００円。それから上甑県民レク

リエーション村、市の浦キャンプ場と甑島地域の

管理代行委託などに係る委託料等１３件

２,３４１万４,０００円。里港・長浜港旅客待合

所改修工事等４件１億６,７８１万９,０００円。

観光船かのこ浮き桟橋等購入費３件２,７４２万

３,０００円。甑島水産観光促進補助金２００万

円などを計上しております。 

 続きまして、予算調書の１７７ページをお願い

いたします。 

 １１款４項その他公用・公共施設災害復旧費

１目現年公用・公共施設災害復旧費は、２００万

円でございます。観光施設等の緊急災害時の復旧

に係る経費で、復旧のための修繕料１００万円、

工事請負費１００万円でございます。 

 以上で、歳出の説明を終わります。 

 続きまして、歳入でございます。予算調書の

４４ページをお開きください。 

１４款１項５目使用料の商工使用料につきまし

ては、観光施設の使用料や観光施設敷地への電柱、

電 話 柱 設 置 な ど に 伴 う 行 政 財 産 使 用 料

１,４４９万９,０００円でございます。 

 次に、４５ページをお開きください。１５款

２項５目国庫補助金につきましては、里港・長浜

港旅客待合所改修事業に係る国の公安機能高度化

施設整備補助金の７,０００万円でございます。 

 １６款２項１目県補助金につきましては、地域

振興局の補助事業でございまして、川内駅イベン

ト事業に充当する１００万円でございます。 
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 同じく、１７款１項１目財産運用収入の財産貸

付収入につきましては、藺牟田池売店の土地賃借

料６万４,０００円と、川内大綱保存会事務所の

建物賃借料６３万７,０００円でございます。 

 次に、１７款１項２目財産運用収入の利子及び

配当金につきましては、観光振興基金の利息額

４万１,０００円でございます。 

 続いて、４６ページをお願いいたします。

１９款１項５９目基金繰入金の観光振興基金繰入

金につきましては、観光振興基金を取り崩しまし

て、旅行商品造成事業それからイベントコンベン

ション誘致事業などに充当する３,０００万円で

ございます。 

 次に、２１款５項４目雑入は、観光施設におけ

る電話、電気、水道使用に伴う実費収入が利用料

金施設において指定管理者からの施設納付金が主

なものでございます。 

 以上で、歳入についての説明を終わります。 

 債務負担行為でありますが、新たな債務負担行

為はございませんので、省略いたします。 

 最後に、誠に恐縮ですが、企画経済委員会資料

の２１ページをお願いいたします。冒頭、部長か

らの説明にもございましたとおり、新規事業がい

くつかございまして、その事業についての概要を

簡単にまた説明させていただきます。 

 まず１点目の、グリーン・ツーリズムの推進協

議会運営補助金につきましては、既存の修学旅行

の受け入れはもとより、一般旅行者の農家宿泊体

験の需要が増加傾向にあるため、またインバウン

ド、海外からのお客様のさまざまな受け入れに対

応できる農家民宿体制の整備を図るために、協議

会に運営補助金３００万円を支出するものでござ

います。 

 現在、観光シティセールス課が事務局になって

おりますが、この協議会が中心に自立を支援する

意味での補助金でございます。 

 それから、２点目の甑観光イベントの調査事業

業務委託につきましては、甑島における観光イベ

ントについて現状を調査しまして、その集客方法、

市外からの協賛金の獲得手法、事前告知を含みま

す宣伝手法、それから本土イベントとの連携等に

ついての課題の整理、それから今後の可能性や実

施案を検討することで、いわゆるイベントの商品

化に資するものでございます。 

 事業概要にありますとおり、調査の上で、分析

した上で、このイベントの商品化の可能性、実施

計画案の立案、イベント運営の共通マニュアルの

作成、それから広告企画案、これ、市外の企業に

向けての広告企画案などを検討していきたいと考

えております。 

 ３点目に、観光船かのこの浮き桟橋につきまし

ては、現在の浮き桟橋が、かのこの総延長

２３メーターに対しまして１０メーターと短くて、

利用者の乗り降りの際に安全面で不安があるとい

うことで、浮き桟橋の購入をするものでございま

す。 

 ４点目の、コブハクチョウにつきましては、

１年前に３２羽いたものが、今、川内川を中心に

散っている状況でございます。鳥インフルエンザ

のリスクが比較的高い鳥ということで、日本野鳥

の会からも適正管理の申し入れがございまして、

これを受けるために、コブハクチョウの居場所を

調査いたしまして、捕獲後、脱翼－羽を切りま

して、適正管理を行うものでございます。 

 ５点目の甑島観光サイン新設工事につきまして

は、個人旅行客、特にレンタカー使用者、利用者

等の対応を図るために、新たに観光案内サイン

２機を設置するものでございますが、県において

も８カ所の設置を今、お願いして、今年度１０機

の新たな観光サインの設置を予定しております。 

 ６点目に、シティセールスニュースの発行業務

委託といたしまして、ウェブサイト、ホームペー

ジのこころと連動いたしまして、本市の観光特産

品に特化した情報媒体といたしまして、スーパー

等にシティセールスニュースを置かせていただき

たいということで、毎月１回１万部の発行を予定

しているところでございます。 

 ７点目に、シティセールスの海外プロモーショ

ン支援補助金でございます。薩摩川内には海外に

独自で展開されて、ＰＲ等行ってる団体がござい

ます。薩摩川内おどり太鼓とかいった団体がござ

いますが、そういった団体に対します経費の一部

を助成するもので、１団体１０万円を上限といた

しまして、３団体分をこう、想定してるところで

ございます。 

 最後に、８点目に甑島観光ラインの関連事業で

ございます。（１）にありますように、ＪＲ九州

と今、連絡切符ということで、ＪＲのみどりの窓
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口で切符を買っていただくと、高速船までの－

新幹線だけじゃなくて、高速船までの切符も一緒

に発行するといった連絡切符の発行を調整してる

ところでございますが、これに合わせましてＪＲ

九州と直接タイアップしたＰＲを行う経費でござ

います。 

 それから、（２）高速船歓迎行事事業業務委託

でございます。４月２日の運航初日に、里港、長

浜港で下船される観光客などを甑島住民、甑島挙

げてお迎えをする、その行事に対する委託でござ

います。里、長浜港で合わせて５０万円を予定し

ております。 

 それから、（３）甑島観光ラインにつきまして、

航路巡回パネル展を高速船就航に合わせて市内外

１４カ所で写真展のパネルを行いまして、甑島へ

の誘客を図るものでございます。 

 以上で、予算につきまして説明を終わります。

よろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げま

す。 

○委員長（佃 昌樹）広範囲にわたっての説

明がありました。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）グリーン・ツーリズムの推

進協議会運営補助金３００万で、農家民宿受け入

れ体制の整備を図るものという、この具体的にど

ういう用途に使われるのか、何を具体的に整備さ

れるのかということが一つ。 

 もう一つです。甑島観光ライン関連事業として

２５０万。これのＪＲ九州キャンペーン事業への

協賛ということなんですが、ちょっと具体的にこ

れをすることで、何かその具体的な宣伝があるの

かどうか。ＪＲ九州つったらね、相当ＪＲ九州の

コマーシャルしょっちゅうやってるわけですけど、

その一部に甑島の高速船が載るとか、そういうこ

とがあるのか、ちょっと、その２点です。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

まず、２点目のＪＲとのタイアップにつきまして

は、今、ＪＲさんと交渉してるところでございま

すが、先方の話の中では、例えばプリーズという

本があるんですけども、そこで切符のＰＲをさせ

ていただいたり、福岡市内での電車の中の各種媒

体、例えば、つってあるチラシであるとか、そう

いったところで高速船も一緒になったＪＲ切符の

紹介をしたい、あるいは甑島の紹介っていうか、

誘客を図る宣伝活動を行いたいというふうに考え

られております。 

 また、ＪＲが提供する番組で特別に甑を取り上

げていただいたりとか、そういう働きかけを今し

てるところで、ＪＲ社内での予算枠というのがご

ざいまして、約１,０００万ぐらいを予定されて

るっていうことなんですが、それにちょっとお手

伝いいただけないかというようなこともございま

して、このような予算を提案させていただいたと

ころです。 

 それから、１点目のグリーン・ツーリズムの協

議会の運営補助金につきましては、その中身のま

ず３分の２が、約２００万が、スタッフの人件費

になってございます。今、グリーン・ツーリズム

の受け入れ体制につきましては、受け入れ時に本

庁と支所の職員が約１０名対応してございます。

これを民間主導でするために、実際のアレンジ

－アレンジって言いますか、調整をする職員が

必要でございまして、そこの部分を今、緊急雇用

でもう１人６カ月間だけ雇ってるんですけども、

そこを担っていただくということと、あと支所の

職員も新年度までは引き続き協力をしていくんで

すが、今後はグリーン・ツーリズムの会員

１２０世帯の農家の方々が総合で手伝うような形

でできないかというような取り組みを新年度でや

りたいと考えておりまして、そういったものに係

る経費でございます。 

 本来ならば受け入れをして、そのできた収益で

こういう協議会の運営をすべきではあるのですが、

これまでの経過とまだ本格的に一般の方々の農家

民泊の受け入れっていうところまで至っておりま

せんので、その体制づくりの一環として今回、新

規で上げさせていただきました。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）この今、申しましたグリー

ン・ツーリズムのこの件というのは、海外の方も

対象になるんでしょうか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

農家民泊という原点で考えますと、いわゆるイン

バウンドっていう受け入れをやってるところは現

実的にありまして、今、修学旅行が中心なんです

けども、本来のグリーン・ツーリズムっていうの

は一般の方も想定してるものだと認識しておりま

す。 
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 現実的に、全国のテレビで取り上げられたよう

な薩摩川内市内のグリーン・ツーリズムの受け入

れ農家は、カナダからお客様が来たりとか、ロッ

ジをきっちりとつくった農家のところですけども。

そういったことを始めてるところも出てきてます。

ただ、今はほとんどが、１２０件のうちの

１００件以上は一般の農家をそのまま泊めてる状

況なんですが、正式に言いますと、旅館業法の中

でいう簡易宿泊の免許をきっちりと取って、一般

の方が申し込んで泊まれるような体制をする、そ

の延長線上にインバウンドもあるという形で、今

後の展開をこのグリーン・ツーリズム協会の方々

と意見交換をしておりまして、そういうことで、

今後二、三年かけて取り組んでいきましょうとい

うような今、話し合いをしてる最中でございます。 

○委員長（佃 昌樹）ほか、ありませんか。 

○委員（帯田裕達）甑島観光イベント調査事業

の業務委託をなさるわけですが、これは甑島に特

化したちゅうのは、何か理由があるんですか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

県の特定離島を財源としてやらしていただいてる

関係で、甑島のイベントを中心にとしております

が、そこにちょっと示してありますように、本土

イベントの連携についても調査してということで

考えているところです。甑島に特化した理由とし

ては、県の離島振興課の助成補助事業を使ってや

るので、甑を中心にやらしていただくということ

でございます。 

○委員長（佃 昌樹）いいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。委員外議員の発言を許します。ないですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。

ここで、本案の審査を一時中止いたします。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（佃 昌樹）次に、所管事務調査に

入ります。当局に説明を求めます。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

それでは引き続き、企画経済委員会資料の

２３ページをお開きください。 

観光シティセールスに関する取り組み状況の概

要でございます。主要統計のまず、動向でござい

ますが、１４統計そこに示してございますが、こ

のうちこの第３四半期１２月までに昨年度１年分

の数字を上回ったものが、ナンバー４の観光ガイ

ドの件数、それから旅行ツアーの受け入れ、６点

目の甑商船旅行会社経由の乗船者数、７番目の教

育旅行受け入れ者数、１０番目の物産協会の売り

上げ高、１１番目の旨いの国。さつま飯、いわゆ

る御当地グルメの販売食数、それから１４番目の

シティセールスサポーターの会員数でございます。 

 具体的に２４ページのまず１点目、観光誘客に

つきましては、旅行ツアーの誘致、イベントコン

ベンションの誘致が昨年度以上に好調でございま

す。グリーン・ツーリズムによる修学旅行誘致実

績も好調に推移してるところでございます。 

 特に、（１）③観光ガイド甑島ふるさと案内人

の会のところを見ていただきますと、第３四半期

までに３２１回、昨年は１年で２３１回でありま

して、昨年以上のガイド実績になってございます。 

 それから（２）の①旅行ツアーの誘致につきま

しても、第３四半期までに１１４ツアー、昨年度

とほぼ同じぐらいの申請受け付けしておりまして、

この受け入れの人数も昨年度の１,５００人に対

しまして、申請されたものが全部再考されますと

２,５００人程度になるということです。 

 また、経過といたしまして、３月２日には福岡

薩摩川内会の方々がツアーで来ていただきました。

また、この２１日からは台湾からのツアーを甑島

に初めて受け入れる予定でございます。 

 それから、旅行商品開発については９商品、め

くっていただきまして、２５ページの上にあるよ

うな、上段にあるような商品開発をいたしまして、

実際の販売募集に至っているところでございます。 

 それから、イベントコンベンション誘致は現在

２１イベント、それから招待事業、アテンド事業

は１１件となっております。 

 ２６ページのグリーン・ツーリズムにつきまし

ては、今年度２３校１,９６０人の受け入れをや

ったところでございますが、１月１５日には経過

のところにあるように、滄浪地区の閉校跡地の利

用の勉強会の一環で、このグリーン・ツーリズム

の受け入れについての研修会をさせていただいた

ところでございます。 

 甑島のブルー・ツーリズムにつきましては、残

念ながら修学旅行の受け入れは今年度できなかっ
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たんですけど、実現しなかったんですが、３月

１０日には４月２日からの高速船就航に向けての

準備に対する意見交換会を行いました。具体的に

は、ふえてきております、甑島への観光客あるい

は旅行会社からの苦情の内容を現場の方々に下ろ

して、そこで今後の対応についての意見交換をし

たところでございます。 

 めくっていただきまして２７ページ、観光イベ

ントの開催実績でございますが、今年度最新の情

報で有料参加者数は２万１,０００人ということ

で昨年度実績を上回っております。また、きゃん

ぱくにつきましても、３月９日まで秋冬旅をして

おりましたが、無事に終了いたしまして、きゃん

ぱくだけで年間１万人を超える参加がございまし

た。 

 それから（５）地域観光事業につきましては、

高城温泉、市比野温泉、入来麓地区でそれぞれ地

域観光に関する取り組みをしておりますが、入来

麓におきましては、出水市と知覧町を合わせまし

たモニターツアーを１２月と２月に実施したとこ

ろでございます。 

 それから、２９ページ物産販売につきましては、

薩摩川内はんやまつりで、うんまか市を開催いた

しまして、観光イベントに合わせて薩摩川内のグ

ルメ３品のＰＲを行ったところでございますが、

きびなごラーメン、あおさラーメンのＰＲも東京

ラーメンショー等で行っております。 

 （１）物産観光イベントといたしまして、今

３８件、売り上げで約２,０００万円でございま

す。また、３０ページにございます、販売促進ビ

ジネスマッチングにつきましても、この３月

２１日からおれんじ鉄道の薩摩高城駅で、駅マル

シェを開催します。具体的には、おれんじ食堂第

２便の臨時停車に伴う物産販売を今、予定してる

ところでございます。 

 ②商品開発事業につきましては、ぽっちゃん計

画プロジェクトを中心に今、商品開発を進めてい

るところでございます。１２商品今、販売してお

ります。 

 それから、シティセールスの物産制度販売事業

につきましては、先ほど予算のところでも説明し

ましたが、３委託事業者が２月に決定したところ

でございます。 

 通信販売につきましては、こころオンラインシ

ョプ、薩摩川内ｓｇともに苦戦しておりますが、

第４四半期になりまして薩摩川内ｓｇでは１カ月

で売り上げが２０万円と上がっております。内容

はきびなごラーメンの通販セットが今、売れ始め

ております。 

 ３１ページをお願いいたします。その名物グル

メスイーツでございますが、きびなごラーメンが

好調でして、第３四半期のきびなごラーメンの飲

食店１１店舗での提供が３,４３３となっており

ますが、直近のデータで５,３００食になってい

るところです。 

 ま た 、 袋 め ん の き び な ご ラ ー メ ン は

１,８００袋となっておりますが、直近の情報で

は６,０００食を超える販売実績となっておりま

す。 

 それから、３２ページの上から８行目にありま

すように、あおさラーメンがＳｈｏｗ－１グルメ

グランプリに参加いたしまして、昨年に引き続き

１２商品中４位に入っております。 

 名物スイーツにつきましては苦戦をしておりま

して、新しい商品の開発を今、多方面に打診をし

てる状況でございます。 

 観光施設につきましてですが、観光船かのこの

利用者数が好調で、宿泊施設ではゆったり館が好

調です。いこいの村いむた池の民間譲渡手続は、

温泉権を除き譲渡しますが、竜仙館の指定管理者

は先ほど御了解いただいたとおりでございます。 

 その（１）①、観光宿泊者数の動向でございま

すが、１２月までの前年同時期比がごらんのとお

りでございます。いこいの村いむた池につきまし

ては、１０月５日までの集計でございます。 

 めくっていただきまして、３３ページです。観

光物産施設道の駅樋脇遊湯館の利用者状況は、ほ

ぼ昨年度と同じで同時期、同じでございます。が、

今後、売り場あるいはレストランのちょっと改修

をしまして、中身を変えまして、売り上げが昨年

度で１億６,０００万を数年かけまして３億円に

近い形で上げたいということで、今から取り組む

ところでございます。 

 それから、（２）旅客船ターミナルにつきまし

ては、里港、長浜港の待合所について現場説明会

を１２月に実施しました。 

 それから川内港ターミナルについても観光案内

所を４月２日に開設いたします。 
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 それから、３４ページの③その他、ページ中ほ

どでございますが、とうごう五色親水公園の撤去

工事に着手しております。 

 それから、４点目の、大きい４点目のシティ

セールスプロモーションにつきましては、県内向

けの新聞掲載が好調で、ＦＭさつませんだいでの

イベント情報の発信も好評でございます。新高速

船に伴うプロモーション活動も本格化してるとこ

ろでございます。 

 （１）の情報発信につきましては、ウェブサイ

トこころ、ホームページの分のアクセス件数と

ページビューが第３四半期は前年度の７割ぐらい

に落ちてますが、逆にフェイスブックページが

２倍に大きくなっているっていうことで、フェイ

スブックとホームページを連動させての情報発信

を、引き続き取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 それから、３５ページでございます。３５ペー

ジの④交通広告は、現在４種類しております。鹿

児島空港、ＪＲ博多駅、それから高速バス、ＡＮ

Ａの国際線旅客機でございますが、このうち、Ｊ

Ｒ博多駅での交通広告は今年度で一応終了したい

と考えております。先ほどの御質問のありました、

ＪＲとのタイアップに切り替えていくという考え

方でございます。 

 それから引き続いて（３）のセールス事業につ

きましては、今年度第３四半期までに２１件のＰ

Ｒトップセールス活動を行っております。 

 ３６ページの④、甑島観光ラインに関するプロ

モーションにつきましては、９月１２日のきびな

ごラーメンの試食会から本格的に、これが

２００日前ということで、ポスター等の掲示をし

ながら宣伝活動をるるしてきたわけでございます

が、これから後半に、３月末にかけまして集中的

に新聞の取材であるとか、広告であるとか、それ

から高速船あるいはバスの内覧会等で露出を高め

てまいりたいと予定してるところでございます。 

 ３７ページでございます。薩摩川内大使、観光

親善大使につきましては、スポーツ大使が真鍋、

植田監督から始まりまして、木佐貫投手、児玉監

督、それから杉内投手に委嘱状を交付したところ

でございます。このうち、木佐貫選手につきまし

ては、名刺を４,０００枚刷ってくれということ

で、キャンプ地あるいはオープン戦の会場でも本

人の野球カードと一緒に名刺を挟んで、薩摩川内

の知名度向上に頑張っていただいてるところでご

ざいます。 

 それから、（４）薩摩川内ブランド事業につき

ましては、認定商品第３四半期ございませんでし

たが、累計で今、３２商品となっております。水

戸岡グッズ、水戸岡先生のデザインのグッズを今、

準備しておりまして、このスピリッツも張りつけ

た形で販売したいと考えているところです。 

 それから、３８ページのシティセールスマネジ

メントにつきましては、観光物産協会は年間目標

を上回る協会事業の売り上げを確保してございま

す。それから、ぽっちゃん計画プロジェクトの向

田地区の２名が選出が遅れておりましたが、今、

内定をしているところでございます。 

 ３９ページの上から５行目にございますが、観

光物産協会におきましては、観光物産の集いを

５月にも開催しましたが１月からも開催したとこ

ろでございます。 

 それから、広域連携。国・県との連携でござい

ます。観光かごしま大キャンペーン協議会で各種

説明会、セミナー事業に参加してるほか、②の

３にあります北薩摩振興推進協議会、これは北薩

３市１町との取り組みでございます。スポーツキ

ャンプの対策の連絡会とあるいは肥薩おれんじ鉄

道の沿線利用促進に関する意見交換等を行ってお

ります。 

 また、離島地域の、離島の地域おこし団体支援

事業ということで、県の離島振興課と一緒になり

まして、三島村、十島村とともに甑の地域おこし

団体ぽっちゃん計画の活動支援を受けているとこ

ろでございます。 

 また、そのほか、いちき串木野市とは県の観光

連盟によります広域観光ルートづくり事業、鹿児

島市発の美山、串木野羽島、入来までの対策とし

て、意見交換を３月６日に初めて行ったところで

ございます。 

 めくっていただきまして、４１ページをお願い

いたします。４１ページ（５）につきましては、

地域の自慢づくりプロジェクト事業ということで、

資源エネルギー庁によるグルメ開発の支援を受け

てまして、市内の飲食店の料飲業の方々を中心と

した飲食店の方々に黒豚を使った今、料理の開発

を進めてるところでございます。 
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 このほか、観光シティセールスに関する広聴活

動といたしまして、第３四半期までに２６回の出

前説明あるいは意見交換等に出席してるところで

ございます。 

 取り組み状況についての報告は、以上でござい

ます。 

○委員長（佃 昌樹）たくさんの取り組み報

告がなされました。 

 これより、所管事務全般の質疑に入ります。御

質疑願います。 

○委員（谷津由尚）３点質問します。まず、観

光誘客のところで、台湾ツアーを初めて今度甑島

に受け入れるということなんですが、これは政策

として、そのおれんじ食堂と肥薩おれんじの、お

れんじ食堂のツアーと何ら提携をされてないのか

どうか、また今後、そういうことを考えておられ

ないのかどうか、これが１点目です。 

 ２点目です。甑島のブルー・ツーリズムの件で、

お客さんからの苦情を現場に下ろしたと、そうい

う打ち合わせをしたというこんなですが、その手

応えはどうなのか。内容はどうだったのか。もう

少し教えてください。 

 三つ目です。この株式会社薩摩川内市観光物産

協会の売り上げ状況、これは速報値ですけど、

４月か１２月末までのやつなんですけど、当初、

この助走２年間と定められて立ち上げをされてる

わけですけど、その計画に対してどうなのか。予

定どおりなのか、遅れてるとすれば何が遅れてる

のか、その辺をちょっと客観的に教えていただき

たいと思います。 

 以上です。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

はい。３点です。 

 まず、台湾につきましては、台湾の極上旅行っ

ていう会社が来ていただく予定になっております。

これは県の観光連盟を通じて甑も含めて来ていた

だくということで、枕崎市とかも回られます。こ

この極上ツアーという会社は、実はもう、おれん

じ鉄道への送客とか実績があるところでございま

して、おれんじ鉄道を絡めて次、どこに行かせよ

うかっていうモニターも含めた形での１４名のツ

アーでございます。 

 その実際、来られる年齢層は、高齢、いわゆる

シニアの方っていうふうに聞いてるが、どうも鹿

児島には１回来た方が多いんじゃないかというこ

とで、おれんじ鉄道と何を絡めるかっていうこと

を探りを兼ねたツアーのようでございます。はっ

きりしたことはまだ教えてもらってないんですけ

ども、今後につきましては県の観光連盟とも話を

してるんですが、当然ながら、おれんじ鉄道と絡

めて甑のツアーはつくっていく予定でございます。 

 それから２点目でございます。ブルー・ツーリ

ズムのところで、旅行客受入対策意見交換会をや

りましたが、反応はどうだったかということなん

ですが、反応は非常に皆さん、真摯に受け止めて

いただいた部分が大きかったと思います。ただ、

そこまではできないよっていう意見の方もいらっ

しゃいました。今回は、これまでは私どもは意見、

苦情が来たら個別にお伝えしてたんですが、皆さ

んの前で初めて出したっていうことで、どこなん

だろうかとか、うちじゃないんだよねっていう確

認とかもありました。 

 どういうことを伝えたかというと、ホテル旅館

に関しましては、電話対応が悪い、接客が行き届

いていない、掃除でちょっとしたほこりがたまっ

てたというようなこと。それから料理、それから

タオル、浴衣の設置、入浴時間、丁寧な施設説明

が事前にない、バリアフリー対策っていうのを具

体的に話をさせていただいたところです。 

 また、飲食店の方にも接客態度－飲食店の方

にも参加していただいたんですけど－接客態度、

それから島内でのイベントの情報っていうのをお

店の方が知らなくて、そこを問われたところとか、

それから再度ですけども、ホテル旅館につきまし

ては、クレジットカードとか歯ブラシの準備とか、

そこら辺の事前情報もないっていうことで、そこ

は我々もホームページ等で事前予告をしたり観光

案内所できっちりと報告、御案内をしたりという

ことで、カバーできるんじゃないかというような、

その対策についても意見交換させていただいたと

ころでございます。 

 それから売り上げにつきましては、観光物産協

会１年目で１期目が初めて終わるんですけども、

３期計画の中期計画をつくらせていただいてます。

それに沿った形で売り上げ上は順調に行ってるん

ですが、内情を言いますと、売り上げは非常に小

売り、県外での祭事を中心にした売り上げの柱が

やっと固まりつつあるということの一方で、仲介



 

  －39－  

卸の新規がなかなか小規模で苦戦してるっていう

ことであります。仲介卸につきましては、飲食店

の卸を例えば全国チェーンの卸から話があって、

今、値段の交渉とかやってるんですけど、やはり

価格的に折り合わなかったりとか、もうちょっと

そこら辺、中間卸に関してはもうちょっと時間を

要するのかなと思います。 

 旅行につきましては、旅行会社へのいわゆる商

品の卸ですね、ユニット商品を旅行会社に下請け

的に売ることについては、非常に今、好調で、逆

に甑島の宿が手配できない、ピーク時には新たに

旅行会社が入ってきたいんだけど、いい宿はもう

押さえられてるというような状態でありまして、

そこら辺はちょっと課題でございます。 

 以上、ちょっと課題の部分だけの説明になりま

すが、以上でございます。 

○委員（谷津由尚）この、まず甑島ブルー・

ツーリズムについてですけど、今おっしゃったよ

うに客目線での言葉というのをやはり真摯に聞い

てもらう、どんどん言って真摯に聞いてもらうと

ころに恐らく進歩があると思います。それをやる

しかないと思いますので、今後ともこういう機会

というのはどんどん継続をしていっていただきた

いと思います。 

 あと、この売り上げ状況については、仲介卸と

いうのが最終的にどのぐらいの売り上げを占有率

を占めるのかはちょっとわかっておりませんが、

いずれにしても、仲介というのは、非常に根幹を

なす部分だと思っておりますので、やはりそうい

うルートを、販路を早く固めていただくような活

動をお願いします。 

 それと最後に、これはお願いになると思います

が、先ほどからＪＲ九州のことを申し上げており

ますが、御存じのとおり、ＪＲ九州というのは今、

ななつ星という大変な広告塔を打ち上げて、非常

に人気を博してます。何とかそこからこの高速船

に引っ張って来れんかなと、人を。肥薩おれんじ

の、おれんじ食堂からも当然そうなんですが、や

はり国内のお客さんで非常に高級感を求められる

お客さんというのは、ななつ星におられるわけで、

そういうところからもぜひ、そういう客層からも

持ってくるというのは意味があることだろうと思

ってますので。そういう意味では、このＪＲ九州

の広告的な関係をつくっていくというのは非常に

重要だと思いますので、お金は多分かかると思い

ますが、よろしくお願いします。 

○委員長（佃 昌樹）何かコメントあります

か。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

ＪＲの戦略の中で、そのななつ星のお客様ってい

うのが、我々の想定では大分高いところにあるの

かなと思ってたんですが、ＪＲの営業課の方と話

をすると、甑には可能性があると言っていただい

てますので、おれんじ食堂と水戸岡先生のデザイ

ンの観光ラインで甑そのものを組み合わせると、

まんざら可能性がゼロではないというような感触

を受けております。 

 ４月にはＪＲの本社から、営業も含めて各部門

６名が乗り込んで来られまして、甑の調査もされ

ます。どういう調査かと言いますと、連絡切符っ

ていうのは個人旅行でありますので、個人旅行の

受け入れ体制の現状と、我々が考えてる今後の対

応策についてのヒアリングをしたいっていうこと

でございますので、冒頭言われましたブルー・

ツーリズムの、その対策の意見交換会は毎月やろ

うと考えてますけども、その問題ともう一つ、宿

の問題と、合わせて今後、対応していきたいと思

います。 

 ＪＲだけではなくて、今、全日空のＡＮＡグ

ループともスカイフリーでの東京からの１０万円

のツアーがあるんですが、最小最高１名です。最

高最小１名で、鹿児島空港からタクシーで来て、

甑に渡ってガイドが１人つくっていうツアー何で

すけども。これを新年度やられるっていうことで、

もうパンフレットもできておりますので、安いツ

アーだけではなくて、お金を落としていただくお

客様にちょっとターゲットを絞った営業プロモー

ションも引き続いてやっていきたいと思います。 

 問題は、１年目はやっていただくんですが、

２年目以降継続するように実績も上げないといけ

ませんので、相乗的にお客様に波及するように、

あるいは来ていただいたお客様がリピーターにな

るような仕掛けづくりは引き続きやってきたいと

思います。 

 以上です。 

○委員（帯田裕達）何点かお聞きいたします。

使用統計のところで、うちの宿泊者数が載ってる

んですが、これは例えば合宿とかイベントで宿泊
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なさった方も、これに入ってらっしゃるのか。も

う実際、観光客だけなのか、それが１点。 

 それから、鹿児島市の例なんですが、これ、鹿

児島市が観光の調査をしてるわけですね。鹿児島

市に来られたお客様に対してどのようなアンケー

ト調査みたいなことを、満足度とかいろいろ、料

理とかお土産、観光客に対する接待とか出てます。

そういうことを薩摩川内市でなさったことがある

のか、それを聞きたい。 

 そしてまた、去年、物産協会が立ち上がったわ

けですが、そのときにまちづくり薩摩川内も一緒

にちゅうような話があったんですが、そこはまあ

ＦＭが開局するということで一緒にならなかった

と、難しかったということでしたが、それ以来、

その話が何も出て来ないので、物産協会でどうの

こうのじゃないでしょうけど、当局としてどう考

えていらっしゃるのか。 

 最後に、部長にお聞きしたいんですが、消費税

が８％になるわけですが、薩摩川内市、消費が落

ち込んだり、今は車の販売、住宅、好調だという

話ですが、その後の消費の低迷とか、薩摩川内市

に全体的にかかわるこの経済的な影響ちゅうのは、

概算でよろしいですけど、どのような感覚でいら

っしゃるのか、数字でなくてもよろしいですので、

その辺をよろしくお願いいたします。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

順次お答えしたいと思いますが、まず、宿泊者数

につきましては、イベント等で泊まられた方、あ

るいは合宿で泊まられた方も含まれております。

含まれた数字です。 

 それから、統計につきましては、６月議会でち

ょっと正式に報告しようかと思ってるんですが、

今、旅行ツアーがとてもふえてます。その方々に

対して、アンケート調査を実はさせていただいて

まして、それを今、取りまとめてる最中なんです

が、現段階での概要をちょっと説明させていただ

きますと、薩摩川内市に旅行に来られる方の約

６割が女性です。年齢は６０歳以上が約７割で、

県内の方が５４％なんですが、九州から鹿児島県

を除いて３０％っていうことで、薩摩川内市に来

られる方、県内、九州内から約８４％っていうこ

とです。遠くは北海道からも来られてます。 

 また、旅行スタイルなんですが、友達と来られ

る方が４５％、家族と来られる方、御夫婦も含め

て約３０％ということで、あと、初めての方が、

意外だったんですけど５３％です。っていうこと

は、何らかの形で１回来られた方が再度来られて

るっていうことで、半数ぐらいが初めてでとどま

っております。もっと初めてが多いという認識で

した。 

 お土産で５,０００円以上のお買い物をされる

方が４５％、１,０００円以上を合わせますと約

８割以上が買い物をそういう形でされてるってい

うことで、キーワードで言うと、旅行先、薩摩川

内市に何を求めてるかというのは、癒しとか自然

が高くて、歴史散策はちょっと低い状態でござい

ました。また来てみたい、機会があれば来てみた

いという方が７割５分、８割弱ぐらいいらっしゃ

るということで、これ、速報でございます。また

改めてまとめまして、市議会あるいは旅行関係者

の方にも還元して、また観光に対する意識の高ま

りを醸成していきたいと考えているところです。 

 まちづくり会社との統合につきましては、今、

ちょっと事務レベルの協議をさせていただいてる

ところで、時期とかそのやり方についてはまだ未

定の状態でございます。 

○商工観光部長（末永隆光）今、観光物産協

会とまちづくり薩摩川内との取り組みについて、

課長からも答弁があったんですが、昨年の３月議

会、９月議会で質問がなされております。そして

は、両者と十分協議しながらできるだけ早い時期

の合併を目指したいというふうに答弁をしてるん

ですが、その時期からいたしまして、具体的な取

り組みは進んでおりません。と言いますのが、昨

年の３月に、まちづくり薩摩川内のほうでＦＭ事

業を立ち上げられました。それから、観光物産協

会も昨年の４月にスタートして、まだ１年が経過

しておりません。そういう状況の中で、やはり財

務状況でありますとか、そういったものの状況を

十分見極める必要があるなというふうに、今、考

えているところでございまして、双方の事業の取

り組み状況、決算状況を見ながら、新年度以降、

もう早い段階で、合併の仕方も全体を合併したほ

うが効果的なのか、あるいは事業統合という考え

方もございますので、そこら辺も含めて早目早目

に検討してまいりたいと思います。 

 それから、二つ目の８％の消費税増税の影響に

ついて、影響額はということなんですが、額につ
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いてはちょっとわかりませんけれども、県内のシ

ンクタンクが昨年の１２月下旬にアンケート調査

をしております。県内主要企業５００社を対象に

調査をしてるんですが、この中では、横ばいとい

うのが一番多くて、緩やかに拡大しているが

２８企業ということで、その次に来るんですが、

拡大要因としては何かって言うところで見ますと、

消費税増税前の駆け込み需要だというふうに答え

てます。 

 恐らく、薩摩川内市においても駆け込み需要が

今、あって、非常に消費は増加してるというふう

に思ってるんですが、４月１日以降はその反動が

来まして、消費の落ち込みあるいは税を転嫁でき

ない、そういった事業者においては売り上げ減少

というのにつながっていくんじゃないかなという

ふうに予測しているところであります。額につい

てはちょっと非常に、数字を上げるのがちょっと

困難でございますので、額についてはまだ把握い

たしておりません。 

 以上です。 

○委員（帯田裕達）観光客誘致にも、甑を中心

に今、一生懸命なさってるわけですが、今、原子

力再稼働の話も進んでいるようだし、観光客誘致

も一生懸命なさってるんですが、どうしても観光

客を受け入れるキャパが薩摩川内市にどれぐらい

あるのかと。 

 例えば、観光客が３０人、５０人、団体が来た

ときに、受け入れる旅館、ホテルが何軒あって、

どのような対応ができるのかとか、もちろんそれ

は事業所の努力でもあるだろうし、組合等の努力

も必要なんだけど、できればこういう計画がある

とかいうのは、旅館組合の役員会とか、料飲業の

役員会にどんどんやっぱり出て行って、こういう

ことをやるからこういうことを組合としてはやっ

てくれんだろうかとか、そういうことをしていか

ないと、シティセールスだけが先行して、周りが

なかなかついていけないとか出てきます。旅館組

合にしても、ちっちゃいところがほとんどですね、

会員の方々は。 

 そしたら、やはりその現年度よりがやっぱり結

構強いわけですよね。そうしたときに、そういう

お客さんの事業を、プロモーションとかいろいろ

やって、実際、そういうキャパがあるのかとかい

うのも心配です。 

 そしてまた、もう一つは要望ですけど、今、ス

ポーツ合宿が非常に盛んで、今も市比野は、旭川

大学の野球と県内のバスケットが来ています。

５０人ぐらいずつ。あるいは私が思うのは、やが

ては鹿児島市がやったように、もうスポーツ合宿

は観光の事業として統一して課が一緒になったと

いうような事例もありますもんで、その辺も検討

していただければと思いますが、いかがでしょう

か。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

スポーツ合宿の関係につきましては、多方面から

そういう意見も聞いてます。県も合宿を観光課で

されてたりしてますので。 

 私どものほうから一緒にどうこうっていうのは、

庁内の中では議論を始めてるところなんですけど

も、まだここでちゃんと話ができない状況もあり

ますので。ただ、機能的には市民スポーツ課と一

緒にやりながら、そのお客様の立場から見ると、

縦割りじゃないようにということで心がけてます

ので、もうちょっと時間をいただければと思いま

す。 

○委員（森永靖子）観光、観光で、甑島にたく

さんの方が行かれるんですが、食について、やは

り先ほど課長の説明で６０歳以上が７割とか、女

性客が多いっていうことのようなので、甑島に行

って、いろんな所見るのも一つの旅行業者の、旅

行者の一つのあれでしょうけど、食べるものを、

おいしいものを食べたいっていう期待を持って行

かれる人が多いというふうに聞くんですが、その

甑島の食にホテル関係のいろんなところで、食に

携わる人たち同士で何か、これといったおいしい

ものを提供しようとか、こういうものをとかって

いう、何かそういう努力しておられるようなこと

は何かないんでしょうか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

甑島の食については、過去にレシピづくりとかや

ったこともありまして、そういった方々が引き続

きされているところです。 

 ただ、提供する場、あるいは申し込んだときに

こう、安定して運営する場っいうところに結びつ

いてない課題がございまして、対策会議にもそう

いうレシピづくりに参加された方とかも来られて

ましたので、具体的にお店を使ったり、あるいは

公民館的なところで、ハプニング的と言いますか、
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旅行の前もってのチラシには入ってないんだけど、

驚かれるような形で食の提供したりとかいう仕掛

けは引き続きやっていきたいと思います。郷土館

ですか、あそこの庭で、手打でツアーの方、ちょ

っとおもてなししたらかなり喜んでいただいたり

とかいう事例もございます。 

 地域の方々が素朴につくられる料理、あるいは

その飲食店の方がこう、プロとして提供される料

理、いずれも好評ではありますので、安定して、

お客様に出せるような形にはしていきたいとは思

っております。 

 また、私どものほうで補助金をつくってまして、

施設の改修をして、飲食店の方が喜んでいただけ

るようにちょっと、例えば寿司屋さんがちょっと

改修して個人客の受け入れもいつでもできるよう

にしたよとかいった取り組みも、ちょっとずつ数

がふえてきてますので、引き続きそういうのを支

援していきたいと思ってます。 

○委員（森永靖子）薩摩川内市で一番糖尿病が

多かったところが里だったんです。国の事業の中

で糖尿病教室というのを里でやったことがあるん

ですが、どうしてそういうのが多いのかっていう

アンケートなども取ってわかったんですけど、や

はり甑島の方々は独特のあれがあって、辛い物嗜

好なんですよね。ですから、甑島だけのいろんな

形でされるときや仕事をされる方も違うので、そ

れでもいいかもしれませんけど、これからは甑島

以外の方が訪れて、観光ですので、やはりそうい

うものに合わせた、やはり今、薄味にみんな慣れ

ておられるので、そういうことを気をつけながら

やってほしいというふうに思うんです。 

 それと、ブルー・ツーリズムを受け入れておら

れる人たちがほとんど食生活とか生活改善とかっ

て、そういうグループで勉強されてる方々が受け

入れておられるようなので、その人たちと一緒に

話す機会があって、そういうところから、やはり

食の改善をしていこうというふうに話し合い、今、

進めてるところであったり、やはり甑島ならでは

の海、山、丘、いろんなところのものが豊富なの

で、そういうものを使ったものを、一般向きなの

をレシピをつくったりしようというところまで今、

話が進んでるところなので、少し、そういうとこ

ろにも協力していただけるよう、力を注いでいた

だきたいというふうに思います。 

○委員長（佃 昌樹）要望であります。ほか

にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。次に、委員外議員の発言を許します。 

○議員（成川幸太郎）観光物産協会の数値が

出てますけど、１億９,０００万ぐらいで、

３,１００万ぐらいの経常利益が出るという、非

常に立派な数字が出てるので、運営支援事業補助

金も要らなくなるんじゃないかなと思うようなと

ころですけど、この中で、当初、昨年発足された

ときに説明受けました住宅事業売り上げの原価率

の算入がちょっと変わった形になってるんじゃな

いかと思いますが、いかがですか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

おっしゃるとおりで、これは速報値でございまし

て、決算時にちょっと仕分けをし直す部分がござ

います。そこでちょっと原価の計算は整理したい

と思ってます。 

○議員（小田原勇次郎）冒頭で、課長がシテ

ィセールスの今の現状の中で、準備期が終わって

実践期に入るという御説明の中で、私もいつも課

長には持論で、それはわかるんです。私はいつも

シティセールスというのは、まず市民の人たちが

自分の町に、売り込むのも大事なんですが、市民

の人たちが自分の町に魅力を感じることが核にな

った、それが初めての原点であるという話をいつ

も課長には申し上げるとこなんですが。皆さん方、

今、数々の事業を非常に売り込みの部分で、職員

一丸となって頑張っておられることには非常に敬

意を表するところなんですが、私は自分の認識と

しては、昨年のＦＭさつませんだいの、この開局

というのが、シティセールス元年にも匹敵するぐ

らい市民の目を開けたんじゃないかと。市民の目

が、あれによって開けたんじゃないかというよう

な認識を持っておる人間の１人です。皆さん方の

御努力を決してどうのこうの申し上げるつもりは

ないんですが、サポーター制度よりもＦＭ効果が

まさっておると言わざるを得ないような認識を持

っておる。ごめんなさい、これは皆様方の決して

卑下するわけじゃないんです。頑張りは認めた上

で、そのような認識を持っておるというので、申

し訳ないんですが御理解をいただきたい。 

 その中で、４点質問をさせていただきたいんで
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すが、もう短く簡潔に申し上げますので。森永委

員にこちらを見られましたので、短く４点。 

 １点目は、きゃんぱくにつきまして、ＦＭさつ

ませんだいが、あおマガの、あのマガジンでいろ

んな雑誌をつくって、有料広告で運営をされてお

られるんですが、きゃんぱくは、いわゆる民間に

利益が下りるんですが、やがてそういう自主運営

で、事業者にも負担をいただいてという方向性を

模索できないのかの考え方を１点、お示しくださ

い。今、委託料でやってますから。 

 ２点目は、今は佐賀県の武雄市のひとり勝ちな

んですが、Ｆｂ衣料品の、このオンラインショッ

プについても１６０万ぐらい確か委託料払ってま

したので、ここ辺りを今後、どういうふうな展望

を持っておられるのかが２点目。 

 ３点目が、いこいの村いむた池には無償譲渡で

いろんな財産を譲渡してるんですが、この前ちょ

っとお話しましたけど、地域の方からは宿泊料金

やら食事の料金の設定が随分高くなってるという

お声が上がってるんですが、こんだけ行政支援を

した中における料金設定の今後の見通しがあれば

お聞かせください。 

 最後に４点目。済みません。私は甑航路の存続

の議論を自分がした際に、甑航路は串木野新港で

おりる人たちは、いわゆる川内に入ってくると。

川内駅が要するに新幹線の発着になりますから、

核になりますから、串木野の人たちも当然に川内

駅で新幹線を利用するので、串木野との観光提携

もすべきだというのを私は主張、甑航路の一般質

問のときに主張をいたしました。ここに、連携っ

ていうのがようやく出てきたもんですから、今ま

で市長の一般質問の中では、北薩の出水、阿久根

は出てくるんですが、いちき串木野市がほとんど

出てこなかったもんですから、ここ辺りもちょっ

と今の手応え感を教えてください。 

 以上、４点です。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

小田原議員からは、いつも地元の人たちの盛り上

がりも大切だよとおっしゃってまして、もうその

とおりだと思って、私どもも思ってます。 

 私の仕事の３分の２は、実は地元向けでござい

まして、地元盛り上げ型の観光じゃないと、売り

込むときのネタがないもんですから、特に観光事

業者、地元の若い人たちとの盛り上げにちょっと

まだ時間を要してるところでございます。 

 その中で、ＦＭにつきましては、もうおっしゃ

るとおりで、これを使わない手はないっていうぐ

らいの連携を深めていきたいと考えております。

その考え方の延長線上にきゃんぱくも当然、あり

ます。 

 今、広告につきましては、実は今も広告料を取

っておりまして、業務委託からその広告料の分は

差し引いて、独自できゃんぱくが成り立つように

ってしております。広告料については担当グルー

プ長から答弁させます。 

 それから、きゃんぱく自体は、パートナーさん

からも負担金を取って、できるだけ自立していく

ようにっていうふうにしたいんですが、やはりお

客様から見ても、そこを出す価値があるかどうか

っていうところがあるので、そこは慎重にしなが

らやっていきたいと思います。 

 それから、武雄市のオンラインショップにつき

ましては、数字的には非常に苦戦しております。

武雄市長にあやかろうかっていう部分の実証実験

的なことがありまして、できる限りのことはやろ

うと思ってまして、今月もきびなごラーメンがヒ

ットしまして、一月で１５０セットぐらい、

２０万ぐらいの売り上げになってるんですけども、

そういったやはり商品の魅力と、オンラインショ

ップのシステムがちゃんと連動しないと価値がな

いっていうのがありまして。ただ、１６万の投資

効果についてはちょっと見極めが必要かというこ

とで、勝負の１年と考えてるところです。 

 それから、いちき串木野市との連携につきまし

ては、実は１年間に２回ぐらいは意見交換会をこ

れまでもやってきました。具体的に動けなかった

のは、例えばおれんじ鉄道とか、川内川というつ

ながりの部分が、航路の行き帰りだけでは非常に

弱かったんですが、今回、県の観光連盟が、いち

き串木野市と入来町まで含めた鹿児島発のツアー

をつくってみようかという話になりましたので、

県の観光連盟の方も交えて意見交換をやったとこ

ろでございます。この動きは、７月２０日の羽島

の薩摩藩留学生の記念館がオープンする予定があ

りますので、これに合わせて旅行会社のツアーを

今、県の観光連盟が予定してますので、いかにし

て羽島で終わるんじゃなくて、樋脇町、入来町ま

でお客様をこう、連れてきて、途中で食事をして
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いただいたり買い物をしていただくかっていう作

戦会議をしていきたいと思っております。引き続

き、そこは取り組んでいきます。 

 いむた池の料金の件については、ホテル側とち

ょっと話をしたんですが、やはり客単価的には高

めになって行かざるを得ないという考え方、基本

的にはあります。ただ、地域の方には３００円の、

今バイキングも割引をつけてますが、ああいう対

応をしていかないと、あんだけの施設をやっぱり

ペイしていくには、従来の２,０００円ちょっと

でこう、宴会させてたというような料金設定はち

ょっと厳しいということで承っております。地元

割引的な併用が出てくると思います。 

 きゃんぱくについての広告料は、担当グループ

長から説明をさせます。 

○観光事業グループ長（山元 勉）きゃんぱ

くにつきましては、詳細の数字はちょっと本日、

持って来ておりませんが、きゃんぱくのこういっ

た裏面のところとかに広告を入れたりしておりま

して、大体これが数字的には１回当たり２０万程

度の広告料を得ておりまして、２回やりますと

４０万程度の広告になっているかというふうに思

っております。数字につきましては、また後ほど、

またお持ちしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。 

 ここで、ちょっと協議会に切りかえたいと思い

ます。 

～～～～～～～～ 

          午後３時２分休憩 

          ～～～～～～～～ 

          午後３時９分開議 

          ～～～～～～～～ 

○委員長（佃 昌樹）本会議に戻します。 

以上で、観光・シティセールス課を終わります。

御苦労さんでした。 

 ここで、休憩をいたします。 

次は、３時２５分再開といたします。 

         ～～～～～～～～～ 

         午後３時 ９分休憩 

         ～～～～～～～～～ 

         午後３時２３分開議 

         ～～～～～～～～～ 

○委員長（佃 昌樹）休憩前に引き続き、会

議を再開したいと思います。 

────────────── 

△企画政策課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、企画政策課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第２６号 薩摩川内市地域活性化基

金条例の制定について 

○委員長（佃 昌樹）まず、議案第２６号薩

摩川内市地域活性化基金条例の制定についてを議

題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○企画政策課長（上大迫修）では、議案第

２６号につきまして、説明申し上げます。 

 議案綴りその２の２６―１ページをお開きくだ

さい。 

 本議案につきまして、提案理由の理由につきま

しては、本会議場にて説明いたしておりますので、

条例の内容に移らさせていただきます。２６―

２ページになります。 

 条例は、第１条において、その設置目的を本市

の地域振興及び地域経済の活性化に要する経費の

財源に充てるものとし、第２条は、積立金を予算

に定める額といたしております。また、第３条は、

基金の管理において、もっとも確立かつ有利な方

法による保管とすること。第４条は、運用益金の

処理について、歳入歳出予算に計上して掲示する

こと。第５条は、繰りかえ運用として必要に応じ

て現金を歳計現金として運用できること。第６条

は、目的達成のため、基金の全部あるいは一部を

繰り入れることができる規定を定めるもので、第

７条は、条例の施行に関し、必要な事項は市長が

定めるとするものであります。 

 ここで、別途提出しております議会資料を手元

にお願いいたします。議会資料でございます。 

 議会資料の１ページになりますが、よろしいで

しょうか。 

 本基金の積み立ては、第２におきまして、合併

特例債を活用した基金規模の算定ルールに基づく

上限額４０億円とし、その９５％について合併特

例債３８億円を活用するものであります。 

 また、基金の使途は３において記載しておりま

すが、地域成長戦略の趣旨に合致する事業を初め、



 

  －45－  

地域の振興及び経済の活性化に資するもので、新

たに実施する事業または拡充する部分について活

用するものであります。 

 基金の使途につきましては、その財源とする合

併特例債の性格から、償還した元金相当分を償還

後において活用する仕組みとなり、おおむね

１０年での償還を想定した場合、２６年度末の借

り入れとなりますと、２７年度中に償還した分を

２８年度に取り崩し、財源活用する流れであり、

単年度の使用額につきましてはおおむね３.５億

円程度の活用を想定するものでございます。 

 なお、基金を活用する具体的事業のうち、成長

戦略に関するものにつきましては、予算編成の作

業を通じましてアクションプランとして後ほど説

明することといたしております。 

 資料の下記に参考としまして、基金の取り崩し

のイメージを示すとともに、②において、基金で

活用する事業は、その財源を合併特例債とするこ

とから、新市まちづくり計画に掲げられたもので

ある必要であることを記載しておりますが、まち

づくり計画は基本的に市の総合計画に継承いたし

ており、次期総合計画に掲げる事業が対象になる

というふうに考えております。 

 以上が、議案第２６号薩摩川内市地域活性化基

金条例の制定についての説明でございます。よろ

しく御審査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりましたの

で、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）１点です。地域成長戦略の

趣旨に合致する事業であるということ、そして、

それは第２次総合計画に反映されるということ。

ということは、ざっと考えて、第１次総合計画と

第２次総合計画とは、大分第２次のほうが具体的

に明示されるのかな、つまり、第１次総合計画と

いうのは本当にもう文言で、言葉でずっとこの、

抽象的に書かれておりまして、どういうふうにで

も取れるという、言うてみれば、そういう、非常

にいいことを書いてあるんですが、よくよく読ん

でいくと抽象的でしかないというところが多かっ

たんですが、そうではなくて、第２次というのは

大分その具体的に表されるのかなという印象があ

るんですが、いかがですか。 

○企画政策課長（上大迫修）１次総合計画に

つきまして、委員から御指摘がございましたが、

１次計画が終盤を迎えまして、成長戦略を欠くな

ど、各分野の作業が具体化しておりますので、

２次総合計画、これからの１１年目から２０年目

に関します計画につきましては、より親身に、わ

かりやすく具体的な内容が記載できるよう、努め

てまいりたいと思います。 

 なお、計画の構成等につきましては、今、検討

中でございますので、今、発言しました内容等が

うまく表現できるように、また精査いたします。 

○委員（谷津由尚）もう１点です。償還済みの

部分しか取り崩しができないというルールみたい

なんですが、極端に言いましたら、１０年分全部

償還したら１０年分全部使えるということにはな

らないんですか。 

○企画政策課長（上大迫修）償還した分につ

いて、翌年度、基本的に取り崩すことができるよ

うになってますので、一括して償還しますと一括

使えますが、起債をするという目的は、その短期

間で資金の調達ができないということを前提にし

たものでございますので、複数年にわたりまして

償還した後、償還した分を翌年度使い、効率的な

施策に充てたいという考えでございます。 

○委員（谷津由尚）わかりました。 

○委員長（佃 昌樹）大丈夫ですか。 

 ちょっと追加説明をお願いしたい。今の償還の

部分についてなんですが、平成３１年度に取り崩

す場合っていうことで、償還済みが４年償還をし

て、ということで、償還分は取り崩すことができ

ると。具体的な数値でもう１回補足説明を、わか

りやすくお願いをしたいと思います。 

○企画政策課長（上大迫修）議会資料の

１ページに書いてます、右下の図でございますが、

この償還の計画は、一括で借り入れをしまして、

１０年間かけて均等に元金をお返しするというよ

うな設計の中に書いてあります。よって、１年目、

２年目、３年、４年目、それぞれ４億円ずつ返し

まして、１６億円元金を返し終わったとすれば、

五年目においてはその１６億円の一部を取り崩す

ことができるというふうに、今、考えて表を示し

ております。基本的には毎年４億円ずつ返します

ので、４億円返し終わりましたら前年度返し終わ

った分の元金を翌年度、３.５億程度計画的に使

用していくという考え方を持っているものでござ

います。 
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○委員長（佃 昌樹）わからんわけではない

んだけど、その、特例債という性格。何か、今、

説明では、特例債じゃなくて銀行から金を借りた

ような返済になってるから。 

○企画政策課長（上大迫修）合併特例債は、

その償還の元金及び利子の７割が交付税措置され

ますので、交付税措置されたものを取り崩して財

源に充てるっていう場合は、確実にお金を払い、

その分の償還を当該年度の交付税できちっと相殺

した上で、翌年度においてその使えるようにして

いくっていう形になりますんで、交付税措置が仮

になかった場合は、一般のその借り入れと全く同

じ考え方になるんですけども、このような使い方

は合併特例債であるがゆえに償還が終わった分だ

けを使うという形になっているところでございま

す。 

 普通の借り入れであれば、たくさん借りて、一

挙に使うことも可能で、後は月賦払いという形で

することは可能ですけど、そのような形ができま

せんで、あくまでも使う場合は前年度において償

還したものをその枠内において使ってくださいと

いうのが合併特例債の制度設計の中で指摘され、

制約がかかってる部分だというふうに御理解いた

だければと思います。 

○委員長（佃 昌樹）私が質問するというの

はおかしいんだけど、後年の負担を後年度で財源

の、何かな、交付はやるということになるわけね。

何かな、７割の補填については、後年度で見てい

きますよと、こういうことにしかならないと思う。 

○企画政策課長（上大迫修）もし４億円借り

入れをしたときは、借り入れをいたします。翌年

度４億円償還しました。償還するときに交付税も

きちっとその７５％の３億強についてお金が入っ

てきますので、その時点で交付税との相殺は終わ

ります。終わって、翌年度使えるという形になり

ますから、要するに後に返すお金を先に使ってし

まうんじゃなくて、返し終わった分で、自由にな

ったお金を翌年度使うっていう形になりますので、

財源の先取りではなくて、財源と交付税との関係

については、もうその償還の年度において整理が

ついたものを翌年度使うというふうに御理解いた

だければ、財源の先取りではないというふうに思

います。 

○委員長（佃 昌樹）ありがとうございまし

た。 

○委員（宮里兼実）例えば、我々が借り入れを

するがな、銀行から。例えば１,０００万なら

１,０００万借り入れをして、それをずっと、返

済していって、まだちいと足らんでもまた借ろう

かんねって思ったときに、その返済した枠の中で

また借りるようができるっていうのとまあ似たよ

うなもんけ。 

○企画政策課長（上大迫修）極めて民間ベー

スで、ちょっと例えが悪いかもしれませんけど、

１億円借りて１億円の抵当が入って、それがまあ

現金に抵当が入ってるって考えると、普通、抵当

外すためにはお金を払った分だけ抵当を外してい

くということになりますので、現実、借りて、銀

行に４億円返した時点で、そのお金が抵当が外れ

てきちっとその事業についてできる形になったと。 

 ですから、返した分だけまた借りるっていうこ

とはちょっと例えができませんけど、その抵当を

外すようなイメージで捉えていただいたほうがわ

かりやすいかもしれません。自由度が違ってきま

す。 

○委員長（佃 昌樹）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。委員外議員の発言を許します。ございません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。

これより、討論・採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）討論はないと認めます。

これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）御異議ないと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。 

────────────── 

△議案第２７号 薩摩川内市自治基本条例

の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（佃 昌樹）次に、議案第２７号薩

摩川内市自治基本条例の一部を改正する条例の制
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定についてを議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○企画政策課長（上大迫修）議案第２７号薩

摩川内市自治基本条例の一部を改正する条例の制

定についてでございます。議案つづりその２の

２７―１ページをお願いいたします。 

 先ほどと同様、提案理由につきましては本会議

にて説明いたしましたので、条例の内容に移らさ

せていただきます。２７―２ページをお願いいた

します。 

 改正の内容は、総合計画の策定等を定めました

自治基本条例第２７条中２項以下を繰り下げ、新

たに２項といたしまして、総合計画は薩摩川内市

の目指すべき将来像としての基本構想及びこれに

基づく基本計画で構成するものと規定し、基本構

想の策定に当たりましては、議会の議決を得るも

のとすると、その手続に関する規定を加えるもの

でございます。 

 ここで、別途提出しております議会資料を再度

お手元にお願いいたします。２ページになります。 

 議会資料２ページの１の提案の趣旨にあります

が、総合計画は、昭和４５年の自治改正によりそ

の策定が義務づけられ、自治法第２条第４項にお

きまして、以下の記述になっております。「市町

村は、その事務を処理するに当たって、議会の議

決を経てその地域における総合的かつ計画的な行

政運営を図るための基本構想を定め、これに即し

て行うこと」と規定されておりましたが、２３年

８月の自治法改正により、この項が削除され、策

定の法的義務がなくなったところでございます。 

 本市は、これまで本自治法の規定に基づきまし

て、策定し、策定に対して議会の議決を得るよう

手続を取ってまいりましたが、さきの改正を受け

まして、現在作業を進めようとしております第

２次総合計画の議会の議決を求めることについて

議論し、整理をしたところでございます。 

 なお、総合計画の策定は、２０年１０月策定い

たしました本市の最高法規でございます自治基本

条例、本条例の２７条第１項におきまして、市は、

総合的な市政運営の指針として長期的な展望に立

った計画、総合計画を、この条例の趣旨に即して

策定しなければならないと規定を盛り込んでおり、

自治法の策定義務がなくなったといたしましても、

市としての策定する方針は確認されております。 

 このため、本条例の改正では、２の（１）に示

しておりますように、総合計画の構成と、基本構

想について議会の議決を得ることを追加し、対処

するものでございます。 

 なお、第２次総合計画にかかわります策定スケ

ジュールは、３でお示ししておりますとおり、本

年３月までに第１次総合計画の振り返り、２次に

向けた課題等の整理及び２次の計画期間及び計画

構成の検討を進めてまいります。また、４月以降

につきましては、基本理念、将来都市像とともに、

政策施策体系を含めます基本構想案、基本計画案

の検討を進めていきたいというふうに考えており

ます。 

 また、９月には基本構想案を議案として上程し

ていく考えであり、計画期間が終了いたします来

年３月までには、基本構想及び基本計画の策定ま

での作業を終えたいというふうに考えているもの

でございます。 

 以上、第２７号薩摩川内市自治基本条例の一部

を改正する条例の制定についての説明を終わりま

す。よろしく御審査賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。

それでは質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）第２次総合計画の策定スケ

ジュールの中で、基本構想（案）の検討というこ

とで、平成２６年４月からというような形になっ

てるんですけど、これはいつというのは、この場

では明確にできないんでしょうか。 

○企画政策課長（上大迫修）今現在、３月の

１８日でございますが、３月までというふうな部

分に書いてありますけども、今現在、１次総合計

画の振り返り課題の整理を終えまして、次期総合

計画を基幹的にどうするのか、構成的にどうする

のかっていう議論・検討の収束を得ようとしてお

ります。 

 その際に、２次総合計画の政策施策体系も頭に

入れながら、おおむね骨格を固めていくわけです

けど、具体的に基本計画の案の文章及びその下位

にあります基本計画の案のその掲げる事業内容等

につきましては、４月以降に政策体系の全体の確

認を持って、作業をスタートさせたいというふう

に考えておりますので、４月のいつかっていうこ

とでございますが、６月までの作業を考えますと、
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４月の上旬、第１週ぐらいからは本格的な作業に

移行したいというふうに考えているところでござ

います。 

○委員（谷津由尚）４月以降ということなんで

すけども、９月のこの基本構想案の上程を迎える

までには、何らかのその大枠か何かも示されない、

４月以降からこの検討には入りますが、あとはも

う９月まで情報はないということですか。 

○企画政策課長（上大迫修）今、触れました、

基本理念でありますとか将来都市像、１０年後の

都市像でありますとか、政策施策体系等につきま

しては、経過的な説明としまして６月議会におい

て機会を設けたいというふうに思っております。 

○委員長（佃 昌樹）経過的な説明というこ

とですね。はい。ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。委員外議員の発言を許します。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。

これより討論・採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）討論はないと認めます。

これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）御異議ないと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。 

────────────── 

△議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（佃 昌樹）ここで、審査を一時中

止しておりました議案第３７号平成２６年度薩摩

川内市一般会計予算を議題とします。 

 まず、部長の概要説明を求めます。 

○企画政策部長（永田一廣）企画政策部でご

ざいます。本日、そしてあしたの２日間にわたり

まして、企画政策部内の２６年度予算に関する審

査方、よろしくお願いいたします。 

 それでは、委員長指示ございました、企画政策

課の事業概要を説明いたしますが、この後、あし

たもそうですが、部内の６課室の概要につきまし

ては、お配りしております表紙がピンク色の資料

です。当初予算概要、ピンク色の冊子になります。 

 このうち、事業概要が中ほどから各課ごとに記

載されておりますので、これにより説明いたしま

す。また、各課予算に関しまして、この後、委員

会資料を準備してるものもございますので、説明

のほうはできるだけ簡潔にさせていただきますこ

とを御了承願います。 

 それでは、企画政策課事業概要の２７ページか

らになります。２７ページ中段からになります。 

 それでは早速。樋脇高校跡地利活用、これにつ

きましては、グラウンドゴルフ場整備に向けて、

不要な、要らない建物を解体するための設計業務

を計上。次の第２次総合計画策定につきましては、

先ほど審査いただきましたが、資料でもご説明の

とおり、本年９月定例会をめどに議会のほうにも

相談しながら基本構想の上程を予定しております。 

 次の２８ページになります。地域成長戦略につ

きましては、もう議会でも再々御答弁しておりま

すが、４分野のうち職員並びに医療介護周辺ビジ

ネス、この二つの成長分野、まだ研究段階にある

ところでございます。このため、この二つの分野

のビジネスモデルを策定、また支援策の検討や、

支援体制スキムを構築しますとともに、先ほど議

案審査いただきました地域活性化基金４０億円を

創設するものでございます。 

 次の、甑島国定公園化推進事業では、今後の効

果的な施策展開を図るための甑島の振興ビジョン

策定などを予定しております。 

 なお、この甑の国定公園化につきましては、今

週２１日金曜日、祝日になりますが、甑島にかか

わりますシンポジウムを開催する予定でございま

す。議員の皆様方、大変お忙しい中ではございま

すが、参加いただきますよう、この場を借りてお

願い申し上げるところでございます。 

 次の、全国離島交流中学生野球大会、いわゆる

離島甲子園と言われるものでございます。８月に

新潟県の佐渡市で開催されますので、今回、６回

目の参加を予定し、その出場経費を計上してござ

います。 

 ２９ページになります。甑島輸送支援事業は、

これは本年度２５年度からの継続事業になります。

離島振興法を受けました離島活性化交付金を活用
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いたしまして、記載の甑島の三つの産品にかかわ

ります移送費を国及び市で助成するものでござい

ます。 

 次の２件、定住支援センター事業と次の定住促

進補助金は、４期目のスタートになります。定住

に関する情報発信など、一元的なサービス提供と、

市内への転入者への補助を行います。 

 次のページ、３０ページをお願いいいたします。

ゴールド集落関連ですけれども、今回、制度の内

容を変更してございます。これも後ほど説明いた

しますが、合わせて事業名称も変更してございま

す。大きく言いますと、これまで居住といった点

に関しまして助成する制度でございましたが、住

宅を取得し、あるいは住宅を手に入れて改修され

る、いわゆる定住に着眼した制度に大きく変えて

ございます。 

 次の借上型移住体験住宅、金額は１００万でご

ざいますが、空き家を市のほうで借り上げまして、

本市に移住を希望される希望者の体験住宅として

今回、利活用するもの、新規事業でございます。 

 さらに、次の空き家改修支援事業、議会質問で

も答弁いたしましたが、空き家の利活用という面

から空き家を改修することに対し、地区コミ、自

治会、あるいは個人市民に対して支援することに

より、空き家の有効活用を促進したいとするもの

でございます。 

 最後に、記載しておりませんけれども、川内駅

東口公共用地利活用につきまして、明後日、

２０日になります、３月２０日を期限に現在、事

業提案を受け付けているその期間中でございます。

こちらも今後の進め方について、資料により説明

させていただきます。 

 以上、私のほうから以上でございますが、予算

の概要につきまして、課長から説明いたします。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、当局の補足

説明を求めます。 

○企画政策課長（上大迫修）では、議案第

３７号でございます。平成２６年度薩摩川内市一

般会計予算のうち、所管の予算について説明申し

上げます。 

 では、歳出から予算調書にて説明させていただ

きます。予算調書の９２ページ、９２ページをお

願いいたします。 

 上段になりますが、２款１項６目の事項、企画

総務費でございます。予算額１７３万円でござい

ますが、企画政策課内の共通経費及び経営会議等

に要する経費であり、説明欄のとおり臨時職員雇

上料、これは五つ月分になります。と、会議運営

に係ります旅費が主なものでございます。 

 ９２ページ下段になりますが、事項、企画開発

費でございます。予算の総額はかなり大きく

４０億４,９３０万６,０００円でございます。こ

れは、企画調整業務等に要する経費で、説明は目

的別にさせていただきます。右側の説明になりま

すが、順番のほうが多少入代わりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 一つ目の目的としましては、総合計画策定に係

る自治総合審議会委員の報酬及び総合計画策定の

支援業務委託でございます。 

 次に、定住自立兼共生ビジョン懇談会委員の借

金、これは改定益のため４回ほどの予算を計上す

るものでございます。 

 三つ目、川内駅東口市有地利活用事業に係るも

ので、一つに応募事業者の信用調査業務の委託及

び同事業敷地内に埋設物がございますので、この

撤去工事費でございます。 

 四つ目、旧樋脇高校跡地利活用に係ります不要

校舎等の解体に係る設計委託でございます。 

 五つ目でございます。地域成長戦略に係ります

食品、医療、介護ビジネス及び仮称産業支援セン

ターの研究調査など、アクションプラン支援業務

等が業務の中でございます。 

 六つ目になります。先ほど説明申し上げました、

地域活性化基金創設に伴う積立金でございます。 

 最後には、県過疎地域自立促進協議会負担金等

が主なものとなっております。総額４０億

４,９３０万６,０００円でございます。 

 めくっていただきまして、予算調書は９３ペー

ジをお願いいたします。この事項は、甑島地域振

興費となっておりまして、予算総額５,６５５万

７,０００円、これは甑地域の振興に要する経費

で、目的別に申し上げますと、１番目に甑島国定

公園化に係ります推進計画策定との業務委託、国

定公園指定記念碑の設置工事でございます。二つ

目には、鹿児島県離島振興協議会等の負担金及び

事業として実施します全国離島交流中学生野球大

会の参加負担金となっております。 
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 最後になりますが、甑島戦略産品の海上輸送費

補助がこの項の主なものとなっております。 

 なお、先ほど部長のほうが、当初予算概要の

２８ページにて甑島国定公園化推進事業の概要は

説明したとおりでございます。 

 次に、下段の土地対策費でございます。３８万

８,０００円は国土利用計画法に基づく届け出事

務に係る経費で、臨時職員雇上料及び土地利用に

係るパンフレット印刷費が主なものとなっており

ます。 

 次に、９４ページとなります。９４ページの定

住促進対策事業費６,７８６万８,０００円は、定

住促進対策の推進等の業務に係る経費でございま

す。 

 まず一つに、定住支援センターの嘱託員の報酬、

二つ目に転入者等へのパスポート、おじゃるパス

の印刷経費、三つ目に定住の住宅取得リフォーム

及び新幹線通勤定期等に係ります補助金、最後に

四つ目でございますが、２６年新規にスタートさ

せます移定住体験のための住宅借上料が主なもの

となっております。 

 次に、下段のゴールド集落活性化事業費

２,３７２万円は、ゴールド集落対策事業の推進

に係る経費でございまして、ゴールド集落への定

住のほか、定住住宅取得リフォームに対する補助

が主なものとなっております。定住として定住住

宅の取得リフォームに係る補助金が主なものとな

っております。 

 次に、９５ページになります。９５ページの空

き家利活用対策事業費１,２００万円は、空き家

の利活用対策に係る経費で、新規にスタートする

空き家改修支援事業補助金となっております。 

 下段になりますが、２款５項１目の一般管理事

務費につきまして、予算額１,６４１万円は、

国・県が実施する統計調査事務に係る経費で、統

計事務に従事いたします職員２名の職員給与費の

ほか、市民所得推計事務の委託費、鹿児島県統計

協会負担金が主なものとなっております。 

 ９６ページになります。統計に関しまして、次

の ペ ージ は基 幹統 計調査 費 １ ,８ ９１万

３,０００円となっております。２６年度に実施

される農林業センサス等の基幹統計調査に係る経

費で、指導員及び調査員の報酬、臨時職員雇上料

のほか、農林業センサス書類審査専用電話機能設

置及び撤去に係る経費が主なものとなっておりま

す。 

 以上が歳出でございます。 

 次に、予算調書１２ページをお願いいたします。

歳入に移らさせていただきます。 

 １２ページでございます。予算の科目９款１項

１ 目 国 有 提 供 施 設 等 市 町 村 助 成 交 付 金

１,３５０万円は、基地交付金と呼ばれるもので

ございます。陸上自衛隊川内駐屯地及び航空自衛

隊下甑分屯地の固定資産税に相当するものであり、

基地交付金の総額の１０分の７を対象者の価格に

応じ、また１０分の３を資産の種類、用途、市町

村財政状況により按分されており、１,３５０万

円の計上でございます。 

 次の１５款２項１目国庫補助金につきましては、

総額１０億１,１６７万７,０００円となっており

ますが、総務管理費補助金としての定住促進地域

活性化事業補助金のほか、電源立地地域対策交付

金、離島活性化交付金の三つが主なものとなりま

す。 

 なお、定住促進地域活性化交付金は、国土交通

省所管の補助金であり、定住促進補助金の一部に

充当してるものでございます。 

 次に、電源立地地域対策交付金は、国から直接

交付されます、長期発展対策交付金であり、９億

６,１３２万７,０００円は、議会のときにもあり

ましたとおり、発電電力量、長期稼働算定、使用

済核燃料の貯蔵量に基づきます三つの算定式に基

づきまして交付されております。 

 なお、発電電力量による算定は、低収であるた

め見直しの適用が本年度されるという見込みから

その額をしており、長期稼働分につきましては、

１号機が運転開始後３０年経過するため増額分

１億円を加算し、計上したものでございます。 

 離島活性化交付金につきましては、甑島輸送支

援事業に対するもので、甑島から本土に輸出しま

す戦略産品、現在３品目でございますが、これに

かかわります本土甑島からの移送費に対する助成

でございます。 

 次、１６款２項１目県の補助金になります。

３億５,５１１万７,０００円は、総務管理補助金

でございますが、土地利用規制等対策交付金、電

源立地地域対策交付金の二つとなっております。

土地利用規制等対策交付金につきましては、国土



 

  －51－  

利用計画法に基づきます土地売買届けに係ります

事務交付金でございます。届け出の実績に基づく

配分として計上し、次に、電源立地対策交付金に

つきまして、総額３億５,４９７万４,０００円は

電力移出県分と周辺交付金等の二つでございます。

いつでも国から県に交付され、県が所在市町村等

に交付するものでございます。 

 一つ目の移出県交付金は、２会計年度前の発電

実績に基づき、移出電力量に基づき、県へ交付さ

れるもので、本年度、市のほうが補助申請します

事業に対しての交付というものを見込み、１億

３,５５０万７,０００円を計上いたしました。ま

た、周辺交付金は電力需要化等との契約電力量に

基づき、県へ交付額が示されるもので、それぞれ

の自治体ごとに算定されることから、その試算額

本市分２億１,９９６万７,０００円を計上したも

のでございます。 

 次に、予算調書は１３ページになりますが、

１６款３項１目県移出金につきましては、ごらん

のとおり商業統計調査、経済センサス、農業セン

サスとの１０統計事業に係る委託金及び土地字の

新設廃止に係る事務移譲に係る委託金でございま

す。 

 最後になりますが、２１款５項４目雑入

１０５万円は、新年度に事業をスタートさせます

移定住体験事業に係ります住宅使用料及び地域活

性化センターからの助成金、地図の実費収入等と

なっております。 

 次に、予算書におきましては最後になります。

予算書の８ページをお願いいたします。債務負担

行為となります。予算書でございます。 

 予算書８ページにつきましては、第２表債務負

担行為でございます。二つ、８ページでございま

す。事項、定住促進補助金は、交付金定額の半分

を翌年度から５年間にわたり５分の１ずつ交付す

るルールとなっているため、２７年度決定分につ

いて、２７から３１年までの交付期間について

２,５５０万円の限度額の設定を。次に、ゴール

ド集落定住促進補助金につきましても、定住促進

補助金と同様の交付ルールとしているため、

２７から３１までの５年間につきまして

１,１８４万円の限度額を設定するものをお願い

するものでございます。 

 ページはめくっていただきまして、９ページと

なります。この項につきましては、薩摩川内市土

地開発公社事業資金融資元利金債務保証となりま

すが、市が委託しております中郷五代線用地取得

に関し、土地開発公社が資金調達等のため２億

５,０００万の借り入れを見込んでいるため、資

金返済までの債務保証を設定をお願いするもので

ございます。 

 予算書での説明は以上でございます。 

 委員長、引き続きまして、企画経済資料におき

まして、予算で触れました関係事業について説明

してよろしいでしょうか。 

○委員長（佃 昌樹）はい、どうぞ。 

○企画政策課長（上大迫修）お手元に、申し

訳ありません、２６年度３月議会企画経済委員会

資料（企画政策部）の資料をお願いしたいと思い

ます。 

 資料につきましては、２ページからお願いいた

します。 

 まず、一つ目でございますが、部長の説明にも

ありましたとおり、川内駅東口市有地活用事業に

係るプロポーザルの経過でございます。 

 まず、２から説明申し上げます。これまでの経

過でなりますが、１１月２８日にプロポーザル事

業の募集要項を公表いたしまして、その後、

１２月に募集要項の事業者説明会を開催、８事業

者の参加をいただいたところでございます。８事

業者。その後、要綱に関する質疑等交わしながら、

本年１月末を持って応募者登録を締め切りまして、

２団体事業者から登録いただいたところでござい

ます。 

 ３の、今後の予定となりますが、先ほど説明さ

せていただきましたとおり、３月２０日の応募登

録者からの応募書類受け付けを受けまして、締切

期限であります２０日までの提出を受けまして、

４月には事業選定に係る委員会の活動を自主的に

スタートさせ、書類及びヒアリング等の２段階で

の審査を進めることといたします。５月中には最

終優秀者の該当があれば、最終優秀者の選定を終

える流れとなります。なお、選定の結果等につき

ましては、事業におきまして公表するルールとい

たしております。 

 その後、２６年度中におきましては、年度末ま

でに事業者等の協議を進め、合意に至れば事業予

定借地権設定のための契約を締結し、年度内には
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事業者に工事を委託したいと考えております。な

お、事業の全体としましては、契約締結後３年間

での事業竣工と、開業となる流れとして対応して

まいりたいというふうに考える次第でございます。 

 次に、隣のページ、３ページになります。成長

戦略アクションプランの編成についてであります。

アクションプランにつきましては、地域成長戦略

で示しました職員次世代等のビジネス分野ごとの

ロードマップに基づきまして、２６年度にどのよ

うな取り組みを実施していくのかを示すものでご

ざいます。特に２６年度、新規拡充と継続を含め

た全体事業費は、お示ししていますとおり、

３ページの上段にあります４億４,０００万円と

なっておりますが、５ページから６ページにかけ

まして、新規拡充事業１１事業についてお示しし

ておりますので、後ほどごらんいただきたいと思

いますが、この部分については１１事業で

２.１億円となっております。今回、新たに造成

いたします地域活性化基金につきましては、この

新規拡充部分におきまして、今年度活用していく

という考え方のもとに造成を計画しているもので

ございます。 

 次に、６ページになります。樋脇グラウンドゴ

ルフ整備計画の概要についてでございます。まず

１番目、これまでの経緯となっておりますが、地

元との協議を踏まえ、旧樋脇高校跡地の利活用策

としてグラウンドゴルフ場を整備すべく、２５年

度予算での基本設計作業と並行いたしまして、基

本計画の検討を進めてまいりましたが、基本的な

方向性が支持できたことから、昨年１２月に県へ

の土地建物の無償譲渡申請を行い、本年２月に譲

渡契約を締結いたしております。４月には土地建

物の全てが市に引き継がれることになったところ

でございます。なお、施設の整備に当たりまして

は、樋脇高校跡地に隣接するごらんの図面でござ

いますが、全体は約１０ヘクタールほどになりま

すけども、隣接する施設等含めた経費全体を捉え

て進める考え方としております。 

 ２番目の、基本計画としての基本的な考え方に

つきましては、利用者に対するアンケートや先進

事例等の調査を踏まえ、コース数は九州大会並び

に全国大会が開催できる規模とすることといたし

まして、８コース６４ホールを完備すること、ま

た、コースの形状は他地域との差別化、魅力を高

めるべく、変化、アンジュレーションのあるコー

スとすることといたしております。 

 資料のほうは、７ページに移りますが、３の今

後の課題につきまして、樋脇高校跡地に隣接しま

す市の体育館やグラウンド、ホッケー等の競技施

設など、既存施設も含め一体的な利活用を図る方

針であること、最終的には地域振興に結びつける

ことでなければならないことから、市、地元双方

が連携しながら整理すべき課題等が残されて、連

携して対応しなければならない課題等が残されて

おり、特に地元にありましては、完成後の施設管

理や運用を視野に入れた組織づくりを進めていた

だきたいというふうに考えております。 

 今後のスケジュールにつきましては、４の経過

と予定のところにお示ししておりますが、本年度

におきまして不要建物の解体設計を実施し、

２７年度には建物解体をするとともに、建物の詳

細設計等整備を一体的に発注し、早期完成を図っ

ていきたいと考えております。 

 なお、設計施工一括方式での発注と工期等を踏

まえる中、建物解体の前倒しについての検討が必

要なこともあり得るというふうに考えております。 

 次に、資料は８ページになります。定住促進補

助制度についてでございます。さきの１２月議会

におきまして、関連上での改正時に一度説明して

おりますが、今回改めて改正分について説明を申

し上げます。資料は９ページの６、現行制度との

比較表において説明させていただきます。 

 まず、住宅の取得及びリフォームのうち、丙地

域につきまして取得については３０万円、リフ

ォームについては２０万円であったもの、それぞ

れ１５万円、１０万円といたしました。 

 続きまして、リフォーム分につきましては、子

育て加算といたしまして１８歳未満の子どもに

５０万円を上限に１人につき１０万円の加算を、

市内事業者への発注の場合には１０万円の加算を

新たに設け、グレーの部分が変更点となったとこ

ろでございます。 

 次に、めくっていただきまして、表題の２で

ゴールド集落定住促進補助事業についてでござい

ますが、２の制度案の概要について、制度概要に

ついてをお示ししておりますが、交付の要件を大

幅に見直し、従来、ゴールド集落地域へ転入ある

いは転居する居住場所の変更のみを条件としてお
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りましたが、恒久的な地域定住を促すため、住宅

を取得あるいはリフォームしての転入、転居に改

めております。 

 １０ページの３番のところに、３の現行制度と

の比較表ごらんいただきますと、住宅リフォーム

の基本的な部分、取得リフォーム分は定住促進補

助と同水準とし、双方に従前からあった１８歳未

満の子どもにつき上限５０万、１人当たり１０万

の加算を実施いたします。１人当たり年６万円の

ゴールド集落加算も維持したほか、新たに市内事

業者への発注による市内業者加算を追加しており

ますので、グレーの部分につきまして拡充したと

いうところでございます。 

 次に、１１ページになりますが、移住交流体験

住宅事業の実施でございます。本制度は２６年度

にスタートさせるもので、１の制度導入の方針に

記載しておりますけども、本市への移住を検討希

望されてる方にその体験できる環境を提供するも

ので、２の制度概要のとおり、市が空き家バンク

に登録された物件を年間通じて借り上げをいたし

ます。また、滞在に必要な物品等、手当てし、利

用いただくものとなっております。 

 続きまして、利用につきましては、下段に書い

てありますとおり、（２）で示しておりますとお

り、移住や田舎暮らしの体験を希望される方、既

に本市への移住を決定し、住宅を借りるまで、あ

るいは建築を終えるまでの間の利用を想定するも

のでございます。 

 （３）になりますけども、住宅の使用は最大で

３０日まで、１泊光熱費込みの基本的な金額は

２,０００円の負担をいただくという形で設定し

ております。なお、実施しますエリア、物件等に

つきましては、空き家バンクに登録され、上川内

の物件が１件ございますので、それを想定したも

のでございます。なお、制度の流れにつきまして

は、３番に書いてありますが、定住審査を窓口に

作業を進めてまいります。 

 次にめくっていただきまして、１２ページにな

ります。空き家改修支援事業についてでございま

すが、本事業も２６年度にスタートさせるもので

ございます。事業の目的は空き家の有効活用を図

るための補助制度でありまして、対象とする空き

家は、ここでは利活用する場合の空き家の定義に

なりますけども、２に示しておりますとおり、

３年以上居住した実態がないもの、建築後１０年

以上経過したものであること、ただし、共同住宅

貸家等につきましては、対象としないということ

で除外してございます。これらにつきましては、

右側の矢印で書いてありますとおり、申請後、水

道料金の使用期限がどうであったのか、周辺地域

での聞き取りなど、実態調査などに基づき事実確

認をしていくという形となっております。 

 また、制度を活用できるものにつきましては、

３の対象者及び事業内容の記載のとおり、地区コ

ミュニティ協議会、自治会と個人の方になります。

地区コミュニティ協議会等につきましては、交流

サロンでありますとか、コミュニティビジネス等

によります地域課題の解消をする目的で、空き家

を借り入れ改修する場合で、補助率は４分の３、

上限額は３００万とし、補助に当たっての条件は、

改修した後、５年以上それを使用いただくという

ことでございます。 

 一方、個人の方につきましては、みずからが居

住の居住時用の目的で所有する空き家を改修する、

もしくは他から借り入れた空き家を居住目的で改

修するもので、補助率は３分の１、上限は４０万

円といたしております。なお、個人の条件につき

ましては、改修後３年以上居住いただくこととい

たしております。 

 補助の対象の整理でございますが、４に示して

おりますけども、基本的には建築住宅課が所管し

ます既存住宅改修事業と同じ内容となっておりま

す。なお、申請の際の添付資料につきましては、

５に示したとおりでございます。 

 ６になりますけども、本補助制度は本年６月か

らスタートさせたいというふうに考えておりまし

て、向こう３年間事業を実施し、検証してみたい

というふうに考えます。 

 なお、７に記載しておりますが、同一住宅に限

りましては１回限り、市内事業者での改修を絶対

的条件に賦課しているほか、コミュニティ協議会

につきましては、コミュニティ課が所管します地

区コミュニティ活性化事業との併用を可能という

形で整理する方針といたしております。 

 最後、１４ページになりますが、１４ページか

ら１７ページにかけまして、統計調査の関係の事

業一覧をつけておりますけども、事業の実施時期

や目的、対象について記載したものでございます。
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後ほど確認いただきたいと思いますが、国・県合

わせまして毎月実施するものが一つ、毎年度実施

するものが２と統計１推計ですので三つの業務が

ございます。５年ごとに回ってきました統計調査

が来年度は５統計ございますので、業務といたし

ましてはそのような展開になろうかというふうに

考えてるものでございます。 

 大変長くなって恐縮でございますが、企画政策

課所管の予算に関する説明を終わらせていただき

ます。よろしく御審査賜りますようお願い申し上

げます。 

○委員長（佃 昌樹）ただいま、予算関係に

ついて当局の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）３ページの地域成長戦略ア

クションプランの編成ということで丸の一番上な

んですけど。これ、支援業務委託ということで、

これは確認ですけど、その地域の資源や産業構造

を踏まえた事業化モデルを策定し、事業化に取り

組む、取り組もうとする意欲的な事業者に支援す

るものという。つまり、その事業者にそれぞれの

地域の資源や産業構造を踏まえた上で、事業化モ

デルまでつくってくれということなんですか。 

○企画政策課長（上大迫修）ここでの部分、

約１,０００万の予算という形になっております

けども、この委託業務の中では地域の資源や産業

構造を踏まえた現状の分析に基づき、また地の利

とかいろいろなこともして、薩摩川内市に必要な

食品ビジネス、医療・介護周辺ビジネスについて、

こういったモデル方向性で取り組むべきだという

ことをある程度提案いただこうというふうに思っ

ています。 

 その中で、そのモデル化に向けて必要な施策等

を整理をいたしますので、それに手を挙げられる

事業者等に分科会等を設置いただきながら取り組

んでいただこうという形でございます。 

○委員（谷津由尚）ということは、対象となる

のはとりあえずは市内の既存企業、あるいは市外

であっても割とその近辺にある既存企業というこ

とに、そういう解釈でいいですか。 

○企画政策課長（上大迫修）分析に当たりま

しては、市内の事業者のリサーチをいたします。

また、必要におきましては市外の事業者のリサー

チもいたしますので、対象は市内だけに限らない

という形にはなろうかと思います。 

 ただし、委員会の発足をさせていただく中で、

食品では地元企業者にも参画いただいて、学識経

験者等も含めてやっていきますので、リサーチの

対象としては市内、市外問わず実施いたしますけ

ども、最後、事業化のモデルとして手を挙げ取り

組んでいただく方については市内の事業者の方に

なるのではないかなと、もしくは連携する主体と

しては市内のコアの部分と市外のノウハウの部分

を結びつけるという形の捉え方になっていくので

はないかなと思っております。 

○委員（谷津由尚）はい、わかりました。 

 それで、この事業費が１,０００万というふう

に組まれてるんですけど、これはどういう形で、

その支援をされる予定ですか。 

○企画政策課長（上大迫修）先ほど申し上げ

ましたが、事業化モデル、本市に必要な事業化っ

ていうのはどういうものかっていうことが選び出

されてきますので、それに対する必要な支援策に

ついては組織します研究会等で具体的な支援内容

を決めていく、要するに選定していくという形に

なります。 

 支援策等が、形が見えてきた場合は、その支援

策を用いて実際、事業化される方に手を挙げてい

ただいて、分科会の中で本当の事業化に向けたそ

の活動をしていただこうかなというふうに考えて

るものでございます。 

 よって、今回の全体のこのアクションプラン支

援業務におきましては、今後薩摩川内市に必要な

食品ビジネス、医療・介護周辺ビジネスにおいて、

支援スキームとしてはどういったものがあるのか

っていったものがまず一つ整理をされ、同時に、

支援体制等の全体像につきましては、産業全体に

必要な支援体制をどのように構築していくのかっ

ていった課題を浮き彫りにして、実際の発足に向

けたステップを整理していこうというふうに考え

ております。 

○委員（谷津由尚）わかりました。 

 ちょっと私が今、非常に違和感があるのは、そ

の既存企業の皆さんに、１社限定でもいいですし、

１社の限定にしてこういうのをされるんでしょう

し。こう考えてると。その企業さん中心になって

いろいろこういう事業化モデルをつくっていただ

きたいとかいうことをお願いするにしても、この
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事業費、要らんと思うんですよ。だって、その方

の事業ですから、そこに対して市がこれだけの規

模でこれだけの設備投資を打ってとかいうんであ

れば、これは事業費は必要ですよ。助成は、支援

としては必要だと思うんですが、あくまでその市

内の既存企業に対して、既存ビジネスに対してこ

ういう形で事業化モデルをつくっていってほしい

という、それはこういう方向で、もっと具体的に

は、提示されるとは思うんですけど、こういう方

向でぜひその食品ビジネスとして、例えば事業化、

事業モデルをつくっていってほしいんだというこ

ということ、言われるときに、その、そういうこ

とのために支援というのはどうなんでしょうね。 

 これ、逆に言うと、その事業体にしてみれば、

当たり前のことなんですよね。やりたくないとこ

ろを市から言われてやるんだっていう、そういう

んじゃあもう最初からうまくいかんわけで。私は

そこに対して最初から支援という形で例えば事業

費１,０００万ありますよと。ちょっとそれは、

この財政運営プログラムの趣旨からいっても外れ

るんではないかと思うんですけど、そこはどうで

すか。 

○企画政策課長（上大迫修）御指摘の部分は

もっともだというふうに思っております。 

 今回、食品ビジネスにおきまして、薩摩川内市

が追求する食品ビジネス像というのはこういった

ものだっていうのが多分見えてまいります。そう

したときに、それに向かって取り組もうとする事

業者の方々が、今、抱えているその商品をつくる、

もしくは流通に乗せる、技術革新をするっていう

ようないろんな課題等に対しまして、どういった

携わり方ができるのかっていった部分が、支援制

度として必要になってくるのかっていう判断にな

りますので、そこら辺はきちっと見極めた上で、

なおかつ、実際取り組まれる方々が企業戦略とし

てリスクをどこまで取るのかっていった部分も、

そこら辺については、その見えるか、ちょっとし

ていきたいなというふうに思ってます。 

 よって、将来的に支援策でもって、やる気のあ

る方の費用負担はなしに、何もかもやるっていう

ことではなくて、それを着実に早いスピードで結

実させるために、行政がどこまでできるのか、や

るべきなのかっていうのが、この調査を通じて出

してきた答えの一つだというふうに説明させてい

ただきたいというふうに思います。 

 ですから、全て行政が支援して何もかもすると

いうことではなくて、今、その取り組みをされよ

うとする方々が動きが取れない部分を少しでも後

押しできるような環境と仕組みをつくっていくこ

とが、成長戦略の中で、早い段階で事業が結実す

るのではないかという思いでございます。 

○委員（谷津由尚）問題はもう一つあって、ど

うやってこれ、選定されるんですかと。その複数

の業者、限定の業者でもいいです。市内に既存の

全同業者を対象にするんであればまだしも、それ、

現実的にできない話で、いずれにしても絞り込ま

にゃあいかんと思うんですけど。そこに、そこの

方法がこの支援金と相まって、その、公平ではな

いというふうな印象がもし出るんであれば、これ

は紙一重だと思うんですけど。出る可能性もある

と思うんですね。その辺はどうお考えですか。 

○企画政策課長（上大迫修）これから見えて

くる地域の課題から薩摩川内市に必要な事業化の

モデルなり、そのビジョンというのはどこにある

のかっていうのが決まってきますと、それに対し

て、取り組もうとするような事業者に手を挙げて

いただいて、応募の形で選定していこうかなとい

うふうに考えております。 

 ですから、名指しでＡという事業者っていうこ

とではなくて、市の方向性として食品ビジネスで

はこういうふうにあるので、手を挙げて積極的に

それに参加されたい方がおられたら手を挙げてい

ただきたい、それを先行して選定して、実際にそ

ういう方が動くときにどういう方ができるのかっ

ていうのを現場で確認しながら必要な施策がある

とすれば、次年度以降において制度化することも

あるでしょうけども、みずからやれるということ

であれば、そこまで入っていかないというような

判断もついて来るんではないかなというふうに思

ってます。 

○委員（谷津由尚）二つ要望があります。 

 まず一つ目は、今の方法で、これはこれで、業

者の選定からその辺を本当に慎重にやっていただ

ければいいと思うんですが。この事業費について

は１,０００万、ここに予定されておりますが、

これは本当に必要最低限という形で運営をしてい

ただきたい。そうでないと、何と言いますか、致

命的な問題がそこに出てきそうな気がします。そ
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の、やらされじゃないんです、これはあくまで事

業者の意思でやるということに市が乗っかるわけ

ですから、そこを取り違えたらいかんわけですね。

それ、致命的になりますので、必要最低限の支援

という形でやっていただきたいということが一つ。 

 それともう一つは、この方法は今、既存の市内

の既存企業に対してどうのこうのという、そうい

う内容です。私が以前、昨年の１２月に一般質問

で御提言申し上げましたように、その方法が一つ

と、もう一つは、まずは庁内でこういうネット

ワークがあれば一番いいよねというモデルをまず

つくっていただいて、それに見合うような、例え

ばこれ、企業誘致というアプローチなんですが、

そっちから引っ張ってくるという手と、ぜひ同時

進行でいっていただきたいと思います。ちょっと

所管外かもしれませんが。 

○企画政策課長（上大迫修）ちょっと説明の

ほうがうまく、私のほうができてない部分がある

かと思いますけど、今回の業務は決して特定の事

業者のみを支援するということではなくて、今後、

市が食品ビジネスを展開するに当たりまして、必

要なその支援策なり、取り組みが何があるのかと

いうのを見えるかしたいというふうに思っていま

す。そのために、応募方式で手を挙げられた方々

が実践する過程において必要なものが何なのか見

きわめるっていう形にしたいと思っております。 

 それと、基本的に市内の事業者の方が、一生懸

命取り組んで製品力上げるとかいう形になってい

かないといけないと思ってるんですけども、いろ

いろこれから議論するときに、市内の企業だけで

はだめだと部分がもし仮にあるとすれば、外部と

の連携といったものも出てまいりますし、そうい

う外部事業者等を入れたような部分というのを模

索しなければならないというのは課題として見え

てまいりますので、関係課、企業・港振興課であ

りますとか、そういうことでありますとか連携を

取って、対処してまいりたいというふうに思って

おります。 

○委員（谷津由尚）済いません、話がまた横に

また行っちゃうかもしれませんが。今おっしゃっ

た、それ、わかるんです。わかるんですが、物す

ごくリスクがあると思うんですよ。誰がそれ、見

きわめるんですか。こういうこと、全業者に譲っ

て名乗りを上げてもらってその希望を募ってやる、

そのやる中で何が必要か、いくら支援が必要なの

か、全部見きわめてやる、誰が見きわめるんです

か、それを。そこですよ、大事なのは。ですから、

そこが一番大事なところですから、私は申し上げ

てるんです。そこに対して、企画政策課として、

きちんとしたこういうプロセスでいくんだという

のを持ってないと、そこを１本見誤ったらこれ、

取り返しつかなくなりますよ。そこのところを申

し上げてるんです。 

○企画政策課長（上大迫修）本年度、この業

務をスタートさせるに当たりまして、母体となり

ます研究会の委員を構成するように、委員会を、

研究会を構成するようにしております。その中に

学識経験でありますとか、大学の教授であります

とか、実際のその、シンクタンク的な実践されて

るような方、それと事業者の方とかおりますので、

薩摩川内市が進むべき食品ビジネスの方向性はこ

うだというのをそこで一度整理をいたします。そ

して、それに今後展開するに対して必要な支援策

をイメージしながら、手を挙げた方が本当にそう

いう形になるのかっていうのは応募での絞り込み

を行いまして、２６年度においてそういう具体的

に分科会で、実践的な対応をしていくっていうこ

とでございますので。リスクの取り方っていった

部分については確かに方向性等を定めるために研

究会も組織しておりますので、そういった知見等

を使って事業者の選定といった部分については十

分リスクの部分を見きわめていきたいというふう

に考えます。 

○委員（谷津由尚）最後にします。その協議会

でお話を進められるのは、それはいいです。その

ときにもう一つ注意をしていただきたいのは、高

級志向になったらいかんということです。つまり、

こういうことしたいね、じゃあ設備はこれが要る

ね、これ、設備が要るんだったらこれ、スペース

も要るねとか、どういう方を呼ばれるかによって

もこれ、変わるんですけど、結論は。いずれにし

ても、超現実路線で行っていただきたいんです。

そうしないと、私は現実的にここにお金をかける

べきではないと思ってますので、お金をかければ

できるという問題ではないです。むしろお金をか

けないでやるという方法が恐らく成功する確率が

高いと思います。そこにヒントがあると思います

ので、いろいろその学識経験者の方とかお呼びし
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て議論いただくのはいいんですが、その中で一番

現実的なローコストでやれるという、まずは形を

つくるという、そういう方向性で結果を求めてい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）最後は意見ですので。 

 ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）予算に基づく説明があ

りましたが、委員のほうからはないということで

ございます。 

 質疑は尽きたと認めます。委員外議員の発言を

許します。ありますか。 

○議員（小田原勇次郎）済いません。今の、

谷津委員が質問されたのが、私は消化不良だった

ので、もうちょっと私も、私の確認で質問させて

ください。 

 今、アクションプランの支援業務委託の考え方

は、委託料払うっていうことは、そのでき上がっ

たモデルっていうのは、いわゆるモデル事業その

ものは市に帰属する。そのモデルの権限はですね。

そしてそれを今度は業者に使っていただくスタイ

ルがあるというふうに私は認識をしたところです。

そうした中において、例えば谷津委員がおっしゃ

るように、民間ベースでモデルをつくるという

ケースもあると思うんですが、そこの部分につい

ては、そこを大いに支援する。そりゃあ金銭が働

かない部分でしょうから、それは民間ベースで大

いにそういう事業を展開していくという部分につ

いては、なおかつ行政も支援することはやぶさか

ではないという部分。あくまでも行政が主体にな

ってやるそのモデルづくりについては、委託料払

って一つの業として開発していただくという。私

はそういう認識を持ったところだったんですが、

この認識で私の解釈、間違ってるかなと、ちょっ

と確認を。 

 私もお話を伺ってわかんなくなってしまったも

んですから、もう１回教えていただければと思い

ます。 

○企画政策課長（上大迫修）済いません。事

業化モデルっていった部分のその捉え方が、私も

多少違う部分もありますけども、基本的に薩摩川

内市の食品ビジネスを考えたとき、どのような方

向性、食物工場みたいなものなり、健康機能食品

製造メーカーなり、そういったものがその切り口

として出てくるっていうのがモデル事業というよ

うな捉え方です。ただ、それを進めていく上で必

要な施策については十分議論いたします。 

 その市の進めていこうという事業化モデルに対

して、私は参加してみたい、こういったものにみ

ずから取り組んでみたいっいう方には手を挙げて

いただいて、研究分科会の中に入っていただくと、

そこでかけてるものに対してどういった支援が必

要なのかっていうようなものをしてまいりますけ

ど、最終的にはその事業化していく上での究極の

リスクっていうのはもう事業者にとっていただき

ますので、市のほうが最後まで、それが完結する

まで、うちが立てたビジネス工程が完結するまで、

支えていきますよということではないんだろうと

いうように思っています。あくまでも市が整理を

したビジネスモデルはえとして掲げながらそれに

向かって手を挙げたいっいう方については、そう

いう分科会に入っていただいて、実際に動いてい

ただこうというふうな捉え方でおります。 

○議員（小田原勇次郎）済みません。まだ私

は理解不足なものですから。例えば、モデルを委

託事業でつくってもらいますよね。そのモデルに

したがって、今度は事業化っていう部分、収益を

上げていかなきゃいけない部分は、その委託事業

者がそのまま責任をとっていただくというわけ。

そこも踏まえて。そりゃあ行政が責任を取れるわ

けじゃないから。そっから先は。そこの先も、要

するに事業化というものも想定してのモデル事業

を開発するんだという意図。ただ、モデル事業を

つくりっ放しで、あとはだれもその事業はしてお

らんぞというような事業をモデルプランとしてあ

げてもらっちゃあどうしようもないわけですが。

多分、私の認識では、谷津委員は、多分そういう、

責任を持って事業化するという、そういうやる気

の部分で一応、我々のモデルとしてのそのままや

り遂げるんだという部分の中においては、そうい

う、あまり金銭的な部分は出さないほうがいいん

じゃないかというふうに私は理解したんですが、

そこら辺はどうですかね。 

○企画政策課長（上大迫修）済いません。事

業化モデルについては、自分たちの町の構造なり、

その産業の形態から見えてくると、市のほうが知

見を持たれた方と一緒になってする一つの提案だ
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というふうに捉えていただければいいと思います。

その提案を自分の経営理念の中、考え方の中で、

まさしくそれが一致した方が手を挙げていただけ

れば、恐らくその商品をつくるとか技術力を上げ

るとか、いろんなそのチェックをかけるとか言っ

た部分について行政がかかわるところがあるとす

れば、それを試行的にやりますけども、その本当

の事業化、その当初やっていく部分についてはも

うみずから引き取っていただいて、動いていただ

くと。 

 ですから、我々が薩摩川内市が、食品ビジネス

が、その地域の成長戦略で必要だというビジネス

っていうのはどんなものなのかっていうのを事業

化モデルということで提案をして、そこに手を挙

げられる方々を試行的に支援できるようなプログ

ラムであるとか、その体制をつくっていくってい

うのが、私どもが描いているこの支援業務の中の

全体像だというふうに考えております。 

○議員（小田原勇次郎）ありがとうございま

す。 

○委員長（佃 昌樹）部長、それでいいです

か。追加的な説明は。 

○企画政策部長（永田一廣）もういいです。 

○委員長（佃 昌樹）ここの企画で、成長戦

略ってなると企画だろうと思うけれども、実際に

事業化となったときには、果たして企画なのかな

というね。やっぱりそこのところで迷いもいくら

か出てくるとは思うんですよ。 

 だから、成長戦略の事務的な吸い上げ方という

ことについては企画政策課でやります。または、

その企画で上がった分について、それを事業化し

ていく分については、専門的なところに振ってい

きますとか。何か、そういったようなことでもあ

ればだけれども、現実に事業化までを企画がする

となると、何かこう、場違いのような気がします

が、その辺、どうかな。 

○企画政策課長（上大迫修）研究会のメン

バーを申し上げますと、企画はその政策全体を見

たときに地域成長戦略必要だよといった部分に旗

振りしておりますので、そこでその遅れてる食品

と介護についてする際には、市民健康課でありま

すとか、農林でありますとか、商工でありますと

か、企業・港でありますとかいう課長等もその研

究会のメンバーの中に加えて、そこから見えてき

たものは全て、極端に言ったら各部局で引き取っ

ていただくというような、連携になっていくのか

なというふうに思ってます。 

○委員長（佃 昌樹）わかった。ほか、あり

ませんかね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。ここで、本案の審査を一時中止をいたします。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（佃 昌樹）もう一つありますね。

次に、所管事務調査に入ります。当局に説明を求

めます。 

○企画政策課長（上大迫修）第２次総合計画

の策定に関しまして、第１次総合計画の振り返り

総括等の作業をしておりますので、その内容につ

いて説明申し上げてよろしいでしょうか。 

○委員長（佃 昌樹）はい、どうぞ。 

○企画政策課長（上大迫修）では、企画経済

委員会資料の１ページをお願いいたします。まず、

総括的に企画経済委員会資料の１ページにおきま

して説明申し上げますけど……。 

○委員長（佃 昌樹）総合計画の分です。

３冊あると思いますが……。 

○企画政策課長（上大迫修）３冊の前に、企

画経済委員会資料の１ページを見ていただきます

と、今どういうことをやってるのかっていうこと

の説明をさせていただければと思います。ちょっ

と細かな……。 

○委員長（佃 昌樹）こっちのほう。経済委

員会資料。 

○企画政策課長（上大迫修）はい。の１ペー

ジでございます。 

○委員長（佃 昌樹）この１ページね。 

○企画政策課長（上大迫修）はい。１ページ

は、第２次薩摩川内市総合計画策定についてとい

う表題になっております。現在、当局におきまし

て、第２次総合計画策定に向けて、これまで第

１次総合計画の総括を行っております。二つ目に

市民アンケート調査、三つ目にまちづくり意見交

換会等の実施をしており、そこから見えてきまし

た施策にかかります問題点、課題等、アンケート

分析の内容、自由意見、意見交換会でいただいた

意見を把握・整理しておりますので、今回報告す
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るものでございます。 

 別冊に移らさせていただきまして、企画経済委

員会資料の別冊として、資料の１がございます。

３分冊になっておりますけども、まず１冊目、別

冊資料１をお願いいたします。 

 別冊資料１の表紙になりますが、資料１は、第

１次総合計画の総括であり、本作業は表紙に記載

のとおり、総合計画に掲げました４１の施策につ

いて、これまで取り組んできた内容の整理と、成

果の研修による内部評価、矢印の中の内部評価、

それと、市民アンケート調査によります施策の満

足度、重要度の分析、これ二つ目でございます。

さらに、国の政策や社会情勢などの動きと課題予

測から、第１次総合計画を総括する形で問題点、

課題等施策ごとに整理したものでございます。 

 目次をお開きいただきまして、１番目で、第

１次総合計画の体系を示しております。二つ目に、

計画期間におきます社会情勢の変化を整理いたし

ました。三つ目に、施策別の主な取り組みと課題

を整理したところでございます。時間の関係がご

ざいますので全ての説明は割愛させていただきま

すが、体系等もとにこの計画期間での変化及び政

策別の主な取り組みと課題等も整理した上で、四

つ目になります、ここがメインテーマになります

が、施策別の総括を実施いたしておりますので、

１０ページをお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）１１。 

○企画政策課長（上大迫修）１０ページをお

願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）１０ページ。 

○企画政策課長（上大迫修）はい。１０ペー

ジでございます。これは、４としまして、施策別

の総括というふうに書いてございますが、一つ目

に、ここでは内部評価及びアンケート分析の手法

として整理をいたしております。 

 内部評価につきましては、施策単位にこれまで

の取り組みの主な内容について活動量、サービス

量として、増加したのか横ばいだったのか、減少

したのかなどについて、しております。また同時

に、取り組みの成果につきましては、改善したの

か横ばいだったのか、悪化したなどかという区分

をし、その相関によりまして、掲げた施策が計画

どおりに達成できたのか、手法に課題があったの

か、効果に課題があったのか、手法、効果両方と

も課題があったのかと四つの区分で内部評価を実

施いたしました。 

 復唱いたしますが、内部評価は、施策単位に、

これまで取り組んできた主な内容をボリュームと

して見た部分、それと、成果として改善したのか

っていう効果に着目したこの二つの指標を使いま

して、計画どおりいった、手法に課題があった、

効果に課題があった、両方に課題があったという

四つの区分において内部評価を実施したというこ

とでございます。 

 二つ目でございます。市民アンケート調査は、

過去においても同様な調査をしておりまして、施

策に対する満足度と重要度を－計算があります

が、これ、後ほど見ていただくといたしまして、

満足度と重要度を得点化し、そのポジションの動

きを見る形で、変化を見る形で市民アンケートか

らその重要度、満足度を分析したところでござい

ます。 

 これを次のページ、１１ページから１２ページ

にそれぞれ４１の施策にしてあるっていうことで

ございますので、ここで見方的な部分になります

けど、説明申し上げます。 

 １１ページは施策１として地区コミを生かした

仕組みづくりについて具体的になっております。

（１）は目的となっております。これは、施策の

目的でございますが、第１次総合計画基本構想に

おきます施策の基本方針を記述しているほか、本

施策の対象となるものと、市としてどのような状

態に導いていくのか、その意図を記述したもので

ございます。これまで施策の目的や構想に書いて

ありましたが、その対象と意図、どのような状態

に持って行くのか、市の役割としてはどうなのか

っていうことを明確に、この対象と意図っていう

形で一度整理をさせていただきました。その上で

（２）でございます。先ほど申し上げました主な

取り組み内容、これは１７年度以降に取り組んで

きた主な内容について、ごらんのように全施策記

述しておりまして、ここのつきましては活動のボ

リュームとか政策のその全体のボリュームを見る

形を取ってきております。 

 三つ目の、３の主な成果につきましては、最終

的に施策評価のほうにも関係してまいりますけど

も、（１）で示しました対象と意図から客観的に

見たその成果としてどのようなことが実現したの
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かっていうことを（３）に書いてあります。 

 次に、（４）は先ほど説明申し上げましたが、

先ほど申し上げました活動量と成果の部分からの

内部評価が左側のこのマトリックスでございます。

ちなみに、地区コミュニティ協議会等につきまし

ては、活動料も増加したし、地域のいろんな課題、

狙いとしたことについての改善が図られたという

ことで、一番上の計画どおりというふうに示した

ところでございます。現実的には計画どおりのと

ころから逆にＮって書いていただければいいと思

うんですが、四角のマトリックスの一番右上が一

番効果が上がったもの、その次が右下の部分でご

ざいます。それが、次が左上の部分になります。

最後が左下の部分になります。そういうような分

布の見方を内部評価でさせていただいたところで

ございます。 

 また、アンケート調査につきましては、先ほど

から説明しておりますが、満足度、自由度が双方

に高いものがやっぱり一番右上が、成果が出たも

のが、要するに客観的にアンケートで評価された

もの、右下がその次、左上がその次、左下が一番、

やはり満足度も自由度も低かったというような、

そのマトリックスという形にしたところでござい

ます。後ほど多少触れますが、施策の評価と言い

ますのは内部評価とアンケート調査、内部と外部

といったものをそれぞれ見比べて評価をさせてい

ただきました。 

 右、１２ページの５になりますけど、取り巻く

情勢につきましては、今後の施策展開において踏

まえるべき、例えば高齢化の進行など、地域環境

の変化とか、国の政策等の動向などの状況を整理

しているところでございます。その上で、（６）

になりますが、コミュニティを生かした仕組みづ

くりについては問題点がどこにあって、課題がど

のような形になるのかっていうこと、その整理し

たものが総括でございます。 

 このような形で、４１施策については総括を行

っておりますので、詳細は後ほどごらんいただき

たいと思います。 

 なお、左下に書いてありますが、内部評価にお

いて計画どおり達成したという施策は４１施策中

３２、記述に誤りがなければ４１施策中３２でご

ざいます。 

 それと、右下の、手法に課題があるといったも

のは６施策だったというふうに思っております。 

 それと、左上の効果に課題があるものは１施策

だったというふうに思います。あと、手法と効果、

双方に課題があるものは左下に施策で合計４１施

策というふうに内部評価の中で整理をしたものと

考えております。 

 次に、アンケート調査の結果でございますが、

２４年度時点で、満足度と重要度の双方が高いと

いうふうにアンケート調査で回答いただきました

のは、件数的には８施策だったと思います。８施

策。 

 それと、右下の満足度は低いが重要度が高いっ

ていったものについては１０施策。それと左上の、

満足度は高いが重要度は低いっていったものは

１０施策。それと、満足度も重要度もどちらも低

いのは３施策というふうに整理をしたところでご

ざいます。これが４１施策全てにおいて整理をし

た内容というふうに考えております。後ほどごら

んいただきたいと思います。 

 次に、済いません、ころころ変わりまして。次

は別冊の資料２でございますが、これは、市民ア

ンケート結果の概要についてでございます。 

 表紙に書いてありますとおり、本調査につきま

しては、済いません。２５年２月から３月にかけ

まして、市民３,０００名の方と４８地区コミュ

ニティ協議会の会長を対象に実施し、それぞれ

３割、３１.５％市民の方から。地区コミの会長

さんからは８５.４％回答をいただいたものを整

理したものでございます。ちなみに、この資料の

２６ページを見ていただければよろしいかと思い

ますが、２６ページ以降には、それぞれ用いりま

したアンケート調査を添付させていただいており

ますので、後ほど御参照ください。 

 では、資料１ページをお願いできますでしょう

か。資料２の１ページでございます。 

 市民アンケート調査におきましては、総合計画

の、先ほど触れましたそれぞれの施策に関する質

問のほかに、市民意識に関する質問を行い、１の

（１）では、今後の定住継続の意向でありますと

か、次の下段になります（２）の合併の総合的な

評価といったものも聞いております。 

 めくっていただきまして、２ページの上では

（３）といたしまして、市民の連帯感を高めるに

必要なことなどについて尋ねております。このほ
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か、２ページの下段になりますが、２のまちづく

りに関しましては、資料１の１の総合計画の総括

で説明しました各施策に対する満足度と重要度の

観点からの分析、マトリックスをしております。

先ほど言いました右上で何個、右下で何個という

ように何施策と言ったのは、ここのカウントでご

ざいます。 

 済いません、飛ばさせていただきまして、

６ページになります。６ページをお願いしたいと

思います。また、このような市民意識に加えまし

て、ここでは３としまして、地域再生に関する質

問といったものをさせていただいております。地

域再生に向けた取り組みについて、地域の生活環

境の１０年前との比較でありますとか、７ページ

には、重要な取り組みについてお尋ねしますとい

う形をさせていただいてます。これが地域再生に

対する取り組み。 

 ７ページには下段のほうに市民との共同参画に

関する質問といったものを政策の重要課題といっ

た形で質問もさせていただいております。 

 さらにめくっていただきますと、８ページには

行政サービスについての質問、９ページには将来

都市像に対しての質問等を行っており、分析をさ

せていただいたところでございます。 

 なお、市民アンケートでございますので、

１０ページから１８ページにかけましてはいただ

いた自由な意見を施策体系別に整理し、記載させ

ていただいております。当局のほうでいただいた

意見を施策体系別に整理したということでござい

ます。このように状況を把握したところでござい

ます。 

 また、１９ページ以降につきまして、ここでは

先ほど申し上げました、８５％強の回答をいただ

きました地区コミュニティ協議会長に対するアン

ケート結果でございます。特に、地区コミュニテ

ィ協議会での取り組み等に関する調査となってお

りますので、後ほどごらんいただきたいと思いま

す。地区コミ会長さんのほうに使わせていただい

たアンケートの様式等も添付しておりますので、

後ほどということでお願いしたいと思います。 

 これが資料２のアンケートに関しての使用した

資料と取りまとめた内容というふうに御理解くだ

さい。 

 次に、別冊資料３でございます。別冊資料３は、

まちづくり意見交換会の実施結果の概要となって

おります。まちづくり意見交換会につきましては、

昨年１１月に市内１１カ所で実施し、ごらんのよ

うに３７５名の出席をいただき、１９８の意見を

いただいたというふうに整理をいたしました。な

お、その際、使用させていただいた資料等につき

ましては、時間の関係から９ページ以降に添付し

ておりますので、後ほど御参照いただきたいと思

いますが、資料のほうは１ページをお願いいたし

ます。 

 意見交換会のほうはアンケートとは違いまして、

あくまでも意見交換会の形態となっておりますの

で、その際いただいた資料をアンケート調査と施

策体系別に件数として示させていただいておりま

す。意見が多かった項目はグレーの網掛けが入っ

ておりますけども、真ん中に番号を４１番まで振

った項がありますが、１のコミュニティを生かし

た仕組みづくり、それと１９番の防災・生活安全

の充実、２５、２８、２９と言いました農業、商

工、観光に関する部分、それと３０の住環境の整

備、３２番の道路・交通ネットワークの整備、

４０番の実行性の高い行財政の運営などとなって

おります。 

 具体的な意見内容につきましては、次ページか

ら８ページにかけましてそれぞれ記載しておりま

すので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

 以上、２次総合計画に向けまして、１次総合計

画の総括及び市民アンケート調査、まちづくり意

見交換会からの概要説明を終わります。これから

見えてきました課題等踏まえまして、鋭意策定作

業を進めていくこととしておりますので、委員の

皆様方の御理解と御協力をお願いしたいというふ

うに考えております。構想等が固まりましたら

９月に上程させていただきたいというふうに考え

る次第でございます。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。

膨大な資料なんですが、事前勉強をちゃんとして

来られればそれなりに御意見はあるでしょうけれ

ども、ポッと見ただけではちょっと出てこないん

じゃないかなという気もします。 

 なお、この件については、この説明を全協でも

やることになっておりますので、一応、企画経済

委員会で提案をして、そして全協でも再び提案を

するという段取りになっております。そのことだ
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け手順について申し上げておきたいと思います。 

 それでは、これより所管事務全般の質疑に入り

ますけど、御質疑ございますか。 

○委員（谷津由尚）まともにやったらこれ、

２日くらいかかりますから、もう端的に。この第

１次総合計画、薩摩川内市総合計画の間にこの

１０年間で、例えばＩＴバブルがあって、リーマ

ンがあって、３・１１があってと、もう考えただ

けでも大きなインパクトが三つ並んでまして、日

本の産業構造自体もそれによって変わってきたわ

けです。ということは、それによって人の価値観

も変わってきたわけですけど、その中、この施策

別の総括ということで今、まとめられておられま

す。内部評価は計画どおり達成ですね。効果もあ

ります。取り組み成果もいいと。それに対して市

民アンケートの結果が結局、その沿ってない。そ

のとおりになってない。つまり、一番悪いのは左

半分の下のほうというようなことになってるとい

うことは、極端にそういう例があるとすれば、そ

れはやはりその市民のニーズに答えられてないと

いうことの表れではないかと思います。 

 今、言いましたようなこういう大きなイベント

があって、当然それなりに市民の方の考え方も変

わってるんでしょうけども、次の１０年を支える

べきこの第２次総合計画の策定に当たっては、や

はり、今までのそういう変化してきたということ

も踏まえた上で、この市民のニーズをどういう形

で捉えていけばいいのかというのが非常に大きな

課題になると思いますので。その意味で、この資

料１の分析結果というのは非常に重要だと思いま

すので、ここのところが一番の基準になるんでは

ないかと思うんですが、この施策体系別の分析と

いうのは、大体これと同じような形でいかれるん

ですか。そこの点だけ。 

○企画政策課長（上大迫修）施策体系別の分

析からしますと、先ほどコミュニティのところで

説明申し上げました、この両開きのものを総括分

析という形で用いたいというふうに考えておりま

す。右端の、右のところにあります、６番目の、

その施策としての問題点、課題等踏まえて、まだ

市民のアンケート調査でのいろんな重要度、満足

度の理解等踏まえて取り組んでいくということに

なろうと思います。 

○委員長（佃 昌樹）いいですか。ほかにご

ざいませんか。 

○委員（帯田裕達）意見、まちづくりの意見交

換会の実施経過の概要ですが、非常にこの、まち

づくりのこの意見交換会の参加者が少ないですよ

ね。もう川内におかれてもセントピアでも１６、

その原因はこれ、ほとんど役員の方じゃないかと

思うんですが。もうちょっと、この参加が多くな

るような仕組みとか啓発とか、何かできなかった

のか、非常に残念でなりません。以上です。何か

ありましたら。 

○企画政策部長（永田一廣）１１月に実施し

ましたまちづくり意見交換会の参加状況につきま

して御指摘いただきました。 

 本件につきましては、新聞でも記者の目のとこ

ろで厳しい御指摘をいただいたところで、今後、

こうした意見交換会を開催するに当たっては、開

催時期あるいはその時間帯、あるいは周知方法を

含めまして、じっくり対応していく必要があるか

と、あると感じているところでございます。 

 参加者につきましては、そこに記載のとおりで、

もうちょっと入って、もうちょっと参加していろ

んな意見をいただきたかったなというのはもう真

実でございます。しかしながら、数は少なかった

んですけども、参加された方々は、その施政に、

これまでの施政に、あるいは今後の施政に大変関

心をお持ちの方が大勢でございました。したがい

まして、意見としてもかなりの数、あるいはいろ

んな視点から頂戴した点では意義はあったという

ふうに考えております。 

 繰り返しになりますが、いただいた意見を十分

加味しながら、今後の計画策定につなげていきた

いと考えております。 

 それと、この総合計画に限らず、市民の意見を

聞く会については、時間の設定とか日程調整とか、

そこはまた十分配慮していく必要があるというの

を改めて感じたところでございます。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）ここでちょっと時間の

延長を行います。 

 ほかにありませんか。 

私のほうから。例えば、施策別にそれぞれ評価

をしておりますけれども、例えば先ほどあった地

区コミの問題、これの評価、それから問題点、そ

れから課題、こういったことについては、企画が



 

  －63－  

やったのか、地区コミのほうでそれぞれの担当課

で評価をして、そして問題点を洗い出したのか、

その辺はどういうふうになさいましたか。 

○企画政策課長（上大迫修）施策ごとの評価

をするときの体制と流れでございますが、一つの

施策に複数の課がいる場合は、全課集まって評価

をさせていただいています。よって、コミュニテ

ィの部分につきましては、主にコミュニティ課を

担当、総括化っていうようなイメージでもって、

皆さんが話をして、実際の取り組みはどうであっ

たか、結果はどうであったかということをさして

いただきました。そこにはアンケートで出てきた

答えもそこに持ち込みながらこの全体像を整理し

て、問題点の課題まで行きついたということでご

ざいます。 

○委員長（佃 昌樹）わかりました。それと、

今までの１０年間の経過について、それはもうほ

ぼいいとしても、今後の見通しの問題として、第

２次総合計画に反映させる見通しの問題として、

今の時点で消費税の増税等についての経済の動向

については、ちょこっと書いてあるんだけれども、

非常にこう、大きな問題になりゃあせんかなとい

う気がするんですが、その辺のところもまだ抜け

ているのかなという気がします。表現がどう表現

していいかわかりませんが、そこも研究の余地が

あるんじゃないかなと思うんですけどね。 

○企画政策課長（上大迫修）１次の総括にお

きまして、問題点、課題を整理し、その（６）に

は今後の取り巻く情勢がどう変わるのか、高齢者

が増えてしまうよねと、人口が減ってしまうよね

といった部分もある程度見ておりますが、そのほ

かにも消費税の社会の変化がございますので、今

後、政策、施策が決まりまして、具体的に構想、

基本計画を変えていく際には、委員長御指摘の部

分も十分参酌して、作業していかなければならな

いというふうに認識はしております。 

○委員長（佃 昌樹）企画経済を一応通りま

すので、全協の場で、企画経済で何も問題なかっ

たのかっていうことになると困りますから、一応

いくつかの質問もしましたということで理解をし

ていただきたいと思います。 

 委員外議員の発言を許したいと思います。あり

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

以上で、企画政策課を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

△延  会 

○委員長（佃 昌樹）本日の委員会は以上を

もって延会したいと思いますが、御異議ございま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）異議ないと認めます。

よって、本日の委員会は以上をもって延会します。 

 次の委員会は、明日３月１９日午前１０時から

第２委員会室で、ここで開会をします。 

 本日は大変御苦労さまでした。 
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